




　近年の私たちを取り巻く環境は、目まぐるしく変化しており、那珂川町においては、

人口減少の抑制が喫緊の課題です。

　このような状況下、持続可能なまちづくりを進めるため、「第３次那珂川町総合振興

計画～なかがわ『わくわく』プラン2035～」を策定しました。

　本計画は、将来像を『なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくする

まち』とし、那珂川町にかかわるすべての人の活力により、人口減少を抑制し、多くの

人々が未来への期待を持ち、わくわくして暮らしている、10年後の那珂川町をつくる

ための羅針盤となるものです。

　本計画を推進するためには、町民の皆様をはじめ、事業者や各種団体の皆様と

一体となった「オールなかがわ」の体制が必要です。ぜひ、皆様と手を取り合い、

様々な難局を乗り越え、これまで受け継いできたすばらしい那珂川町を未来に

向けて育てていきたいと考えています。

　また、計画書には、こども園に通う園児の皆さんにご協力をいただき、将来を

担う子どもたちの手形で清流那珂川を描くとともに、子どもたちによるなかちゃん

の塗り絵をページ番号の横にデザインしました。町の宝である子どもたちが元気に

成長し、いずれは那珂川町に戻って来てもらいたいという願いを込め、胸を張って

誇れる「ふるさと那珂川町」を築き上げていきたいと考えています。

　結びに、本計画の策定に際し、熱心にご審議いただきました、まちづくり審議会

委員の皆様をはじめ、本計画の策定にかかわっていただきましたすべての皆様に

感謝を申し上げるとともに、今後とも町民の皆様のご支援とご協力を心からお願い

申し上げます。

　　
令和8年3月

第３次総合振興計画の
策定にあたって

那珂川町長
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第１部　総　論

計画の期間

第 章 なかがわ『わくわく』プラン 2035 とは

1 計画策定の背景と目的

総合振興計画とは、地方自治体（都道府県・市区町村）が、将来どのようなまちになることを目指す
のか、そして、そのためにどのようなことをするのかをまとめたものです。
地方自治体は、分野ごとに様々な計画を策定していますが、総合振興計画は、その中で一番上に位
置する「最上位計画」であり、最も重要な計画です。
本町では、これまで２次にわたる総合振興計画を策定し、計画的なまちづくりを進めてきました。
第２次那珂川町総合振興計画では、『人・もの・自然が融和し みんなで手を取り合い 元気を生み
出すまち』という将来像を掲げ、これを実現するための様々な取り組みを積極的に進めてきました。
しかし、近年、人口減少の加速、大規模な自然災害の発生、デジタル化・脱炭素化の進展をはじめ、
社会情勢は大きく変化しているほか、これらに伴い、町民ニーズも大きく変化しています。
こうした社会情勢や町民ニーズの変化に的確に対応し、将来にわたって持続可能な那珂川町をつ
くっていくため、新たなまちづくりの指針として、第３次那珂川町総合振興計画を策定します。
また、本町では、人口減少が進む中、これまで２期にわたる総合戦略を策定し、人口減少対策を進
めてきました。
本町では、“まちづくりの重点＝総合戦略（人口減少対策）”ととらえており、今回、第３次那珂川町
総合振興計画と第３期那珂川町総合戦略を一体的に策定することとします。
なお、本計画が、多くの町民に親しまれ、『なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくす
るまち』という将来像をみんなで実現していくため、計画の愛称を、「なかがわ『わくわく』プラン
2035」と定めます。

2 計画の構成と期間

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３つから構成されています。それぞれの構成と
期間は、次のとおりです。

１

実施計画

　基本計画に基づき、今後行う具体的な事業や事業費などを示したものです。
　別途策定し、毎年度見直しながら、事業を実施していきます。

基本計画（総合戦略等含む）

　基本構想に基づき、今後行う主な取り組みを示したものです。
　社会情勢や町民ニーズの変化に対応できるよう、前期基本計画と後期基
本計画にわけて策定します。
　なお、この基本計画には、総合戦略をはじめ、行財政改革・ＤＸ推進に関
する方針を含むものとします。

基本構想

　本町が10年後に目指す将来像と、それを実現するための計画の体系や
方針など、今後のまちづくりの大きな方向性を示したものです。

計画の構成

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

令和
10年度

令和
11年度

令和
12年度

令和
13年度

令和
14年度

令和
15年度

令和
16年度

令和
17年度

令和
18年度

基本構想

後期基本計画前期基本計画

実施計画
実施計画

実施計画

2
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総合振興計画とは、地方自治体（都道府県・市区町村）が、将来どのようなまちになることを目指す
のか、そして、そのためにどのようなことをするのかをまとめたものです。
地方自治体は、分野ごとに様々な計画を策定していますが、総合振興計画は、その中で一番上に位
置する「最上位計画」であり、最も重要な計画です。
本町では、これまで２次にわたる総合振興計画を策定し、計画的なまちづくりを進めてきました。
第２次那珂川町総合振興計画では、『人・もの・自然が融和し みんなで手を取り合い 元気を生み
出すまち』という将来像を掲げ、これを実現するための様々な取り組みを積極的に進めてきました。
しかし、近年、人口減少の加速、大規模な自然災害の発生、デジタル化・脱炭素化の進展をはじめ、
社会情勢は大きく変化しているほか、これらに伴い、町民ニーズも大きく変化しています。
こうした社会情勢や町民ニーズの変化に的確に対応し、将来にわたって持続可能な那珂川町をつ
くっていくため、新たなまちづくりの指針として、第３次那珂川町総合振興計画を策定します。
また、本町では、人口減少が進む中、これまで２期にわたる総合戦略を策定し、人口減少対策を進
めてきました。
本町では、“まちづくりの重点＝総合戦略（人口減少対策）”ととらえており、今回、第３次那珂川町
総合振興計画と第３期那珂川町総合戦略を一体的に策定することとします。
なお、本計画が、多くの町民に親しまれ、『なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくす
るまち』という将来像をみんなで実現していくため、計画の愛称を、「なかがわ『わくわく』プラン
2035」と定めます。

2 計画の構成と期間

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３つから構成されています。それぞれの構成と
期間は、次のとおりです。

１

実施計画

　基本計画に基づき、今後行う具体的な事業や事業費などを示したものです。
　別途策定し、毎年度見直しながら、事業を実施していきます。

基本計画（総合戦略等含む）

　基本構想に基づき、今後行う主な取り組みを示したものです。
　社会情勢や町民ニーズの変化に対応できるよう、前期基本計画と後期基
本計画にわけて策定します。
　なお、この基本計画には、総合戦略をはじめ、行財政改革・ＤＸ推進に関
する方針を含むものとします。
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　本町が10年後に目指す将来像と、それを実現するための計画の体系や
方針など、今後のまちづくりの大きな方向性を示したものです。
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大田原市

大子町

N

常陸大宮市

さくら市

那須烏山市

294

293

461

那珂川町役場

那珂川町

那
珂
川 那珂川町役場

那珂川町

那
珂
川

栃木県

3 計画づくりで重視したこと

本計画の策定にあたっては、第２次那珂川町総合振興計画の検証、町の地域特性の再整理、社会
情勢の把握はもちろんのこと、『オールなかがわ』による計画の推進を重視して策定しました。

町民が本計画を読んで理解できるよう、町民が読むことを第一前提
とした、シンプルでわかりやすい構成・内容・表現とし、「読んでわかる
計画」として策定しました。

◆ 「読んでわかる計画」の策定

『オールなかがわ』による計画の推進
～みんなが“自分事”として那珂川町の未来をつくる～

町の最上位計画、総合的なまちづくり計画として、町のすべての部署
が参画・連携し、那珂川町をよりよいまちにするための取り組みを考え
ました。

◆ すべての部署の参画・連携

町民が共感・共有できる内容とするため、町民・中高生・小学生を対
象としたアンケート調査、各種団体・高校生・子育て世代・まちづくり団
体等を対象とした意見交換会『なかがわまちづくりトークカフェ』など
を行い、多くの町民の意見の反映に努めました。

◆ 多くの町民の意見の反映

計画策定で重視したこと

そのために

第 章 那珂川町の特性と課題

1 町の概要

本町は、栃木県の東北東に位置し、東は茨城県大子町と常陸大宮市、南は那須烏山市、西はさくら
市、北は大田原市に接しています。
東西約23km、南北約19kmの広がりを持ち、総面積は192.78km²で、県内の町では那須町に次
いで２番目の広さとなっており、八溝山系の山地が大半を占め、そのほかは丘陵地帯と那珂川沿い
に広がる平坦地帯などで構成されています。

2

（１） 位置と地勢

　栃木県の東北東に位置し、東は茨城県に接しており、県内
の町では２番目に広い面積を持つ。
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3 計画づくりで重視したこと

本計画の策定にあたっては、第２次那珂川町総合振興計画の検証、町の地域特性の再整理、社会
情勢の把握はもちろんのこと、『オールなかがわ』による計画の推進を重視して策定しました。

町民が本計画を読んで理解できるよう、町民が読むことを第一前提
とした、シンプルでわかりやすい構成・内容・表現とし、「読んでわかる
計画」として策定しました。

◆ 「読んでわかる計画」の策定

『オールなかがわ』による計画の推進
～みんなが“自分事”として那珂川町の未来をつくる～

町の最上位計画、総合的なまちづくり計画として、町のすべての部署
が参画・連携し、那珂川町をよりよいまちにするための取り組みを考え
ました。

◆ すべての部署の参画・連携

町民が共感・共有できる内容とするため、町民・中高生・小学生を対
象としたアンケート調査、各種団体・高校生・子育て世代・まちづくり団
体等を対象とした意見交換会『なかがわまちづくりトークカフェ』など
を行い、多くの町民の意見の反映に努めました。

◆ 多くの町民の意見の反映

計画策定で重視したこと

そのために

第 章 那珂川町の特性と課題

1 町の概要

本町は、栃木県の東北東に位置し、東は茨城県大子町と常陸大宮市、南は那須烏山市、西はさくら
市、北は大田原市に接しています。
東西約23km、南北約19kmの広がりを持ち、総面積は192.78km²で、県内の町では那須町に次
いで２番目の広さとなっており、八溝山系の山地が大半を占め、そのほかは丘陵地帯と那珂川沿い
に広がる平坦地帯などで構成されています。

2

（１） 位置と地勢

　栃木県の東北東に位置し、東は茨城県に接しており、県内
の町では２番目に広い面積を持つ。
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第
１
部
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論

第
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章
　
那
珂
川
町
の
特
性
と
課
題

第１部　総　論

総人口と減少数・減少率

県内の町 · 県 · 国との比較（直近 5 年間の減少率が低い順）

平成12年
平成17年
平成22年
平成27年
令和2年

人口 ( 人 ) 減少率 (% )

資料：国勢調査※参考：令和7年10月1日現在の住民基本台帳人口は13,877人。

町　名
31,046
39,951
29,639
25,292
15,189
24,919
11,720
23,281
13,188
11,495
16,964

30,806
39,474
29,229
24,913
14,961
23,956
11,262
21,898
11,891
10,354
15,215

240
477
410
379
228
963
458
1,383
1,297
1,141
1,749

0.8
1.2
1.4
1.5
1.5
3.9
3.9
5.9
9.8
9.9
10.3

年 減少数 ( 人 )
775
1,134
1,419
1,482
1,749

20,999
19,865
18,446
16,964
15,215

3.6
5.4
7.1
8.0
10.3

上三川町
壬生町
高根沢町
野木町
芳賀町
那須町
市貝町
益子町
茂木町
塩谷町
那珂川町

県平均
国平均

平成27年の
人口(人)

令和2年の
人口(人)

減少数
(人)

減少率
(%)

1,974,255
127,094,745

1,933,146
126,146,099

41,109
948,646

2.1
0.7
資料：国勢調査

（２） 町の歩み

国勢調査による本町の総人口（令和２年）は15,215人となっており、平成27年から令和２年の直
近5年間の減少率は10.3％と、これまでで最も高く、減少が加速してきています。
減少率を国・県及び県内の町と比べると、県内の町の中で最も高く、国平均や県平均を大幅に上
回っています。

（３） 総人口

　総人口は15,215人で、県内一のスピードで減少が進ん
でいる。

　本町は、古墳時代において、関東地方で最も古い古墳である駒形大塚古墳をはじめ、前方後方墳

が次々とつくられるなど、特色ある文化が育まれるとともに、奈良・平安時代には、那須郡の役所で

ある那須官衙が置かれ、那須国の政治・文化の中心地として栄えました。

　中世以降は、武茂荘（馬頭地区）を除く那須郡ほぼ全域が那須氏に支配されていました。

　馬頭地区は、戦国時代には常陸佐竹氏領、江戸時代には水戸徳川領となり、小川地区は、江戸時

代中頃から烏山藩領、旗本領、天領として治められました。

　明治政府成立後、廃藩置県により宇都宮県を経て栃木県の管轄下となり、多くの村にわかれてい

ましたが、昭和の大合併により馬頭町、小川町が誕生し、それぞれ特色ある地域資源を活かしなが

ら、昭和・平成と、魅力あるまちづくりを進めてきました。

　そして平成の大合併の時代を迎え、平成17年10月１日に両町が合併して現在の那珂川町が誕生

し、令和７年に合併20周年を迎えました。

な す か ん が なすのくに

むものしょう

　かつて那須国の政治・文化の中心地として栄えた歴史を
持ち、昭和の大合併で馬頭町、小川町が誕生し、平成の大
合併で２町が合併して那珂川町が誕生した。

なすのくに
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県内の町 · 県 · 国との比較（直近 5 年間の減少率が低い順）

平成12年
平成17年
平成22年
平成27年
令和2年

人口 ( 人 ) 減少率 (% )

資料：国勢調査※参考：令和7年10月1日現在の住民基本台帳人口は13,877人。

町　名
31,046
39,951
29,639
25,292
15,189
24,919
11,720
23,281
13,188
11,495
16,964

30,806
39,474
29,229
24,913
14,961
23,956
11,262
21,898
11,891
10,354
15,215

240
477
410
379
228
963
458
1,383
1,297
1,141
1,749

0.8
1.2
1.4
1.5
1.5
3.9
3.9
5.9
9.8
9.9
10.3

年 減少数 ( 人 )
775
1,134
1,419
1,482
1,749

20,999
19,865
18,446
16,964
15,215

3.6
5.4
7.1
8.0
10.3

上三川町
壬生町
高根沢町
野木町
芳賀町
那須町
市貝町
益子町
茂木町
塩谷町
那珂川町

県平均
国平均

平成27年の
人口(人)

令和2年の
人口(人)

減少数
(人)

減少率
(%)

1,974,255
127,094,745

1,933,146
126,146,099

41,109
948,646

2.1
0.7
資料：国勢調査

（２） 町の歩み

国勢調査による本町の総人口（令和２年）は15,215人となっており、平成27年から令和２年の直
近5年間の減少率は10.3％と、これまでで最も高く、減少が加速してきています。
減少率を国・県及び県内の町と比べると、県内の町の中で最も高く、国平均や県平均を大幅に上
回っています。

（３） 総人口

　総人口は15,215人で、県内一のスピードで減少が進ん
でいる。

　本町は、古墳時代において、関東地方で最も古い古墳である駒形大塚古墳をはじめ、前方後方墳

が次々とつくられるなど、特色ある文化が育まれるとともに、奈良・平安時代には、那須郡の役所で

ある那須官衙が置かれ、那須国の政治・文化の中心地として栄えました。

　中世以降は、武茂荘（馬頭地区）を除く那須郡ほぼ全域が那須氏に支配されていました。

　馬頭地区は、戦国時代には常陸佐竹氏領、江戸時代には水戸徳川領となり、小川地区は、江戸時

代中頃から烏山藩領、旗本領、天領として治められました。

　明治政府成立後、廃藩置県により宇都宮県を経て栃木県の管轄下となり、多くの村にわかれてい

ましたが、昭和の大合併により馬頭町、小川町が誕生し、それぞれ特色ある地域資源を活かしなが

ら、昭和・平成と、魅力あるまちづくりを進めてきました。

　そして平成の大合併の時代を迎え、平成17年10月１日に両町が合併して現在の那珂川町が誕生

し、令和７年に合併20周年を迎えました。

な す か ん が なすのくに

むものしょう

　かつて那須国の政治・文化の中心地として栄えた歴史を
持ち、昭和の大合併で馬頭町、小川町が誕生し、平成の大
合併で２町が合併して那珂川町が誕生した。

なすのくに
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第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
１
部
　
総 

論

第
２
章
　
那
珂
川
町
の
特
性
と
課
題

第１部　総　論

資料：国勢調査

資料：国勢調査

年少人口
（15歳未満）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

(人)
20,000

15,000

10,000

5,000

0

年齢（3 区分）別人口の推移

19,865

2,547
(12.8%)

11,885
(59.8%)

5,433
(27.3%)

18,446

2,003
(10.9%)

11,058
(59.9%)

5,385
(29.2%) 

16,964

1,648
(9.7%)

9,538
(56.3%)

5,769
(34.0%)

15,215

1,284
(8.5%)

7,875
(51.9%)

6,029
(39.7%)

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

注）総人口には年齢不詳を含む（比率は年齢不詳を除いて算出)。

年齢（3 区分）別人口比率の国 · 県との比較（令和 2 年）

国平均 県平均 那珂川町

注）比率は年齢不詳を除いて算出。

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

年少人口
生産年齢人口
高齢者人口

12.1

59.2

28.7 

12.0

58.8

29.2

8.5

51.9

39.7

（%）
（%）
（%）

資料：国勢調査

資料：国勢調査

産業（3 部門）別就業者比率の国 · 県との比較（令和 2 年）

第3次産業

第2次産業

第1次産業

国平均 県平均 那珂川町

注）比率は分類不能を除いて算出。

第1次産業
第2次産業
第3次産業

3.5

23.7

72.8

5.4

31.3

63.4

14.5

34.3

51.2

（%）
（%）
（%）

注）就業者総数には分類不能を含む（比率は分類不能を除いて算出)。

産業（3 部門）別就業者数の推移

(人)
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

10,640

1,802
(17.1%)

3,833
(36.4%)

4,909
(46.6%)

9,345

1,320
(14.2%)

3,316
(35.6%)

4,688
(50.3%)

8,629

1,203
(14.0%)

2,957
(34.5%)

4,417
(51.5%)

7,991

1,156
(14.5%)

2,734
(34.3%)

4,074
(51.2%)

（４） 年齢別人口

本町の就業者総数（令和２年）は7,991人で、総人口の減少とともに減少傾向にあります。
産業（３部門）別の就業者数の推移をみると、農業・林業などの第１次産業、建設業・製造業などの
第２次産業、これら以外の第３次産業ともに減少しています。
それぞれの比率（令和２年）を国・県と比べると、第１次産業就業者の比率が目立って高く、農業が
主要産業の一つであることがあらためて認識されます。

（５） 産業別就業者数

年齢（３区分）別の人口の推移をみると、15歳未満の年少人口と15歳～64歳の生産年齢人口の減
少、65歳以上の高齢者人口の増加が目立っています。
また、それぞれの比率（令和２年）を国・県と比べると、年少人口比率は国平均や県平均を約3.5ポ
イント下回り、高齢者人口比率は国平均や県平均を10ポイント以上上回り、本町の少子高齢化は、
国・県よりも大幅に進んでおり、特に、高齢化が急速に進行していることがうかがえます。

　本町の少子高齢化は、国・県よりも大幅に進んでおり、
特に、高齢化が急速に進行している。

　すべての産業で就業者数が減少している。また、第１次産業
就業者の比率が目立って高く、農業が主要産業の一つであるこ
とがあらためて認識される。
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資料：国勢調査

資料：国勢調査

年少人口
（15歳未満）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

(人)
20,000

15,000

10,000

5,000

0

年齢（3 区分）別人口の推移

19,865

2,547
(12.8%)

11,885
(59.8%)

5,433
(27.3%)

18,446

2,003
(10.9%)

11,058
(59.9%)

5,385
(29.2%) 

16,964

1,648
(9.7%)

9,538
(56.3%)

5,769
(34.0%)

15,215

1,284
(8.5%)

7,875
(51.9%)

6,029
(39.7%)

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

注）総人口には年齢不詳を含む（比率は年齢不詳を除いて算出)。

年齢（3 区分）別人口比率の国 · 県との比較（令和 2 年）

国平均 県平均 那珂川町

注）比率は年齢不詳を除いて算出。

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

年少人口
生産年齢人口
高齢者人口

12.1

59.2

28.7 

12.0

58.8

29.2

8.5

51.9

39.7

（%）
（%）
（%）

資料：国勢調査

資料：国勢調査

産業（3 部門）別就業者比率の国 · 県との比較（令和 2 年）

第3次産業

第2次産業

第1次産業

国平均 県平均 那珂川町

注）比率は分類不能を除いて算出。

第1次産業
第2次産業
第3次産業

3.5

23.7

72.8

5.4

31.3

63.4

14.5

34.3

51.2

（%）
（%）
（%）

注）就業者総数には分類不能を含む（比率は分類不能を除いて算出)。

産業（3 部門）別就業者数の推移

(人)
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

10,640

1,802
(17.1%)

3,833
(36.4%)

4,909
(46.6%)

9,345

1,320
(14.2%)

3,316
(35.6%)

4,688
(50.3%)

8,629

1,203
(14.0%)

2,957
(34.5%)

4,417
(51.5%)

7,991

1,156
(14.5%)

2,734
(34.3%)

4,074
(51.2%)

（４） 年齢別人口

本町の就業者総数（令和２年）は7,991人で、総人口の減少とともに減少傾向にあります。
産業（３部門）別の就業者数の推移をみると、農業・林業などの第１次産業、建設業・製造業などの
第２次産業、これら以外の第３次産業ともに減少しています。
それぞれの比率（令和２年）を国・県と比べると、第１次産業就業者の比率が目立って高く、農業が
主要産業の一つであることがあらためて認識されます。

（５） 産業別就業者数

年齢（３区分）別の人口の推移をみると、15歳未満の年少人口と15歳～64歳の生産年齢人口の減
少、65歳以上の高齢者人口の増加が目立っています。
また、それぞれの比率（令和２年）を国・県と比べると、年少人口比率は国平均や県平均を約3.5ポ
イント下回り、高齢者人口比率は国平均や県平均を10ポイント以上上回り、本町の少子高齢化は、
国・県よりも大幅に進んでおり、特に、高齢化が急速に進行していることがうかがえます。

　本町の少子高齢化は、国・県よりも大幅に進んでおり、
特に、高齢化が急速に進行している。

　すべての産業で就業者数が減少している。また、第１次産業
就業者の比率が目立って高く、農業が主要産業の一つであるこ
とがあらためて認識される。
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第１部　総　論

本町の観光資源としては、清流那珂川に代表される美しい自然環境・景観や貴重な歴史文
化資源、おいしい食べ物や「小砂焼」等の特産品が中心となっていますが、このほかにも、道
の駅や温泉、キャンプ場、ゴルフ場、祭り・イベントなど、人々をひきつける多彩で魅力ある観
光資源があります。
特に、「道の駅ばとう」には、とれたての地場産農産物等
の直売所や地場産食材をふんだんに使ったレストラン、本
町の観光情報の発信・案内を行う観光センターなどがあり、
年間を通じて多くの人が訪れるほか、「馬頭温泉郷」は、肌
がなめらかになる泉質から“美人の湯”として知られ、清流
那珂川をのぞむ眺望も美しく、人々の人気を博しています。

2 活かすべき強み

本町は、八溝山系の森林と里山が大部分を占め、町の中心部には清流那珂川が流れ、その
流域には水田を中心としたのどかな田園風景が広がるなど、美しい自然環境・景観を誇るま
ちであり、まさに「日本の原風景」が残されています。
特に、町名の由来となった那珂川は、アユ釣りのメッカとして広く知られるとともに、その水
質のよさなどから、東の四万十川といわれており、本町の
自然のシンボルとなっています。
また、本町の北部に位置する小砂地区は、独特の棚田が
点在し、豊かな森とともに心癒される里山風景が残るほか、
「小砂焼」などの地域資源が評価され、ＮＰＯ法人「日本で
最も美しい村」連合※1に栃木県で唯一加盟しています。

清流那珂川に代表される美しい自然環境・景観1

※1：失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観・文化を守りつつ、最も美しい村としての自立を目指す運動を行う連合組織。
　　 平成17年に７町村からスタートした。

本町には、日本の古墳時代を考える上で重要な史跡である「那須小川古墳群」をはじめ、
「唐御所横穴」、「那須官衙遺跡」、「那須神田城跡」の４件の国指定史跡のほか、数多くの貴重
な文化財があります。また、これらの文化財の保護等を行う広域的な拠点として、「那珂川町
なす風土記の丘資料館」があり、文化財等の保存や収蔵・展示、普及・啓発等の様々な活動を
行っています。
さらに、本町は、３つの美術館があるまちとしても知られ
ています。このうち、町の施設である「馬頭広重美術館」
は、世界的に有名な建築家である隈研吾氏が設計したも
ので、歌川広重の肉筆浮世絵・版画等が展示されており、全
国から多くの人が訪れています。

史跡や資料館、美術館などの貴重な歴史文化資源2

本町は、古くから農業を主要産業として発展し、現在、米をはじめ、イチゴやトマトなどの野
菜、ナシやブドウなどの果樹の生産、畜産等が行われています。林業では、八溝材の生産が行
われているほか、水産業として、アユの放流やホンモロコの養殖が行われています。
工業では、大手製造業の工場など様々な事業所が立地し、町の活力や町民の雇用を生み出
しているほか、木質バイオマスを活用した、マンゴーやコーヒーの栽培、ウナギの養殖も行わ
れています。
商業では、馬頭・小川の両市街地に商店街があるほか、
国道沿いに小売店・飲食店等が点在し、多くの人々に利用
されています。
また、こうした多様な産業を背景に、農水産物やその加
工品、料理、菓子・スイーツ類、さらには「小砂焼」等の伝統
工芸品など、37商品が「那珂川町ブランド認定品」として
認定されています。

多様な産業と豊富な特産品3

道の駅や温泉をはじめとする魅力ある観光資源4
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菜、ナシやブドウなどの果樹の生産、畜産等が行われています。林業では、八溝材の生産が行
われているほか、水産業として、アユの放流やホンモロコの養殖が行われています。
工業では、大手製造業の工場など様々な事業所が立地し、町の活力や町民の雇用を生み出
しているほか、木質バイオマスを活用した、マンゴーやコーヒーの栽培、ウナギの養殖も行わ
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商業では、馬頭・小川の両市街地に商店街があるほか、
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本町では、妊娠・出産から子育て期まで切れ目のない支援を行う「かかりつけ保健師」、新
生児訪問の際に贈呈する「育児パッケージ」の取り組み、子育て支援住宅「エミナール那珂川」
の整備、18歳までの子どもの医療費の助成などの経済的支援、「なかよし子育てアプリ」の
導入など、先進的な取り組みを進めてきたほか、令和７年
度には、総合的な相談支援等を行う拠点として、「こども
家庭センター※2」を設置し、充実した子育て環境にありま
す。
学校教育においても、学力の向上はもとより、認定こど
も園から中学校までの学びの連続性を重視した英語教育
や国際交流の推進、地域と連携したコミュニティ・スクー
ル※3の取り組みをはじめ、次代を担う子どもたちの育成に
も力を入れています。
また、本町には、県立馬頭高等学校がありますが、内陸
部では全国唯一の水産科があり、町と連携して特産品開
発を行うなど、特色ある教育が行われています。

充実した子育て環境と学校教育環境5

※4：Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略。デジタル技術を活用し、業務やサービス、組織をはじめ、様々な仕 
　　 組みを変革すること。
※5：Artificial Intelligenceの略。人工知能。

※2：これまでの子育て世代包括支援センター（母子保健機能）と子ども家庭総合支援拠点（児童福祉機能）が一体となった、すべての妊産婦・
　　 子育て世帯・子どもへ総合的な相談支援等を行う機関。国により、市町村で設置することが努力義務とされている。
※3：学校運営協議会制度。「地域とともにある学校」を目指し、学校と地域・保護者が協力して学校の運営に取り組む仕組み。

美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化資源に包まれ、古くから育まれ、受け継がれてきた
町民のやさしさやあたたかさ、郷土を愛する心は、活かすべき強みの一つといえます。
本計画の策定にあたって実施したアンケート調査の『町
への愛着度』において、町に対して“愛着を感じている”とい
う人が、町民・中高生では８割以上、小学生では９割以上に
のぼっているほか、『なかがわまちづくりトークカフェ』にお
いても、那珂川町の長所・自慢点として、人がやさしい、人
があたたかいという意見が多くあげられています。

やさしく郷土愛あふれる町民6

3 踏まえるべき社会情勢

わが国では、出生数の減少に歯止めがかからず、少子化が一層深刻化し、これに伴い、人口
減少もさらに加速しています。また、高齢化も急速に進み、高齢化率は世界一の水準となって
います。
このような中、戦略的な人口減少対策や超高齢社会に即した環境づくりが引き続き国全体
の大きな課題となっています。

加速する人口減少と高齢化1

地震や線状降水帯の発生等による大規模な自然災害の頻発、オレオレ詐欺等の特殊詐欺
による被害の増加、子どもや高齢者を巻き込む痛ましい交通事故・犯罪の発生等を背景に、
人々の安全・安心に対する意識がさらに高まっており、日々の暮らしの中での危機管理体制
の一層の強化が求められています。

強く求められる危機管理2

民間企業はもとより、地方自治体においてもＤＸ※4が急速に進展し、ＡＩ※5やロボットなど
のデジタル技術を活用した業務の自動化・省力化、サービスの向上など、様々な変革が進んで
います。
こうしたデジタル化は、これからの社会に必要不可欠なものとして、あらゆる場面でその
重要性が高まっています。

急進展するデジタル化3
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度には、総合的な相談支援等を行う拠点として、「こども
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す。
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部では全国唯一の水産科があり、町と連携して特産品開
発を行うなど、特色ある教育が行われています。
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のぼっているほか、『なかがわまちづくりトークカフェ』にお
いても、那珂川町の長所・自慢点として、人がやさしい、人
があたたかいという意見が多くあげられています。

やさしく郷土愛あふれる町民6

3 踏まえるべき社会情勢

わが国では、出生数の減少に歯止めがかからず、少子化が一層深刻化し、これに伴い、人口
減少もさらに加速しています。また、高齢化も急速に進み、高齢化率は世界一の水準となって
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このような中、戦略的な人口減少対策や超高齢社会に即した環境づくりが引き続き国全体
の大きな課題となっています。
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ＳＤＧｓのウェディングケーキモデル

プラット
フォーム

地方創生 新たなビジ
ネスモデル

人材育成

人材育成

廃棄物
の抑制

自然との
ふれあい

地域
活性化

陸域生態系
の保全

海洋生態系
の保全

防災・
減災

プラット
フォーム

再生可能
エネルギー

環境教育
の推進

水資源の
循環

低炭素
の取組

環境保全
型農業

ECONOMY 経済

SOCIETY 社会
循環型社会

BIOSPHERE
自然環境（生態圏）

脱炭素社会
自然共生
社会

資料：環境省

地球温暖化がさらに深刻化し、人類の生存さえ脅かす重大な問題を引き起こす中、世界各
国でＧＸ※6の動きが本格化しています。
わが国においても、「2050カーボンニュートラル※7」を宣言し、温室効果ガス排出量実質
ゼロの脱炭素社会の実現を目標としており、あらゆる主体の積極的な取り組みが求められて
います。

本格化する脱炭素社会への動き4

※9：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するため
　　 に掲げた目標で、17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されている。

※6：Green Transformation（グリーントランスフォーメーション）の略。温室効果ガスを発生させないエネルギーに転換することで、産業
　　 構造や社会・経済を変革すること。
※7：主として人間の活動によって排出される二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの排出量と、森林や植物が吸収する温室効果ガスの吸収
　　 量が等しくなること。
※8：多様性を意味する言葉で、年齢や性別、障がいの有無、性的志向・性自認等といった様々な属性を持った人たちが、組織の中で共存して 
　　 いる状態のこと。

加速する人口減少・少子高齢化等に伴う担い手の減少や高齢化、資材価格の高騰などを背
景に、第１次産業従事者の減少、既存商店街の空き店舗の増加、企業の撤退といった状況が
みられ、地方の産業・経済は厳しさを増しており、地域全体の活力の再生が大きな課題と
なっています。

厳しさを増す地方の産業・経済5

全国的に地域コミュニティの弱体化が進む中、身近な地域でお互いに支え合いながらとも
に生きる共生社会の重要性が再認識されています。また、世界的に「ダイバーシティ※8」の考
え方が浸透しつつあり、誰もがお互いの違いを認め合い、自分らしく暮らしていくことができ
る多様性社会の実現が求められています。

求められる共生社会・多様性社会の実現6

地方自治をめぐる環境が大きく変化する中、これからの地方自治体には、自らが生き残る
ための取り組みを自ら考え、自ら実行していく力、いわば「自立力」を強めることが求められ、
そのためには、行財政運営の一層の効率化はもとより、住民や住民団体、民間企業等の参
画・協働が必要不可欠なものとなってきています。

重要性を増す地方の自立と住民参画・協働7

ＳＤＧｓ※9は、今や世界各国に広く浸透しており、わが国においても、積極的な取り組みが
行われています。また、現在、ＳＤＧｓの枠組みの延長を含めた2030年以降の新たな展開に
関する検討が進められています。地方自治体においても、これらの動きを踏まえ、各種の行
政活動に取り組むことが求められます。

広く浸透するＳＤＧｓと検討が進む新たな展開8
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ＳＤＧｓのウェディングケーキモデル

プラット
フォーム

地方創生 新たなビジ
ネスモデル

人材育成

人材育成

廃棄物
の抑制

自然との
ふれあい

地域
活性化

陸域生態系
の保全

海洋生態系
の保全

防災・
減災

プラット
フォーム

再生可能
エネルギー

環境教育
の推進

水資源の
循環

低炭素
の取組

環境保全
型農業

ECONOMY 経済

SOCIETY 社会
循環型社会

BIOSPHERE
自然環境（生態圏）

脱炭素社会
自然共生
社会

資料：環境省

地球温暖化がさらに深刻化し、人類の生存さえ脅かす重大な問題を引き起こす中、世界各
国でＧＸ※6の動きが本格化しています。
わが国においても、「2050カーボンニュートラル※7」を宣言し、温室効果ガス排出量実質
ゼロの脱炭素社会の実現を目標としており、あらゆる主体の積極的な取り組みが求められて
います。

本格化する脱炭素社会への動き4

※9：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するため
　　 に掲げた目標で、17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されている。

※6：Green Transformation（グリーントランスフォーメーション）の略。温室効果ガスを発生させないエネルギーに転換することで、産業
　　 構造や社会・経済を変革すること。
※7：主として人間の活動によって排出される二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの排出量と、森林や植物が吸収する温室効果ガスの吸収
　　 量が等しくなること。
※8：多様性を意味する言葉で、年齢や性別、障がいの有無、性的志向・性自認等といった様々な属性を持った人たちが、組織の中で共存して 
　　 いる状態のこと。

加速する人口減少・少子高齢化等に伴う担い手の減少や高齢化、資材価格の高騰などを背
景に、第１次産業従事者の減少、既存商店街の空き店舗の増加、企業の撤退といった状況が
みられ、地方の産業・経済は厳しさを増しており、地域全体の活力の再生が大きな課題と
なっています。

厳しさを増す地方の産業・経済5

全国的に地域コミュニティの弱体化が進む中、身近な地域でお互いに支え合いながらとも
に生きる共生社会の重要性が再認識されています。また、世界的に「ダイバーシティ※8」の考
え方が浸透しつつあり、誰もがお互いの違いを認め合い、自分らしく暮らしていくことができ
る多様性社会の実現が求められています。

求められる共生社会・多様性社会の実現6

地方自治をめぐる環境が大きく変化する中、これからの地方自治体には、自らが生き残る
ための取り組みを自ら考え、自ら実行していく力、いわば「自立力」を強めることが求められ、
そのためには、行財政運営の一層の効率化はもとより、住民や住民団体、民間企業等の参
画・協働が必要不可欠なものとなってきています。

重要性を増す地方の自立と住民参画・協働7

ＳＤＧｓ※9は、今や世界各国に広く浸透しており、わが国においても、積極的な取り組みが
行われています。また、現在、ＳＤＧｓの枠組みの延長を含めた2030年以降の新たな展開に
関する検討が進められています。地方自治体においても、これらの動きを踏まえ、各種の行
政活動に取り組むことが求められます。

広く浸透するＳＤＧｓと検討が進む新たな展開8
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アンケート調査の概要

『なかがわまちづくりトークカフェ』の概要

対象者

実施方法

実施時期

意見交換の
内容

内　容
各種団体、高校生、子育て世代、まちづくり団体、地域おこし協力隊、町
の若手職員　計37人
調査票(事前記入用紙)の配布・回収と『なかがわまちづくりトークカフェ』
（少人数のグループによる気兼ねのない意見交換会）の開催
令和6年10月16日（水）・17日（木）・18日（金）

①那珂川町の長所・自慢点（よいところ）
②那珂川町の短所・問題点（悪いところ）
③今後のまちづくりへの要望・提案（興味のある分野等に関して）
④今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）

【各種団体】

【個人】

①団体の現状と課題
②今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）
③今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）

町への愛着度（町民・中高生・小学生）

今後の定住意向（町民・中高生・小学生）

(単位：%)

(単位：%)

【 町 民 】

【 中 高 生 】

【 小 学 生 】

【 町 民 】

【 中 高 生 】

【 小 学 生 】

調査対象

配布数

抽出法等

調査方法

調査時期

有効回収数

有効回収率

町民アンケート 中高生アンケート 小学生アンケート

18歳以上の町民

2,000

無作為抽出
郵送法とWEB方式
の併用
令和6年6月～7月

791

39.6%

町立中学校（2校）と
県立馬頭高等学校の
生徒全員

426

全数調査

WEB方式

令和6年6月

347

81.5%

町立小学校（3校）の
5・6年生の児童全員

176

全数調査

WEB方式

令和6年6月

172

97.7%

愛着を感じて
いる

どちらかとい
えば愛着を感
じている

どちらかとい
えば愛着を感
じていない

愛着を感じて
いない

無回答

愛着を感じて
いる

どちらかとい
えば愛着を感
じている

どちらかとい
えば愛着を感
じていない

愛着を感じて
いない

無回答

好きだ どちらかとい
えば好きだ

どちらかと
いえば
好きではない

好きではない 無回答

住みたい どちらかとい
えば住みたい

どちらかとい
えば住みたく
ない

住みたくない 無回答

住みたい どちらかとい
えば住みたい

どちらかとい
えば住みたく
ない

住みたくない 無回答

住みたい どちらかとい
えば住みたい

どちらかとい
えば住みたく
ない

住みたくない 無回答

37.8 46.8 10.4
1.8

3.3

30.3 53.9 11.0
0.6

4.3

46.4

10.7 34.6 36.3 18.2

32.2 16.7
1.6

0.3

0.6
38.4 34.3 20.9 5.8

64.0 30.2
0.61.2

4.1

3.0

4 反映すべき町民ニーズ

本町では、計画策定への町民ニーズの反映を重視し、町民・中高生・小学生を対象としたアンケー
ト調査や、町民等との意見交換会『なかがわまちづくりトークカフェ』などを行いました。
その概要と主な結果は、次のとおりです。

町への愛着度は、町民・中高生・小学生ともに８割を超える人が“愛着を感じている”と答えてい
ますが、今後の定住意向は、中高生で目立って低く、「町に愛着は感じているが、住みたいとは思
わない」という中高生がかなり存在すると考えられます。

① 町への愛着度と今後の定住意向（町民・中高生・小学生）

【町　民】 “愛着を感じている”
【中高生】 “愛着を感じている”
【小学生】 “愛着を感じている”
【町　民】 “住みたい”
【中高生】 “住みたい”
【小学生】 “住みたい”

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84.6％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84.2％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94.2％

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78.6％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.3％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.7％

◆町への愛着度

◆今後の定住意向

（1） アンケート調査にみる町民ニーズ
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アンケート調査の概要

『なかがわまちづくりトークカフェ』の概要

対象者

実施方法

実施時期

意見交換の
内容

内　容
各種団体、高校生、子育て世代、まちづくり団体、地域おこし協力隊、町
の若手職員　計37人
調査票(事前記入用紙)の配布・回収と『なかがわまちづくりトークカフェ』
（少人数のグループによる気兼ねのない意見交換会）の開催
令和6年10月16日（水）・17日（木）・18日（金）

①那珂川町の長所・自慢点（よいところ）
②那珂川町の短所・問題点（悪いところ）
③今後のまちづくりへの要望・提案（興味のある分野等に関して）
④今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）

【各種団体】

【個人】

①団体の現状と課題
②今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）
③今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）

町への愛着度（町民・中高生・小学生）

今後の定住意向（町民・中高生・小学生）

(単位：%)

(単位：%)

【 町 民 】

【 中 高 生 】

【 小 学 生 】

【 町 民 】

【 中 高 生 】

【 小 学 生 】

調査対象

配布数

抽出法等

調査方法

調査時期

有効回収数

有効回収率

町民アンケート 中高生アンケート 小学生アンケート

18歳以上の町民

2,000

無作為抽出
郵送法とWEB方式
の併用
令和6年6月～7月

791

39.6%

町立中学校（2校）と
県立馬頭高等学校の
生徒全員

426

全数調査

WEB方式

令和6年6月

347

81.5%

町立小学校（3校）の
5・6年生の児童全員

176

全数調査

WEB方式

令和6年6月

172

97.7%

愛着を感じて
いる

どちらかとい
えば愛着を感
じている

どちらかとい
えば愛着を感
じていない

愛着を感じて
いない

無回答

愛着を感じて
いる

どちらかとい
えば愛着を感
じている

どちらかとい
えば愛着を感
じていない

愛着を感じて
いない

無回答

好きだ どちらかとい
えば好きだ

どちらかと
いえば
好きではない

好きではない 無回答

住みたい どちらかとい
えば住みたい

どちらかとい
えば住みたく
ない

住みたくない 無回答

住みたい どちらかとい
えば住みたい

どちらかとい
えば住みたく
ない

住みたくない 無回答

住みたい どちらかとい
えば住みたい

どちらかとい
えば住みたく
ない

住みたくない 無回答

37.8 46.8 10.4
1.8

3.3

30.3 53.9 11.0
0.6

4.3

46.4

10.7 34.6 36.3 18.2

32.2 16.7
1.6

0.3

0.6
38.4 34.3 20.9 5.8

64.0 30.2
0.61.2

4.1

3.0

4 反映すべき町民ニーズ

本町では、計画策定への町民ニーズの反映を重視し、町民・中高生・小学生を対象としたアンケー
ト調査や、町民等との意見交換会『なかがわまちづくりトークカフェ』などを行いました。
その概要と主な結果は、次のとおりです。

町への愛着度は、町民・中高生・小学生ともに８割を超える人が“愛着を感じている”と答えてい
ますが、今後の定住意向は、中高生で目立って低く、「町に愛着は感じているが、住みたいとは思
わない」という中高生がかなり存在すると考えられます。

① 町への愛着度と今後の定住意向（町民・中高生・小学生）

【町　民】 “愛着を感じている”
【中高生】 “愛着を感じている”
【小学生】 “愛着を感じている”
【町　民】 “住みたい”
【中高生】 “住みたい”
【小学生】 “住みたい”

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84.6％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84.2％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94.2％

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78.6％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.3％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.7％

◆町への愛着度

◆今後の定住意向

（1） アンケート調査にみる町民ニーズ
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町の各環境に関する満足度（町民）

満足不満

（単位：評価点）

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
土地利用

道路の整備

公共交通網の整備

公園緑地の整備

住環境の整備

上下水道の整備

消防・防災基盤の整備

交通安全・防犯基盤の整備

情報通信基盤の整備

社会資本の長寿命化

空き家対策

医療・保健の充実

高齢者福祉・社会福祉の充実

児童福祉・子育て支援の充実

社会保障の充実

学校教育の充実

生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーションの振興

文化の振興

国際交流の推進

人権擁護・男女共同参画・青少年健全育成の向上

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

6次産業化の振興

商工業の振興

観光の振興

自然環境の保全

生活環境の保全

循環型社会の構築

環境学習の推進

行財政の健全化

住民参加・協働の推進

広域・地域間連携と交流の促進

快適に暮らせる
まちをつくる
（生活基盤・
生活環境分野）

1.

元気で明るく
暮らせるまちを
つくる（保健・
医療・福祉分野）

2.

人を育むまちを
つくる（教育・
文化分野）

3.

活力をおこす
まちをつくる
（産業分野）

4.

人と自然が共生
するまちをつくる
（環境保全分野）

5.

ともに考え行動
するまちをつくる
（行財政・協働・
連携分野）

6.

-1.94

-1.39

-2.75

-2.36

-1.38

2.34

1.76

0.35

0.96

-0.33

-3.13

0.87
0.63

0.06

-0.34

0.56

0.13

0.31

0.37
0.33

-0.31

-1.20

-1.38

-0.01

-1.04

-2.45

-0.69

-0.42

1.10

0.94

0.59

-1.08

-0.54

-0.29

町の各環境（6分野34項目）について、「満足している」から「不満である」までの５段階で評価
してもらい、点数化しました。
その結果、上記のとおりで、生活基盤・生活環境分野の生活環境に関する項目をはじめ、保
健・医療・福祉分野、教育・文化分野、環境保全分野の満足度が高く、生活基盤・生活環境分野の
生活基盤に関する項目、産業分野の満足度が低く、これらに課題を残しているといえます。
なお、34項目のうち、満足度がプラス評価の項目が15項目、マイナス評価の項目が19項目
で、マイナス評価の項目がやや多くなっています。

② 町の各環境に関する満足度（町民）

◆満足度が高い項目
　第１位　上下水道の整備
　第２位　消防・防災基盤の整備
　第３位　生活環境の保全（生活排水処理、公害防止、環境美化等）
　第４位　情報通信基盤の整備
　第５位　循環型社会の構築（リサイクル、省エネ、再エネ等）
◆満足度が低い項目
　第１位　空き家対策
　第２位　公共交通網の整備
　第３位　商工業の振興
　第４位　公園緑地の整備
　第５位　土地利用
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町の各環境に関する満足度（町民）

満足不満

（単位：評価点）

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
土地利用

道路の整備

公共交通網の整備

公園緑地の整備

住環境の整備

上下水道の整備

消防・防災基盤の整備

交通安全・防犯基盤の整備

情報通信基盤の整備

社会資本の長寿命化

空き家対策

医療・保健の充実

高齢者福祉・社会福祉の充実

児童福祉・子育て支援の充実

社会保障の充実

学校教育の充実

生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーションの振興

文化の振興

国際交流の推進

人権擁護・男女共同参画・青少年健全育成の向上

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

6次産業化の振興

商工業の振興

観光の振興

自然環境の保全

生活環境の保全

循環型社会の構築

環境学習の推進

行財政の健全化

住民参加・協働の推進

広域・地域間連携と交流の促進

快適に暮らせる
まちをつくる
（生活基盤・
生活環境分野）

1.

元気で明るく
暮らせるまちを
つくる（保健・
医療・福祉分野）

2.

人を育むまちを
つくる（教育・
文化分野）

3.

活力をおこす
まちをつくる
（産業分野）

4.

人と自然が共生
するまちをつくる
（環境保全分野）

5.

ともに考え行動
するまちをつくる
（行財政・協働・
連携分野）

6.

-1.94

-1.39

-2.75

-2.36

-1.38

2.34

1.76

0.35

0.96

-0.33

-3.13

0.87
0.63

0.06

-0.34

0.56

0.13

0.31

0.37
0.33

-0.31

-1.20

-1.38

-0.01

-1.04

-2.45

-0.69

-0.42

1.10

0.94

0.59

-1.08

-0.54

-0.29

町の各環境（6分野34項目）について、「満足している」から「不満である」までの５段階で評価
してもらい、点数化しました。
その結果、上記のとおりで、生活基盤・生活環境分野の生活環境に関する項目をはじめ、保
健・医療・福祉分野、教育・文化分野、環境保全分野の満足度が高く、生活基盤・生活環境分野の
生活基盤に関する項目、産業分野の満足度が低く、これらに課題を残しているといえます。
なお、34項目のうち、満足度がプラス評価の項目が15項目、マイナス評価の項目が19項目
で、マイナス評価の項目がやや多くなっています。

② 町の各環境に関する満足度（町民）

◆満足度が高い項目
　第１位　上下水道の整備
　第２位　消防・防災基盤の整備
　第３位　生活環境の保全（生活排水処理、公害防止、環境美化等）
　第４位　情報通信基盤の整備
　第５位　循環型社会の構築（リサイクル、省エネ、再エネ等）
◆満足度が低い項目
　第１位　空き家対策
　第２位　公共交通網の整備
　第３位　商工業の振興
　第４位　公園緑地の整備
　第５位　土地利用
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町の各環境に関する重要度（町民）
（単位：評価点）

重要
0 1 2 3 4 5 6 7

土地利用

道路の整備

公共交通網の整備

公園緑地の整備

住環境の整備

上下水道の整備

消防・防災基盤の整備

交通安全・防犯基盤の整備

情報通信基盤の整備

社会資本の長寿命化

空き家対策

医療・保健の充実

高齢者福祉・社会福祉の充実

児童福祉・子育て支援の充実

社会保障の充実

学校教育の充実

生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーションの振興

文化の振興

国際交流の推進

人権擁護・男女共同参画・青少年健全育成の向上

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

6次産業化の振興

商工業の振興

観光の振興

自然環境の保全

生活環境の保全

循環型社会の構築

環境学習の推進

行財政の健全化

住民参加・協働の推進

広域・地域間連携と交流の促進

2.02

4.16

4.22

1.74

1.13

4.44

4.58

4.55

2.39

2.71

3.20

5.92

5.64

4.45

5.58

4.48

3.28

2.38

1.76

0.54

1.92

3.48

2.32

1.48

2.28

2.89

3.86

3.92

4.96

4.76

2.49

3.35

2.36

1.16

快適に暮らせる
まちをつくる
（生活基盤・
生活環境分野）

1.

元気で明るく
暮らせるまちを
つくる（保健・
医療・福祉分野）

2.

人を育むまちを
つくる（教育・
文化分野）

3.

活力をおこす
まちをつくる
（産業分野）

4.

人と自然が共生
するまちをつくる
（環境保全分野）

5.

ともに考え行動
するまちをつくる
（行財政・協働・
連携分野）

6.

満足度と同じ各環境（６分野34項目）について、「重視している」から「重視していない」まで
の５段階で評価してもらい、点数化しました。
その結果、上記のとおりで、これら上位10項目をみると、保健・医療・福祉分野の項目が４項
目、生活基盤・生活環境分野の生活環境に関する項目が３項目、環境保全分野の項目が２項目、
教育・文化分野の項目が１項目で、“保健・医療・福祉の充実”をはじめ、“安全・安心・快適な生活
環境の整備”、“環境の保全”、そして“学校教育の充実”が重視されていることがうかがえます。

③ 町の各環境に関する重要度（町民）

◆重要度が高い項目
　第１位 　医療・保健の充実
　第２位 　高齢者福祉・社会福祉の充実
　第３位 　社会保障の充実（介護保険、国民健康保険等）
　第４位 　生活環境の保全（生活排水処理、公害防止、環境美化等）
　第５位 　循環型社会の構築（リサイクル、省エネ、再エネ等）
　第６位 　消防・防災基盤の整備
　第７位 　交通安全・防犯基盤の整備
　第８位 　学校教育の充実
　第９位 　児童福祉・子育て支援の充実
　第10位　上下水道の整備
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町の各環境に関する重要度（町民）
（単位：評価点）

重要
0 1 2 3 4 5 6 7

土地利用

道路の整備

公共交通網の整備

公園緑地の整備

住環境の整備

上下水道の整備

消防・防災基盤の整備

交通安全・防犯基盤の整備

情報通信基盤の整備

社会資本の長寿命化

空き家対策

医療・保健の充実

高齢者福祉・社会福祉の充実

児童福祉・子育て支援の充実

社会保障の充実

学校教育の充実

生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーションの振興

文化の振興

国際交流の推進

人権擁護・男女共同参画・青少年健全育成の向上

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

6次産業化の振興

商工業の振興

観光の振興

自然環境の保全

生活環境の保全

循環型社会の構築

環境学習の推進

行財政の健全化

住民参加・協働の推進

広域・地域間連携と交流の促進

2.02

4.16

4.22

1.74

1.13

4.44

4.58

4.55

2.39

2.71

3.20

5.92

5.64

4.45

5.58

4.48

3.28

2.38

1.76

0.54

1.92

3.48

2.32

1.48

2.28

2.89

3.86

3.92

4.96

4.76

2.49

3.35

2.36

1.16

快適に暮らせる
まちをつくる
（生活基盤・
生活環境分野）

1.

元気で明るく
暮らせるまちを
つくる（保健・
医療・福祉分野）

2.

人を育むまちを
つくる（教育・
文化分野）

3.

活力をおこす
まちをつくる
（産業分野）

4.

人と自然が共生
するまちをつくる
（環境保全分野）

5.

ともに考え行動
するまちをつくる
（行財政・協働・
連携分野）

6.

満足度と同じ各環境（６分野34項目）について、「重視している」から「重視していない」まで
の５段階で評価してもらい、点数化しました。
その結果、上記のとおりで、これら上位10項目をみると、保健・医療・福祉分野の項目が４項
目、生活基盤・生活環境分野の生活環境に関する項目が３項目、環境保全分野の項目が２項目、
教育・文化分野の項目が１項目で、“保健・医療・福祉の充実”をはじめ、“安全・安心・快適な生活
環境の整備”、“環境の保全”、そして“学校教育の充実”が重視されていることがうかがえます。

③ 町の各環境に関する重要度（町民）

◆重要度が高い項目
　第１位 　医療・保健の充実
　第２位 　高齢者福祉・社会福祉の充実
　第３位 　社会保障の充実（介護保険、国民健康保険等）
　第４位 　生活環境の保全（生活排水処理、公害防止、環境美化等）
　第５位 　循環型社会の構築（リサイクル、省エネ、再エネ等）
　第６位 　消防・防災基盤の整備
　第７位 　交通安全・防犯基盤の整備
　第８位 　学校教育の充実
　第９位 　児童福祉・子育て支援の充実
　第10位　上下水道の整備
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今後のまちづくりの特色（町民・中高生・小学生）

【 町 　 民 】

【 中 高 生 】

【 小 学 生 】

安全・安心のまち
健康・福祉のまち
子育て・教育のまち
快適住環境のまち
観光・交流のまち
環境保全のまち
商工業のまち
農林業のまち

町民参画・協働のまち
生涯学習・文化のまち

歴史のまち
デジタル化推進のまち

その他
無回答

安全・安心のまち
快適住環境のまち
観光・交流のまち
環境保全のまち
商工業のまち

子育て・教育のまち
健康・福祉のまち

デジタル化推進のまち
生涯学習・文化のまち
町民参画・協働のまち

農林業のまち
歴史のまち
その他
無回答

安全・安心のまち
環境保全のまち
健康・福祉のまち
観光・交流のまち
快適住環境のまち
子育て・教育のまち

デジタル化推進のまち
生涯学習・文化のまち

歴史のまち
農林業のまち
商工業のまち

町民参画・協働のまち
その他
無回答

40.6

33.4
30.0

21.3
18.4
18.4

14.1
12.1
10.7
10.7

5.8
5.2
4.9

2.9
0.3

50.6
25.0

21.5
20.9

16.3
15.1

8.1
8.1
8.1
7.0
6.4
6.4

3.5
0.6

37.3
26.3

19.0
11.9
11.3
10.1
9.7
8.6

4.0
3.3
2.5
2.1
3.5

0 10 20 30 40 50 60
（%）

0 10 20 30 40 50 60
（%）

0 10 20 30 40 50 60
（%）

今後どのような特色のあるまちにすべきかについては、町民では、「安全・安心のまち」と「健
康・福祉のまち」が他の回答を引き離して第１・２位を占め、“災害や犯罪、事故からの安全性の
確保”と“保健・医療・福祉の充実”が強く望まれていることがうかがえます。
また、「子育て・教育のまち」と「快適住環境のまち」についても、以下を引き離しており、“子育
て環境・教育環境の充実”や“快適な居住環境の整備”を望む人も一定数にのぼっています。
中高生では、「安全・安心のまち」と「快適住環境のまち」、小学生では、「安全・安心のまち」に
回答が集中する傾向にあり、町民・中高生・小学生ともに「安全・安心のまち」が第１位で、世代を
問わず、“災害や犯罪、事故からの安全性の確保”が最も重視されていることがうかがえます。

④ 今後のまちづくりの特色（町民・中高生・小学生）

◆今後のまちづくりの特色
【 町   民 】

【 中 高 生 】

【 小 学 生 】

第１位
第２位
第３位

第１位
第２位
第３位

第１位
第２位
第３位

安 全・安 心 の ま ち
健 康・福 祉 の ま ち
子 育 て・教 育 の ま ち

安 全・安 心 の ま ち
快 適 住 環 境 の ま ち
観 光・交 流 の ま ち

安 全・安 心 の ま ち
環 境 保 全 の ま ち
健 康・福 祉 の ま ち
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商工業のまち

町民参画・協働のまち
その他
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第１部　総　論

『なかがわまちづくりトークカフェ』にみる町民の提案

グループ 最後に一番いいたいこと１つ（高校生は町長になったら行うこと１つ）
◆アパレル店を建てる。
◆バスの便を増やし、幅広い年代が使えるようにして生活しやすくする。

◆ＳＮＳを使っておいしい食べ物、お店、歴史、イベントを紹介する。
◆交通の便をよくして町外から人が来るようにする。
◆ご飯屋さんのパンフレットをつくる。

◆情報発信、子育て世代の住環境づくり（新築）。
◆やさしい人づくりとボランティアの養成（ボランティア教育の充実）。
◆人を増やすための住宅の補助や土地の提供（住むところが重要）。
◆若い人達が故郷に戻るような子育て支援を。
◆情報発信に力を入れる。

◆図書館の合併・新設。
◆人が集まる場所の整備・確保（１つでもよいので）。
◆道をきれいにする。

町の若手
職員グループ
（その１）

３

保健・医療・
福祉分野
グループ

2

高校生
グループ

1

◆馬頭商店街の近くに泊まれるような施設をつくり、夜の景色などを活かせ
るようにする。

◆子育て世代の人口流出を食い止めるため、町としてのサポート（生活・教育・
雇用）。

◆環境づくりをする（ソーラーパネルが多くなり、景色が悪くなってきている。
また、山は定期的に清掃し、川もごみ拾いをする。アユが泳ぐ昔ながらの
環境を守る）。

◆町をあげての消防団の維持・充実（消防団への加入促進等）。

グループ 最後に一番いいたいこと１つ（高校生は町長になったら行うこと１つ）
◆レンタサイクルでまちめぐりを（観光地スポットをつなぐ）。
◆自然豊かな、よいことのある那珂川町を発信していく。

◆文化の薫り高い町を発信する。

◆移住・定住施策の充実（人がこれ以上減らないように）。
◆子育て支援の充実（戻ってきたいと思える町に）。

◆保健・医療・福祉の充実（安心して暮らせるように）。

子育て世代
グループ

6

町の若手
職員グループ
（その２）

７

まちづくり
団体
（こくばん
くるま）
グループ

8

地域おこし
協力隊
グループ

5

教育・文化
分野グループ

4
◆体育館の屋根の塗装を行う。
◆魅力的なまちづくりをして、外へ出る人を減らす。

◆道路・交通（橋を含む）の整備。
◆交通アクセスの整備（住みたくなるような）。
◆子育て世帯への支援の充実。
◆出産祝金、入学祝金など、子育て世代への祝金の支給。
◆全国レベルで戦える情報発信が専門のプロを呼び、戦略的に情報発信する。

◆子どもの選択肢を増やす（習い事など選択肢を増やしてあげたい）。

◆豊かな資源にあふれる町であり、行政も町民も自信を持ってやっていける
ＰＲ活動を。

◆資源はよいものがたくさんあるので、それをブラッシュアップしてＰＲする
（そのためには、町内の連携体制が重要）。

◆町民の意識を変え、シビックプライドを持ち、自分事として関われる人を
増やす（町の底力が上がる）。

◆笑って明るくしているところ、みんなで楽しく過ごしているところをみせる
ことが大切（人も増える）。

◆愛郷心の育成（みんながよいまちだなと思えば、子どもの自信にもつながる
し、発信力の強化にもつながる）。

◆知名度向上・情報発信（子育てしやすいことなど住みたいと思えるような情
報発信。方法も工夫が必要）。

◆アピールが必要（何か１つ、テレビで取り上げてもらえるようなものをつくっ
てアピールする）。

『なかがわまちづくりトークカフェ』では、意見交換会のまとめとして、「最後に一番いいたいこと
１つ（高校生は自分が町長になったら行うこと１つ）」をお聞きしました。
その結果を一覧にすると、次のとおりで、「公共交通の充実」、「子育て支援の充実」、「情報発信の
強化」が多くの人からあげられています。

（２） 『なかがわまちづくりトークカフェ』にみる町民の提案
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5 まちづくりの課題

県内一のスピードで人口減少が進み、多くの分野で担い手が不足し、町全体の活力の低下が懸念
される中、本町の最重要課題は、「人口減少を抑制し、活力ある那珂川町を維持していくこと」です。
町民がずっと住み続けたい、子どもを産み・育てたいと思うまちづくり、町外の人が移り住みたい
と思うまちづくりを進めていくためには、少子化対策や移住対策などの特定の取り組みだけではな
く、様々な分野における様々な取り組みを一体的に進め、町の各環境の総合的なレベルアップを進
めていく必要があります。

本町の人口の状況をはじめ、活かすべき強みや社会情勢、町民ニーズ等を総合的に勘案し、これか
らのまちづくりの主要な課題をまとめると、次のとおりです。

（１） 最重要課題

（２） 分野別の課題

人口減少の抑制による活力ある那珂川町の維持

人々の危機管理への意識がさらに高まる中、“災害や犯罪、事故からの安全性の確保”を求
める町民ニーズが強く、アンケート調査の『今後のまちづくりの特色』において、「安全・安心
のまち」が、町民・中高生・小学生ともに第１位となっています。
また、地球規模で環境保全や脱炭素社会の実現が求められる中、“快適な生活環境の整
備”や“環境の保全”も望まれており、アンケート調査の『今後のまちづくりの特色』において、
「快適住環境のまち」が中高生の第２位、「環境保全のまち」が小学生の第２位となっています。
このため、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化資源との共生を基本に、あらゆる危機
に強いまちづくり、快適で環境にやさしいまちづくりを推進し、町民が住み続けたくなる、町
外の人が移り住みたくなる生活環境の整備を進めていく必要があります。

危機管理と環境保全を重視した生活環境の整備1

国や県の水準を大幅に上回る勢いで高齢化が進む中、“保健・医療・福祉の充実”を求める
町民ニーズが強く、アンケート調査の『今後のまちづくりの特色』において、「健康・福祉のま
ち」が、町民の第２位、小学生の第３位となっているほか、『町の各環境に関する重要度』にお
いて、「医療・保健の充実」と「高齢者福祉・社会福祉の充実」が第１・２位を占めています。
このため、これまで整備してきた保健・医療・福祉環境や、やさしく郷土愛あふれる町民等
をさらに活かしながら、地域に密着した保健・医療・福祉体制の整備を図り、すべての町民が
支え合いながら健康で幸せに暮らすことができる環境づくりを進めていく必要があります。

地域に密着した保健・医療・福祉体制の整備2

国や県の水準を大幅に上回る勢いで少子化が進む中、また、学校教育に対する関心がま
すます高まる中、“子育て環境・教育環境の充実”を求める町民ニーズが強く、アンケート調査
の『今後のまちづくりの特色』において、「子育て・教育のまち」が、町民の第３位となっている
とともに、『なかがわまちづくりトークカフェ』において、子育て支援を充実してほしいという
意見が多くあげられています。
このため、充実した子育て環境・学校教育環境等をさらに活かしながら、子育て支援の一
層の充実を図るとともに、未来を担う人材の育成に向けた学校教育環境の充実、町民主体の
学習・文化・スポーツ活動の活発化、貴重な歴史文化資源を活かした文化の薫り高いまちづ
くりを進めていく必要があります。

子育て支援の充実と特色ある教育・文化環境の整備3
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いて、「医療・保健の充実」と「高齢者福祉・社会福祉の充実」が第１・２位を占めています。
このため、これまで整備してきた保健・医療・福祉環境や、やさしく郷土愛あふれる町民等
をさらに活かしながら、地域に密着した保健・医療・福祉体制の整備を図り、すべての町民が
支え合いながら健康で幸せに暮らすことができる環境づくりを進めていく必要があります。

地域に密着した保健・医療・福祉体制の整備2

国や県の水準を大幅に上回る勢いで少子化が進む中、また、学校教育に対する関心がま
すます高まる中、“子育て環境・教育環境の充実”を求める町民ニーズが強く、アンケート調査
の『今後のまちづくりの特色』において、「子育て・教育のまち」が、町民の第３位となっている
とともに、『なかがわまちづくりトークカフェ』において、子育て支援を充実してほしいという
意見が多くあげられています。
このため、充実した子育て環境・学校教育環境等をさらに活かしながら、子育て支援の一
層の充実を図るとともに、未来を担う人材の育成に向けた学校教育環境の充実、町民主体の
学習・文化・スポーツ活動の活発化、貴重な歴史文化資源を活かした文化の薫り高いまちづ
くりを進めていく必要があります。

子育て支援の充実と特色ある教育・文化環境の整備3
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第１部　総　論

地方の産業・経済が厳しさを増す中、本町においても、各産業をめぐる情勢は厳しく、アン
ケート調査の『町の各環境に関する満足度』において、産業分野の項目の満足度が低くなって
います。
また、本町には、自然資源や歴史文化資源をはじめ、多彩で魅力ある観光資源がありますが、
これらを有効に活用した“多くの人が訪れるまちづくり”が望まれており、アンケート調査の
『今後のまちづくりの特色』において、「観光・交流のまち」が、中高生の第３位となっています。
このため、多彩で魅力ある観光資源や多様な産業と特産品に恵まれたまちとしての特性等を
さらに活かしながら、将来にわたって持続可能な産業の育成を進めていく必要があります。

将来にわたって持続可能な産業の育成4

本町が、人口減少を抑制し、将来にわたって活力を維持していくためには、これまでみてき
た生活環境の整備や保健・医療・福祉体制の整備、子育て環境・教育環境の充実、産業の育
成はもとより、それらを支える都市基盤の整備や、すべての分野における情報発信の強化が
必要です。
しかし、アンケート調査の『町の各環境に関する満足度』において、「公共交通網の整備」や

「土地利用」といった都市基盤に関する項目の満足度が低くなっているほか、『なかがわまち
づくりトークカフェ』において、公共交通を充実してほしいという意見や、情報発信を強化す
べきであるという意見が多くあげられています。
また、デジタル化が急速に進む中、本町においても、すべての町民がデジタル技術の恩恵を
受け、便利で楽しい生活を送れるよう、デジタル化を積極的に進めていくことが求められます。
このため、町民の利便性・安全性をさらに高める視点に立ち、道路・公共交通の充実やデジ
タル化をはじめ、未来を見据えた都市基盤の整備と情報発信の強化を進めていく必要があ
ります。

未来を見据えた都市基盤の整備と情報発信の強化5

地方の自立が求められる中、限られた人材や財源を有効に活用しながら、自立した町を創
造し、将来にわたって持続させていくためには、「町民力※10」をさらに結集するとともに、行
財政体制を一層強化していくことが求められます。
しかし、アンケート調査の『町の各環境に関する満足度』において、行財政・協働・連携分野
の項目の満足度が低くなっています。
このため、やさしく郷土愛あふれる町民等をさらに活かしながら、町民や町民団体、民間企
業等の多様な主体の力を結集するとともに、行財政運営のさらなる効率化を進めていく必要
があります。

「町民力」の結集と行財政運営のさらなる効率化6

※10：本町でいう「町民力」とは、「一人ひとりが那珂川町の未来を考え、自主的・自発的に、関係者と協働しつつ、地域の課題解決や地域の
　　　振興に向けた活動を行う能力」を指す。
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また、本町には、自然資源や歴史文化資源をはじめ、多彩で魅力ある観光資源がありますが、
これらを有効に活用した“多くの人が訪れるまちづくり”が望まれており、アンケート調査の
『今後のまちづくりの特色』において、「観光・交流のまち」が、中高生の第３位となっています。
このため、多彩で魅力ある観光資源や多様な産業と特産品に恵まれたまちとしての特性等を
さらに活かしながら、将来にわたって持続可能な産業の育成を進めていく必要があります。

将来にわたって持続可能な産業の育成4

本町が、人口減少を抑制し、将来にわたって活力を維持していくためには、これまでみてき
た生活環境の整備や保健・医療・福祉体制の整備、子育て環境・教育環境の充実、産業の育
成はもとより、それらを支える都市基盤の整備や、すべての分野における情報発信の強化が
必要です。
しかし、アンケート調査の『町の各環境に関する満足度』において、「公共交通網の整備」や

「土地利用」といった都市基盤に関する項目の満足度が低くなっているほか、『なかがわまち
づくりトークカフェ』において、公共交通を充実してほしいという意見や、情報発信を強化す
べきであるという意見が多くあげられています。
また、デジタル化が急速に進む中、本町においても、すべての町民がデジタル技術の恩恵を
受け、便利で楽しい生活を送れるよう、デジタル化を積極的に進めていくことが求められます。
このため、町民の利便性・安全性をさらに高める視点に立ち、道路・公共交通の充実やデジ
タル化をはじめ、未来を見据えた都市基盤の整備と情報発信の強化を進めていく必要があ
ります。

未来を見据えた都市基盤の整備と情報発信の強化5

地方の自立が求められる中、限られた人材や財源を有効に活用しながら、自立した町を創
造し、将来にわたって持続させていくためには、「町民力※10」をさらに結集するとともに、行
財政体制を一層強化していくことが求められます。
しかし、アンケート調査の『町の各環境に関する満足度』において、行財政・協働・連携分野
の項目の満足度が低くなっています。
このため、やさしく郷土愛あふれる町民等をさらに活かしながら、町民や町民団体、民間企
業等の多様な主体の力を結集するとともに、行財政運営のさらなる効率化を進めていく必要
があります。

「町民力」の結集と行財政運営のさらなる効率化6

※10：本町でいう「町民力」とは、「一人ひとりが那珂川町の未来を考え、自主的・自発的に、関係者と協働しつつ、地域の課題解決や地域の
　　　振興に向けた活動を行う能力」を指す。
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第２部　基本構想

１

2

3

安全・安心でやさしいまちづくり
町民一人ひとりの命と暮らしを大切にし、災害をはじめ、あらゆる危機に強い

安全・安心なまちづくり、健康・福祉と自然との共生を重視した人と環境にやさ
しいまちづくりを進めます。

“那珂川スタイル”の創造と発信
本町ならではの地域資源やこれまでの取り組みを活かし、さらに磨き上げ、新
たな価値、“那珂川スタイル”を生み出し、全国・世界に向けて情報発信し、広く知
られるまちづくりを進めます。

人と人とのつながりの強化
町民同士のつながり、町民、町民団体、民間企業、高等教育機関、他自治体等と
町とのつながりをこれまで以上に強め、多くの主体が“自分事”として参画・協働す
るまちづくりを進めます。

1 まちづくりの基本姿勢

「第１部 総論」を踏まえ、「人口減少の抑制による活力ある那珂川町の維持」を見据え、これからの
まちづくりにおいて、すべての分野にわたって基本とする姿勢を次のとおり定めます。

2 将来像

将来像は、本町が10年後に目指す姿を示すものであり、本町にかかわるすべての人々の共通目標
となるものです。
今後、本町は、すべての分野において、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化資源をはじめと
する本町の強みを最大限に活かしながら、『安全・安心でやさしいまちづくり』・『“那珂川スタイル”の
創造と発信』・『人と人とのつながりの強化』を基本としたまちづくりを進めます。
そして、住み続ける町民、子育て世帯、観光客、関係人口、移住者が増え、人口減少が抑制され、多く
の人々が未来への期待にわくわくして暮らしている、10年後の那珂川町の姿を思い描き、将来像を
次のとおり定めます。

第 章 那珂川町の将来像１
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2 将来像
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となるものです。
今後、本町は、すべての分野において、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化資源をはじめと
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標
目
要
重
最

制
抑
の
少
減
口
人

１
安全で美しい
生活環境のまち

【安全・生活環境分野】

2
やさしく健やかな
健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

3
人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

4
にぎわいと活力

あふれる産業のまち
【産業分野】

5
未来への都市基盤
が整ったまち
【都市基盤分野】

6
みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

消防・防災
交通安全・防犯
環境・景観保全
循環型社会
上下水道

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

高齢者支援
障がい者支援
地域福祉
保健・医療
保険・年金

3 1
3 2
3 3
3 4
3 5

子育て支援
学校教育
社会教育
スポーツ
文化芸術・文化財

4 1
4 2
4 3
4 4

観光
農林水産業
商工業
雇用対策

5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6

土地利用・市街地整備
道路・公共交通
公園
住宅
移住・定住
デジタル化・情報発信

6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

町民参画・協働
地域コミュニティ
地域間交流・連携
多様性社会
行財政運営

基本目標 基本施策

1 計画の体系

2 基本目標ごとの方針第 章 計画の体系と方針2

１－１　消防・防災
１－２　交通安全・防犯
１－３　環境・景観保全
１－４　循環型社会
１－５　上下水道

将来像の実現に向け、計画の体系を次のとおり定めます。

（１） 安全で美しい生活環境のまち

（２） やさしく健やかな健康・福祉のまち

あらゆる危機に強い安全・安心なまちづくりを進めるため、消防団の充実や広域的な連携
による消防署間の連携強化、地域における自主的な防災活動の促進をはじめ、消防体制、防
災・減災体制の一層の強化を図るほか、子どもや高齢者の安全確保を重点とした交通安全・
防犯対策を推進します。
また、本町ならではの美しい自然環境・景観の保全、脱炭素社会の実現、そして誰もが住み
たくなる快適な生活環境の整備に向け、総合的な環境・景観保全施策の推進、廃棄物の減量
化・資源化の促進と広域的な処理体制の充実、安全でおいしい水の安定供給、下水道施設の
適正管理、合併処理浄化槽の普及促進を図ります。

２－１　高齢者支援
２－２　障がい者支援
２－３　地域福祉
２－４　保健・医療
２－５　保険・年金

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、福祉・
介護サービスの提供体制の充実や社会参加の促進に努めるとともに、誰もが“自分事”として
支え合い助け合う地域福祉活動の促進に努めます。
また、すべての町民が健康寿命を伸ばし、健やかで幸せに暮らすことができるよう、町民の
健康管理意識の高揚と自主的な健康づくりの促進を基本に、地域に密着した保健サービスの
提供を図るとともに、町内の医療機関との連携や広域的な連携のもと、地域医療体制の維
持・充実に努めます。
さらに、国民健康保険・国民年金の制度周知と適正運営に努めます。
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社会教育
スポーツ
文化芸術・文化財

4 1
4 2
4 3
4 4

観光
農林水産業
商工業
雇用対策

5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6

土地利用・市街地整備
道路・公共交通
公園
住宅
移住・定住
デジタル化・情報発信

6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

町民参画・協働
地域コミュニティ
地域間交流・連携
多様性社会
行財政運営

基本目標 基本施策

1 計画の体系

2 基本目標ごとの方針第 章 計画の体系と方針2

１－１　消防・防災
１－２　交通安全・防犯
１－３　環境・景観保全
１－４　循環型社会
１－５　上下水道

将来像の実現に向け、計画の体系を次のとおり定めます。

（１） 安全で美しい生活環境のまち

（２） やさしく健やかな健康・福祉のまち

あらゆる危機に強い安全・安心なまちづくりを進めるため、消防団の充実や広域的な連携
による消防署間の連携強化、地域における自主的な防災活動の促進をはじめ、消防体制、防
災・減災体制の一層の強化を図るほか、子どもや高齢者の安全確保を重点とした交通安全・
防犯対策を推進します。
また、本町ならではの美しい自然環境・景観の保全、脱炭素社会の実現、そして誰もが住み
たくなる快適な生活環境の整備に向け、総合的な環境・景観保全施策の推進、廃棄物の減量
化・資源化の促進と広域的な処理体制の充実、安全でおいしい水の安定供給、下水道施設の
適正管理、合併処理浄化槽の普及促進を図ります。

２－１　高齢者支援
２－２　障がい者支援
２－３　地域福祉
２－４　保健・医療
２－５　保険・年金

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、福祉・
介護サービスの提供体制の充実や社会参加の促進に努めるとともに、誰もが“自分事”として
支え合い助け合う地域福祉活動の促進に努めます。
また、すべての町民が健康寿命を伸ばし、健やかで幸せに暮らすことができるよう、町民の
健康管理意識の高揚と自主的な健康づくりの促進を基本に、地域に密着した保健サービスの
提供を図るとともに、町内の医療機関との連携や広域的な連携のもと、地域医療体制の維
持・充実に努めます。
さらに、国民健康保険・国民年金の制度周知と適正運営に努めます。
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第２部　基本構想

３－１　子育て支援
３－２　学校教育
３－３　社会教育
３－４　スポーツ
３－５　文化芸術・文化財

（３） 人と文化が輝く子育て・教育のまち

（４） にぎわいと活力あふれる産業のまち

子どもがすくすくと健やかに育つよう、「こども家庭センター」を拠点に、妊娠・出産から子
育て期まで切れ目のない支援を一層推進します。
また、子どもたちが、生きる力を身につけ、明日を担う人材として育つよう、本町ならではの
特色ある教育活動を推進するとともに、今後の学校のあり方を検討し、それに基づく取り組
みを進めます。
さらに、町民が生涯にわたって学び、活動し、豊かな暮らしを送ることができるよう、社会教
育環境の充実、多様なスポーツの普及、町民主体の文化活動の促進に努めるほか、歴史文化
の薫り高いまちづくりを一層進めるため、貴重な文化財の保存・活用、資料館・美術館等の整
備充実・利用促進に努めます。

４－１　観光
４－２　農林水産業
４－３　商工業
４－４　雇用対策

観光客の増加による地域経済の活性化、観光から移住への展開を視野に入れ、「道の駅
ばとう」をはじめとする観光資源の充実・活用や新たな観光資源の掘り起こし等を進めます。
また、農業の維持と新たな展開に向け、多様な担い手の育成・確保、農産物の一層のブラン
ド化の促進をはじめ、多面的な農業振興施策を推進するとともに、森林の適正管理・整備の
促進、水産業における安定生産の促進に努めます。
さらに、商工業の振興に向け、商工業事業所の経営の継続・安定化の支援、創業の支援、新
たな企業の誘致、特産品の振興に努めるほか、これら産業振興施策と連動し、雇用の確保・拡
大に向けた取り組みを進めます。

５－１　土地利用・市街地整備
５－２　道路・公共交通
５－３　公園
５－４　住宅
５－５　移住・定住
５－６　デジタル化・情報発信

（５） 未来への都市基盤が整ったまち

（６） みんなでつくるみんなのまち

未来を見据え、計画的な土地利用・市街地整備を進めるとともに、那珂川を渡河する新たな
道路の整備促進や国道・県道の整備促進、高規格道路の早期事業化に向けた関係機関への
要望、町道の整備を計画的に実施します。公共交通については、路線バス・コミュニティバスの
運行継続への支援、町民ニーズに応じたデマンドタクシーの運行の充実と利用促進に努めます。
また、レクリエーション・憩いの場として、公園の整備充実を進めるほか、安全で快適な住
生活の基盤として、町営住宅・町有住宅の適正管理や空き家の適正管理の促進に努めます。
これらの住宅施策と連動し、分譲宅地の整備や地域資源情報バンク・移住相談の充実、経済
的支援の推進など、移住・定住を直接的にサポートする施策を推進します。
さらに、町民サービスの向上と地域活性化に向け、行政及び地域におけるデジタル化を進
めるとともに、これとの連動等により、全国・世界に向けた町の情報発信を積極的に推進します。

６－１　町民参画・協働
６－２　地域コミュニティ
６－３　地域間交流・連携
６－４　多様性社会
６－５　行財政運営

多様な力を結集したまちづくりを進めるため、町民や町民団体、民間企業等の参画・協働体
制の強化を進めるとともに、支え合う地域コミュニティの再生と創造に向け、行政区等の自主
的な活動を支援していきます。
また、地域活性化や人材の育成、関係人口の拡大を目指し、国内外の地域との交流・連携や
教育機関・企業等との連携を進めるほか、ともに生きる多様性社会の実現に向け、意識啓発
等を進めます。
さらに、行財政運営の効率化に向け、さらなる行財政改革の推進やふるさと納税の有効活
用、地域おこし協力隊の採用、広域連携の強化を図ります。
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第２部　基本構想

３－１　子育て支援
３－２　学校教育
３－３　社会教育
３－４　スポーツ
３－５　文化芸術・文化財

（３） 人と文化が輝く子育て・教育のまち

（４） にぎわいと活力あふれる産業のまち

子どもがすくすくと健やかに育つよう、「こども家庭センター」を拠点に、妊娠・出産から子
育て期まで切れ目のない支援を一層推進します。
また、子どもたちが、生きる力を身につけ、明日を担う人材として育つよう、本町ならではの
特色ある教育活動を推進するとともに、今後の学校のあり方を検討し、それに基づく取り組
みを進めます。
さらに、町民が生涯にわたって学び、活動し、豊かな暮らしを送ることができるよう、社会教
育環境の充実、多様なスポーツの普及、町民主体の文化活動の促進に努めるほか、歴史文化
の薫り高いまちづくりを一層進めるため、貴重な文化財の保存・活用、資料館・美術館等の整
備充実・利用促進に努めます。

４－１　観光
４－２　農林水産業
４－３　商工業
４－４　雇用対策

観光客の増加による地域経済の活性化、観光から移住への展開を視野に入れ、「道の駅
ばとう」をはじめとする観光資源の充実・活用や新たな観光資源の掘り起こし等を進めます。
また、農業の維持と新たな展開に向け、多様な担い手の育成・確保、農産物の一層のブラン
ド化の促進をはじめ、多面的な農業振興施策を推進するとともに、森林の適正管理・整備の
促進、水産業における安定生産の促進に努めます。
さらに、商工業の振興に向け、商工業事業所の経営の継続・安定化の支援、創業の支援、新
たな企業の誘致、特産品の振興に努めるほか、これら産業振興施策と連動し、雇用の確保・拡
大に向けた取り組みを進めます。

５－１　土地利用・市街地整備
５－２　道路・公共交通
５－３　公園
５－４　住宅
５－５　移住・定住
５－６　デジタル化・情報発信

（５） 未来への都市基盤が整ったまち

（６） みんなでつくるみんなのまち

未来を見据え、計画的な土地利用・市街地整備を進めるとともに、那珂川を渡河する新たな
道路の整備促進や国道・県道の整備促進、高規格道路の早期事業化に向けた関係機関への
要望、町道の整備を計画的に実施します。公共交通については、路線バス・コミュニティバスの
運行継続への支援、町民ニーズに応じたデマンドタクシーの運行の充実と利用促進に努めます。
また、レクリエーション・憩いの場として、公園の整備充実を進めるほか、安全で快適な住
生活の基盤として、町営住宅・町有住宅の適正管理や空き家の適正管理の促進に努めます。
これらの住宅施策と連動し、分譲宅地の整備や地域資源情報バンク・移住相談の充実、経済
的支援の推進など、移住・定住を直接的にサポートする施策を推進します。
さらに、町民サービスの向上と地域活性化に向け、行政及び地域におけるデジタル化を進
めるとともに、これとの連動等により、全国・世界に向けた町の情報発信を積極的に推進します。

６－１　町民参画・協働
６－２　地域コミュニティ
６－３　地域間交流・連携
６－４　多様性社会
６－５　行財政運営

多様な力を結集したまちづくりを進めるため、町民や町民団体、民間企業等の参画・協働体
制の強化を進めるとともに、支え合う地域コミュニティの再生と創造に向け、行政区等の自主
的な活動を支援していきます。
また、地域活性化や人材の育成、関係人口の拡大を目指し、国内外の地域との交流・連携や
教育機関・企業等との連携を進めるほか、ともに生きる多様性社会の実現に向け、意識啓発
等を進めます。
さらに、行財政運営の効率化に向け、さらなる行財政改革の推進やふるさと納税の有効活
用、地域おこし協力隊の採用、広域連携の強化を図ります。
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第３次那珂川町総合振興計画「なかがわ『わくわく』プラン2035」総論･基本構想の構成

［満足度が高い項目］ ［満足度が低い項目］［重要度が高い項目］
第１位 上下水道の整備
第２位 消防・防災基盤の整備
第３位 生活環境の保全

第１位 空き家対策
第２位 公共交通網の整備
第３位 商工業の振興

第１位 医療・保健の充実
第２位 高齢者福祉・社会福祉の充実
第３位 社会保障の充実

第１位 安全・安心のまち
第２位 健康・福祉のまち
第３位 子育て・教育のまち

◆ 公共交通の充実
◆ 子育て支援の充実
◆ 情報発信の強化

危機管理と環境保全を重視した生活環境の整備
地域に密着した保健・医療・福祉体制の整備
子育て支援の充実と特色ある教育・文化環境の整備
将来にわたって持続可能な産業の育成
未来を見据えた都市基盤の整備と情報発信の強化
「町民力」の結集と行財政運営のさらなる効率化

分野別の課題

将来像

安全・安心でやさしい
まちづくり

最重要目標 人口減少の抑制

安全で美しい
生活環境のまち

【安全・生活環境分野】

１－１ 消防・防災
１－２ 交通安全・防犯
１－３ 環境・景観保全
１－４ 循環型社会
１－５ 上下水道

最 重 要 課 題

なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくするまち

活かすべき強み

踏まえるべき社会情勢 反映すべき町民ニーズ

まちづくりの課題

まちづくりの基本姿勢

計画の体系

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1

1

やさしく健やかな
健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

２－１ 高齢者支援
２－２ 障がい者支援
２－３ 地域福祉
２－４ 保健・医療
２－５ 保険・年金

2

人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

３－１ 子育て支援
３－２ 学校教育
３－３ 社会教育
３－４ スポーツ
３－５ 文化芸術・文化財

3

にぎわいと活力
あふれる産業のまち
【産業分野】

４－１ 観光
４－２ 農林水産業
４－３ 商工業
４－４ 雇用対策

4

未来への都市基盤
が整ったまち

【都市基盤分野】

５－１ 土地利用・市街地整備
５－２ 道路・公共交通
５－３ 公園
５－４ 住宅
５－５ 移住・定住
５－６ デジタル化・情報発信

5

みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

６－１ 町民参画・協働
６－２ 地域コミュニティ
６－３ 地域間交流・連携
６－４ 多様性社会
６－５ 行財政運営

6

“那珂川スタイル”の
創造と発信2 人と人とのつながり

の強化3

1
2
3
4
5
6
7

8

清流那珂川に代表される美しい自然環境・景観
史跡や資料館、美術館などの貴重な歴史文化資源
多様な産業と豊富な特産品
道の駅や温泉をはじめとする魅力ある観光資源
充実した子育て環境と学校教育環境
やさしく郷土愛あふれる町民

加速する人口減少と高齢化
強く求められる危機管理
急進展するデジタル化
本格化する脱炭素社会への動き
厳しさを増す地方の産業・経済
求められる共生社会・多様性社会の実現
重要性を増す地方の自立と住民
参画・協働
広く浸透するSDGsと検討が進む
新たな展開

人口減少の抑制による活力ある那珂川町の維持

町の各環境に関する満足度と重要度(アンケート)

今後のまちづくりの特色（アンケート） 最後に一番いいたいこと１つ（トークカフェ）
※多かった内容

第
１
部
　
総
　
　
　
　
　
論

第
２
部
　
基
　
本
　
構
　
想

前期基本計画第3部
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第３次那珂川町総合振興計画「なかがわ『わくわく』プラン2035」総論･基本構想の構成

［満足度が高い項目］ ［満足度が低い項目］［重要度が高い項目］
第１位 上下水道の整備
第２位 消防・防災基盤の整備
第３位 生活環境の保全

第１位 空き家対策
第２位 公共交通網の整備
第３位 商工業の振興

第１位 医療・保健の充実
第２位 高齢者福祉・社会福祉の充実
第３位 社会保障の充実

第１位 安全・安心のまち
第２位 健康・福祉のまち
第３位 子育て・教育のまち

◆ 公共交通の充実
◆ 子育て支援の充実
◆ 情報発信の強化

危機管理と環境保全を重視した生活環境の整備
地域に密着した保健・医療・福祉体制の整備
子育て支援の充実と特色ある教育・文化環境の整備
将来にわたって持続可能な産業の育成
未来を見据えた都市基盤の整備と情報発信の強化
「町民力」の結集と行財政運営のさらなる効率化

分野別の課題

将来像

安全・安心でやさしい
まちづくり

最重要目標 人口減少の抑制

安全で美しい
生活環境のまち

【安全・生活環境分野】

１－１ 消防・防災
１－２ 交通安全・防犯
１－３ 環境・景観保全
１－４ 循環型社会
１－５ 上下水道

最 重 要 課 題

なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくするまち

活かすべき強み

踏まえるべき社会情勢 反映すべき町民ニーズ

まちづくりの課題

まちづくりの基本姿勢

計画の体系

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1

1

やさしく健やかな
健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

２－１ 高齢者支援
２－２ 障がい者支援
２－３ 地域福祉
２－４ 保健・医療
２－５ 保険・年金

2

人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

３－１ 子育て支援
３－２ 学校教育
３－３ 社会教育
３－４ スポーツ
３－５ 文化芸術・文化財

3

にぎわいと活力
あふれる産業のまち
【産業分野】

４－１ 観光
４－２ 農林水産業
４－３ 商工業
４－４ 雇用対策

4

未来への都市基盤
が整ったまち

【都市基盤分野】

５－１ 土地利用・市街地整備
５－２ 道路・公共交通
５－３ 公園
５－４ 住宅
５－５ 移住・定住
５－６ デジタル化・情報発信

5

みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

６－１ 町民参画・協働
６－２ 地域コミュニティ
６－３ 地域間交流・連携
６－４ 多様性社会
６－５ 行財政運営

6

“那珂川スタイル”の
創造と発信2 人と人とのつながり

の強化3

1
2
3
4
5
6
7

8

清流那珂川に代表される美しい自然環境・景観
史跡や資料館、美術館などの貴重な歴史文化資源
多様な産業と豊富な特産品
道の駅や温泉をはじめとする魅力ある観光資源
充実した子育て環境と学校教育環境
やさしく郷土愛あふれる町民

加速する人口減少と高齢化
強く求められる危機管理
急進展するデジタル化
本格化する脱炭素社会への動き
厳しさを増す地方の産業・経済
求められる共生社会・多様性社会の実現
重要性を増す地方の自立と住民
参画・協働
広く浸透するSDGsと検討が進む
新たな展開

人口減少の抑制による活力ある那珂川町の維持

町の各環境に関する満足度と重要度(アンケート)

今後のまちづくりの特色（アンケート） 最後に一番いいたいこと１つ（トークカフェ）
※多かった内容
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消防団全分団への機能別消防団員の配備割合

地区防災計画策定地区数（累計）

％

地区

60.0

7

100.0

22

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

第 章 安全で美しい生活環境のまち

1-1 消防・防災

現状と課題

近年、全国での火災発生件数は増加傾向にあるとともに、火災による死者のおよそ４人に３人が
高齢者となっており、対策が求められています。
本町の消防体制は、那珂川町消防団による非常備消防と、本町と那須烏山市で構成している南那
須地区広域行政事務組合による広域的な常備消防・救急（那珂川消防署）によって構成され、互いに
連携して地域消防・防災に努めています。
しかし、消防団においては、団員の高齢化や団員確保の困難さ、施設・設備の老朽化といった状況
がみられ、これらへの対応が必要です。
このため、消防団の充実に向けた取り組みを進めるとともに、広域的連携のもと、常備消防・救急
体制の一層の強化を図る必要があります。
また、防災面については、近年、全国各地で地震や豪雨等による大規模な自然災害が頻発し、あら
ゆる災害に強い安全・安心なまちづくりが強く求められています。
本町では、これまでの災害から得た教訓を踏まえ、町民の防災意識の啓発や災害時の情報伝達体
制の充実、避難支援体制の整備をはじめ、各種の防災・減災対策を進めてきました。また、那珂川流
域における浸水被害の防止・軽減を図るため、「那珂川水系流域治水プロジェクト」等の治水対策を
国・県と連携して進めています。
今後とも、町民の生命と財産を守るため、防災・減災に関する指針を見直し、町及び防災関係機関、
町民が一体となって、防災・減災体制のさらなる強化を進めていく必要があります。

1-1-1　消防体制の維持・充実
①消防団の維持・充実に向け、団員確保対策の強化をはじめ、団員の資質向上や施設・設備の更新
を図るとともに、組織の見直しを検討していきます。
②広域的連携のもと、南那須地区広域行政事務組合による常備消防・救急体制の維持・充実に努
めます。

1-1-2　地域における防災力の向上
①町民一人ひとりの防火・防災意識の一層の高揚を図るため、広報・啓発活動や各種訓練を実施します。
②各行政区が、非常時には自主防災組織として地域防災の要となるよう、地区防災計画の策定を
促すとともに、計画に基づく取り組みが継続して行われるよう、防災訓練等を実施します。

1-1-3　防災・減災体制の充実
①災害に強いまちづくりを総合的・計画的に進めるため、地域防災計画や国土強靱化地域計画を
はじめ、各種防災関連計画・マニュアル・ハザードマップ※11の見直しを適宜行います。

②災害時における情報伝達体制の強化・多重化に向け、屋外拡声器やＦＭ音声告知器、ケーブルテ
レビ、ホームページ、ＳＮＳ等の有効活用を図ります。
③避難ルートや避難所等の周知を徹底するほか、避難所については、女性や子ども、高齢者等の
意見を取り入れながら、災害復興の担い手育成や運営体制の充実、環境整備を進めます。
④災害用備蓄品や資機材については、土砂災害や地震等の様々な自然災害を想定し、整備・更新
を行うとともに、災害時に孤立する可能性があると判断された集落においては、必要な物資を
整備することで防災力の強化を図ります。
⑤高齢者や障がい者等の災害時の避難に支援が必要な町民に対する避難支援体制の充実を図ります。
⑥災害時に備え、他自治体や民間企業・団体等との協力体制の維持・充実を図ります。

1-1-4　流域治水対策の推進
①「那珂川水系流域治水プロジェクト」による浸水被害対策を国・県と連携して推進します。
②土砂災害の防止・軽減に向けた砂防堰堤等の対策工事について、早期実施を国・県に要望して
いくとともに、町においても土砂災害警戒区域の周知等、啓発事業を実施します。

※11：想定される災害の範囲や危険箇所、避難場所等を地図上に示したもの。

成果指標

１ 主要施策
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消防団全分団への機能別消防団員の配備割合

地区防災計画策定地区数（累計）

％

地区

60.0

7

100.0

22

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

第 章 安全で美しい生活環境のまち

1-1 消防・防災

現状と課題

近年、全国での火災発生件数は増加傾向にあるとともに、火災による死者のおよそ４人に３人が
高齢者となっており、対策が求められています。
本町の消防体制は、那珂川町消防団による非常備消防と、本町と那須烏山市で構成している南那
須地区広域行政事務組合による広域的な常備消防・救急（那珂川消防署）によって構成され、互いに
連携して地域消防・防災に努めています。
しかし、消防団においては、団員の高齢化や団員確保の困難さ、施設・設備の老朽化といった状況
がみられ、これらへの対応が必要です。
このため、消防団の充実に向けた取り組みを進めるとともに、広域的連携のもと、常備消防・救急
体制の一層の強化を図る必要があります。
また、防災面については、近年、全国各地で地震や豪雨等による大規模な自然災害が頻発し、あら
ゆる災害に強い安全・安心なまちづくりが強く求められています。
本町では、これまでの災害から得た教訓を踏まえ、町民の防災意識の啓発や災害時の情報伝達体
制の充実、避難支援体制の整備をはじめ、各種の防災・減災対策を進めてきました。また、那珂川流
域における浸水被害の防止・軽減を図るため、「那珂川水系流域治水プロジェクト」等の治水対策を
国・県と連携して進めています。
今後とも、町民の生命と財産を守るため、防災・減災に関する指針を見直し、町及び防災関係機関、
町民が一体となって、防災・減災体制のさらなる強化を進めていく必要があります。

1-1-1　消防体制の維持・充実
①消防団の維持・充実に向け、団員確保対策の強化をはじめ、団員の資質向上や施設・設備の更新
を図るとともに、組織の見直しを検討していきます。
②広域的連携のもと、南那須地区広域行政事務組合による常備消防・救急体制の維持・充実に努
めます。

1-1-2　地域における防災力の向上
①町民一人ひとりの防火・防災意識の一層の高揚を図るため、広報・啓発活動や各種訓練を実施します。
②各行政区が、非常時には自主防災組織として地域防災の要となるよう、地区防災計画の策定を
促すとともに、計画に基づく取り組みが継続して行われるよう、防災訓練等を実施します。

1-1-3　防災・減災体制の充実
①災害に強いまちづくりを総合的・計画的に進めるため、地域防災計画や国土強靱化地域計画を
はじめ、各種防災関連計画・マニュアル・ハザードマップ※11の見直しを適宜行います。

②災害時における情報伝達体制の強化・多重化に向け、屋外拡声器やＦＭ音声告知器、ケーブルテ
レビ、ホームページ、ＳＮＳ等の有効活用を図ります。
③避難ルートや避難所等の周知を徹底するほか、避難所については、女性や子ども、高齢者等の
意見を取り入れながら、災害復興の担い手育成や運営体制の充実、環境整備を進めます。
④災害用備蓄品や資機材については、土砂災害や地震等の様々な自然災害を想定し、整備・更新
を行うとともに、災害時に孤立する可能性があると判断された集落においては、必要な物資を
整備することで防災力の強化を図ります。
⑤高齢者や障がい者等の災害時の避難に支援が必要な町民に対する避難支援体制の充実を図ります。
⑥災害時に備え、他自治体や民間企業・団体等との協力体制の維持・充実を図ります。

1-1-4　流域治水対策の推進
①「那珂川水系流域治水プロジェクト」による浸水被害対策を国・県と連携して推進します。
②土砂災害の防止・軽減に向けた砂防堰堤等の対策工事について、早期実施を国・県に要望して
いくとともに、町においても土砂災害警戒区域の周知等、啓発事業を実施します。

※11：想定される災害の範囲や危険箇所、避難場所等を地図上に示したもの。

成果指標

１ 主要施策
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第３部　前期基本計画

主要施策

1-2-1　交通安全対策の推進
①子どもから高齢者まで、町民一人ひとりの交通安全意識の高揚に向け、交通教育指導員・交通
指導員の確保を図り、交通安全に関する教育・啓発活動を効果的に実施します。
②町道について、危険箇所を点検し、必要に応じて区画線やカーブミラー等の交通安全施設を設
置・更新していくとともに、国・県道についても、交通安全施設の設置・更新を要望していきます。
③高齢運転者の交通事故の防止に向け、支援内容を充実させ、高齢者の運転免許の自主返納を
支援・促進します。

1-2-2　防犯対策の推進
①子どもから高齢者まで、町民一人ひとりの防犯意識の高揚に向け、警察や関係機関・団体と連携
し、防犯に関する啓発活動や情報提供、町ぐるみの防犯運動・暴力追放運動を効果的に実施し
ます。
②夜間における犯罪の未然防止と通行の安全確保のため、防犯灯等の設置・更新を行います。

1-2-3　再犯の防止に向けた取り組みの推進
　関係機関・団体と連携し、犯罪をした人等の円滑な社会復帰を支援する取り組みや、地域の理
解を深める啓発活動等を進めます。

1-2-4　犯罪被害者への支援
　犯罪被害者の視点に立ち、関係機関と緊密な連携を図り、支援活動を効果的に推進します。

1-2-5　消費者対策の推進
　消費者トラブルの未然防止と発生後の適切な対応に向け、大田原市や関係機関との連携のも
と、消費生活に関する啓発活動や情報提供を効果的に実施するとともに、大田原市消費生活セン
ターにおける相談体制の維持・充実を図ります。

現状と課題

近年、全国での交通事故発生件数は横ばい傾向にありますが、交通事故による死者の６割近くが
高齢者となっており、対策が求められています。
本町では、交通教育指導員や交通指導員を中心に、交通安全に関する教育・啓発活動、子どもたち
の登校時の見守り等を実施しているほか、区画線やガードレールなどの交通安全施設の整備等を行
い、交通事故のない町を目指しています。
このような中、本町における交通事故発生件数は減少傾向にありますが、今後とも、誰もが交通事
故を起こさない・交通事故にあわない環境づくりに向け、子どもや高齢者を中心とした交通安全意
識の啓発や交通安全施設の点検・更新等を計画的に進めていくことが必要です。
また、近年、全国的に子どもや高齢者を巻き込む犯罪が発生し、安全性の確保が重視されていま
す。
そのため、本町では、警察と連携して那珂川町防犯・暴力追放協会を組織し、各種防犯運動や暴力
追放運動を実施しているほか、防犯灯の整備等を行っていますが、引き続き犯罪のない安全・安心な
暮らしの確保に向け、これらの取り組みを進めていく必要があります。
さらには、消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、特殊詐欺や悪質商法による被害をはじめ、
消費者トラブルが後を絶たない状況にあります。
本町では、関係機関との連携のもと、消費生活に関する啓発活動や情報提供、大田原市消費生活
センターにおける相談対応（市との協定により共同利用）を行っていますが、今後とも、町民が被害を
受けることのないよう、消費者意識の高揚と相談体制の維持・充実に努める必要があります。

1-2 交通安全・防犯

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

交通事故発生件数 件 26 5

交通安全運動 交通安全教室
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第３部　前期基本計画

主要施策

1-2-1　交通安全対策の推進
①子どもから高齢者まで、町民一人ひとりの交通安全意識の高揚に向け、交通教育指導員・交通
指導員の確保を図り、交通安全に関する教育・啓発活動を効果的に実施します。
②町道について、危険箇所を点検し、必要に応じて区画線やカーブミラー等の交通安全施設を設
置・更新していくとともに、国・県道についても、交通安全施設の設置・更新を要望していきます。
③高齢運転者の交通事故の防止に向け、支援内容を充実させ、高齢者の運転免許の自主返納を
支援・促進します。

1-2-2　防犯対策の推進
①子どもから高齢者まで、町民一人ひとりの防犯意識の高揚に向け、警察や関係機関・団体と連携
し、防犯に関する啓発活動や情報提供、町ぐるみの防犯運動・暴力追放運動を効果的に実施し
ます。
②夜間における犯罪の未然防止と通行の安全確保のため、防犯灯等の設置・更新を行います。

1-2-3　再犯の防止に向けた取り組みの推進
　関係機関・団体と連携し、犯罪をした人等の円滑な社会復帰を支援する取り組みや、地域の理
解を深める啓発活動等を進めます。

1-2-4　犯罪被害者への支援
　犯罪被害者の視点に立ち、関係機関と緊密な連携を図り、支援活動を効果的に推進します。

1-2-5　消費者対策の推進
　消費者トラブルの未然防止と発生後の適切な対応に向け、大田原市や関係機関との連携のも
と、消費生活に関する啓発活動や情報提供を効果的に実施するとともに、大田原市消費生活セン
ターにおける相談体制の維持・充実を図ります。

現状と課題

近年、全国での交通事故発生件数は横ばい傾向にありますが、交通事故による死者の６割近くが
高齢者となっており、対策が求められています。
本町では、交通教育指導員や交通指導員を中心に、交通安全に関する教育・啓発活動、子どもたち
の登校時の見守り等を実施しているほか、区画線やガードレールなどの交通安全施設の整備等を行
い、交通事故のない町を目指しています。
このような中、本町における交通事故発生件数は減少傾向にありますが、今後とも、誰もが交通事
故を起こさない・交通事故にあわない環境づくりに向け、子どもや高齢者を中心とした交通安全意
識の啓発や交通安全施設の点検・更新等を計画的に進めていくことが必要です。
また、近年、全国的に子どもや高齢者を巻き込む犯罪が発生し、安全性の確保が重視されていま
す。
そのため、本町では、警察と連携して那珂川町防犯・暴力追放協会を組織し、各種防犯運動や暴力
追放運動を実施しているほか、防犯灯の整備等を行っていますが、引き続き犯罪のない安全・安心な
暮らしの確保に向け、これらの取り組みを進めていく必要があります。
さらには、消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、特殊詐欺や悪質商法による被害をはじめ、
消費者トラブルが後を絶たない状況にあります。
本町では、関係機関との連携のもと、消費生活に関する啓発活動や情報提供、大田原市消費生活
センターにおける相談対応（市との協定により共同利用）を行っていますが、今後とも、町民が被害を
受けることのないよう、消費者意識の高揚と相談体制の維持・充実に努める必要があります。

1-2 交通安全・防犯

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

交通事故発生件数 件 26 5

交通安全運動 交通安全教室
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第３部　前期基本計画

現状と課題

地球温暖化が一層深刻化する中、世界各国で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進められて
おり、国においても、2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げています。
本町においても、令和２年７月に、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカー
ボンシティ」を宣言し、実現に向けて取り組みを進めています。
また、第２次環境基本計画（平成30年度基本構想・前期計画策定、令和５年度後期計画策定）等
に基づき、美しい自然環境・景観の保全や各種環境問題への対応等に努めてきました。
こうした取り組みは、環境・景観の保全はもとより、町の魅力を向上させ、人々の移住・定住につな
がるものとして、本町のまちづくりにとって一層重要性を増すことが見込まれます。
今後は、「美しい自然と共生するまち」の実現を目指し、これまでの取り組みを発展させながら、環
境負荷の軽減などの取り組みを積極的に推進し、誰もが住みたくなる美しいまちづくりを進めるとと
もに、国や県の動向を踏まえ、地球環境までを視野に入れ、地球温暖化対策に取り組み、脱炭素社会
の実現を目指していく必要があります。

主要施策

1-３-1　自然環境・景観の保全
　美しい自然環境・景観と共生するまちづくりを進めるため、行政、町民及び事業者が連携し、森
林・農地・水辺の保全に努めます。

1-３-2　地域環境の保全
①大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの環境問題について、関係機関などと密に連携し、
公害防止対策の強化を図るとともに、広報・啓発活動などを行い未然防止に努めます。
②美しく快適な生活環境づくりに向け、地域住民によるごみ拾い・清掃などの環境美化活動を推
進するとともに、ペットの適正な飼育について啓発活動を行います。
③不法投棄監視員との連携による監視・パトロールや広報・啓発活動等を行い、ごみの不法投棄
の防止に努めます。

1-３-3　地球温暖化対策の推進
①地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、職員の省エネ行動の実施や公共施設におけ
る太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備の設置、電気自動車などの環境への負荷の
少ない車両の導入などにより、行政が率先して温室効果ガスの排出削減に努めます。
②地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、一般家庭等における再生可能エネルギーの
利用と省エネルギーの普及を促進し、町全体での温室効果ガスの排出削減を進めます。

1-３-4　環境に関する啓発・教育の推進
　町民の環境保全意識の醸成と実践活動の促進に向け、学校教育や社会教育などを通じ、環境
教育・学習を推進します。

1-３ 環境・景観保全

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

環境美化活動でのごみ収集量

低炭素まちづくり推進設備等導入事業費
補助金交付件数

kg

件

3,772

28

3,900

40

環境に配慮したＥＶ公用車

44



第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
１
章
　
安
全
で
美
し
い
生
活
環
境
の
ま
ち

第３部　前期基本計画
第３次那珂川町総合振興計画

なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
１
章
　
安
全
で
美
し
い
生
活
環
境
の
ま
ち

第３部　前期基本計画

現状と課題

地球温暖化が一層深刻化する中、世界各国で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進められて
おり、国においても、2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げています。
本町においても、令和２年７月に、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカー
ボンシティ」を宣言し、実現に向けて取り組みを進めています。
また、第２次環境基本計画（平成30年度基本構想・前期計画策定、令和５年度後期計画策定）等
に基づき、美しい自然環境・景観の保全や各種環境問題への対応等に努めてきました。
こうした取り組みは、環境・景観の保全はもとより、町の魅力を向上させ、人々の移住・定住につな
がるものとして、本町のまちづくりにとって一層重要性を増すことが見込まれます。
今後は、「美しい自然と共生するまち」の実現を目指し、これまでの取り組みを発展させながら、環
境負荷の軽減などの取り組みを積極的に推進し、誰もが住みたくなる美しいまちづくりを進めるとと
もに、国や県の動向を踏まえ、地球環境までを視野に入れ、地球温暖化対策に取り組み、脱炭素社会
の実現を目指していく必要があります。

主要施策

1-３-1　自然環境・景観の保全
　美しい自然環境・景観と共生するまちづくりを進めるため、行政、町民及び事業者が連携し、森
林・農地・水辺の保全に努めます。

1-３-2　地域環境の保全
①大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの環境問題について、関係機関などと密に連携し、
公害防止対策の強化を図るとともに、広報・啓発活動などを行い未然防止に努めます。
②美しく快適な生活環境づくりに向け、地域住民によるごみ拾い・清掃などの環境美化活動を推
進するとともに、ペットの適正な飼育について啓発活動を行います。
③不法投棄監視員との連携による監視・パトロールや広報・啓発活動等を行い、ごみの不法投棄
の防止に努めます。

1-３-3　地球温暖化対策の推進
①地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、職員の省エネ行動の実施や公共施設におけ
る太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備の設置、電気自動車などの環境への負荷の
少ない車両の導入などにより、行政が率先して温室効果ガスの排出削減に努めます。
②地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、一般家庭等における再生可能エネルギーの
利用と省エネルギーの普及を促進し、町全体での温室効果ガスの排出削減を進めます。

1-３-4　環境に関する啓発・教育の推進
　町民の環境保全意識の醸成と実践活動の促進に向け、学校教育や社会教育などを通じ、環境
教育・学習を推進します。

1-３ 環境・景観保全

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

環境美化活動でのごみ収集量

低炭素まちづくり推進設備等導入事業費
補助金交付件数

kg

件

3,772

28

3,900

40

環境に配慮したＥＶ公用車
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第３部　前期基本計画

現状と課題

ごみの発生をできるだけ抑え、限りある資源を循環的に利用し、環境への負荷を低減する持続可
能な循環型社会の形成に向け、住民一人ひとりが環境に配慮した行動を実践し、資源を大切にする
ライフスタイルへの転換を図る必要があります。
本町では、これまで、循環型社会の形成に向け、生ごみ堆肥化事業や家庭での生ごみ堆肥化を促
進するための補助制度の実施、広報・啓発活動の推進や情報の提供、資源ごみの回収に対する支援
などにより、ごみの分別の徹底やごみの減量化、４Ｒ※12の促進に努めてきました。
しかし、年間の一般廃棄物排出量は人口減少に伴い減少傾向にあるものの、一人あたりの排出量
はほぼ横ばいで推移しており、ごみの分別や減量化・資源化が進んでいないことが課題であると考
えられます。
このため、広域的なごみ収集・処理体制の充実を進めるとともに、ごみ分別の一層の徹底やさらな
る減量化、４Ｒの促進に積極的に取り組み、持続可能な循環型社会の形成を進めていく必要があり
ます。
また、ごみ処理及びし尿処理については、南那須地区広域行政事務組合で広域的に行っています
が、今後とも、広域的連携のもと、適正な収集・運搬・処理等を進めていく必要があります。

※12：リフューズ（Refuse：不要なものを断る）、リデュース（Reduce：発生を抑制する）、リユース（Reuse：再使用する）、リサイクル
（Recycle：再生使用する）。

※13：料理はおいしく「食べきり」、食材は無駄なく「使いきり」、生ごみの水分を減らす「水きり」を行う運動。
※14：食事時に、「いただきます」の後と、「ごちそうさま」の前のそれぞれ15分は、自席で料理をいただく運動。
※15：まだ食べられるのに捨てられる食品を、困っている人などに無料で提供する活動。

主要施策

1-4-1　ごみの分別徹底による減量化
　ごみの減量化を促進するため、ごみの分別徹底に向けた広報・啓発活動の充実に努めます。

1-4-2　４Ｒの促進
　循環型社会の形成に向け、広報・啓発活動や情報提供の充実、資源ごみの回収や生ごみの堆肥
化に対する支援などを行い、町民・事業者の自主的な４Ｒを促進します。

1-4-3　広域的なごみ処理・し尿処理体制の充実
　広域的連携のもと、新たなごみ処理施設・し尿処理施設の整備など、南那須地区広域行政事務
組合によるごみ処理体制・し尿処理体制の充実に努めます。

1-4-4　食品ロス対策の促進
　県の取り組みと連携し、広報・啓発活動や情報提供の推進、「とちキャラーズの３きり運動※13」・
「とちぎ食べきり15（いちご）運動※14」の展開、近隣市町との連携によるフードバンク活動※15への
協力など、食品ロス対策を推進します。

1-4 循環型社会

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

資源ごみ回収登録団体による資源ごみ回収量

小型家電・製品プラスチック回収量

kg

kg

67,036

5,406

90,000

6,000

なかちゃんトイレットペーパー 環境美化活動
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第３部　前期基本計画

現状と課題

ごみの発生をできるだけ抑え、限りある資源を循環的に利用し、環境への負荷を低減する持続可
能な循環型社会の形成に向け、住民一人ひとりが環境に配慮した行動を実践し、資源を大切にする
ライフスタイルへの転換を図る必要があります。
本町では、これまで、循環型社会の形成に向け、生ごみ堆肥化事業や家庭での生ごみ堆肥化を促
進するための補助制度の実施、広報・啓発活動の推進や情報の提供、資源ごみの回収に対する支援
などにより、ごみの分別の徹底やごみの減量化、４Ｒ※12の促進に努めてきました。
しかし、年間の一般廃棄物排出量は人口減少に伴い減少傾向にあるものの、一人あたりの排出量
はほぼ横ばいで推移しており、ごみの分別や減量化・資源化が進んでいないことが課題であると考
えられます。
このため、広域的なごみ収集・処理体制の充実を進めるとともに、ごみ分別の一層の徹底やさらな
る減量化、４Ｒの促進に積極的に取り組み、持続可能な循環型社会の形成を進めていく必要があり
ます。
また、ごみ処理及びし尿処理については、南那須地区広域行政事務組合で広域的に行っています
が、今後とも、広域的連携のもと、適正な収集・運搬・処理等を進めていく必要があります。

※12：リフューズ（Refuse：不要なものを断る）、リデュース（Reduce：発生を抑制する）、リユース（Reuse：再使用する）、リサイクル
（Recycle：再生使用する）。

※13：料理はおいしく「食べきり」、食材は無駄なく「使いきり」、生ごみの水分を減らす「水きり」を行う運動。
※14：食事時に、「いただきます」の後と、「ごちそうさま」の前のそれぞれ15分は、自席で料理をいただく運動。
※15：まだ食べられるのに捨てられる食品を、困っている人などに無料で提供する活動。

主要施策

1-4-1　ごみの分別徹底による減量化
　ごみの減量化を促進するため、ごみの分別徹底に向けた広報・啓発活動の充実に努めます。

1-4-2　４Ｒの促進
　循環型社会の形成に向け、広報・啓発活動や情報提供の充実、資源ごみの回収や生ごみの堆肥
化に対する支援などを行い、町民・事業者の自主的な４Ｒを促進します。

1-4-3　広域的なごみ処理・し尿処理体制の充実
　広域的連携のもと、新たなごみ処理施設・し尿処理施設の整備など、南那須地区広域行政事務
組合によるごみ処理体制・し尿処理体制の充実に努めます。

1-4-4　食品ロス対策の促進
　県の取り組みと連携し、広報・啓発活動や情報提供の推進、「とちキャラーズの３きり運動※13」・
「とちぎ食べきり15（いちご）運動※14」の展開、近隣市町との連携によるフードバンク活動※15への
協力など、食品ロス対策を推進します。

1-4 循環型社会

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

資源ごみ回収登録団体による資源ごみ回収量

小型家電・製品プラスチック回収量

kg

kg

67,036

5,406

90,000

6,000

なかちゃんトイレットペーパー 環境美化活動
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第３部　前期基本計画

現状と課題

水道は、住民生活に必要不可欠なライフラインですが、全国的に給水人口の減少により料金収入
が減少する一方、老朽化した施設の更新等にかかる経費が増大し、取り巻く情勢は厳しさを増してい
ます。
本町の水道事業は、平成30年度に上水道事業と９つの簡易水道事業を統合して現在の水道事業
となっており、水源は25箇所で、すべて地下水です。
本町では、これまで、浄水施設や配水施設、水道管をはじめとする水道施設の整備・改修等を計画
的に進めてきました。
しかし、本町においても、給水人口の減少に伴い料金収入が減少してきているほか、地形的な条件
から、水道施設の数が多く、老朽化した施設等の更新が必要な状況にあります。また、一部の地域で
水源の水量不足がみられ、これらへの対応が課題となっています。
今後は、このような状況を踏まえ、令和３年度に策定した水道事業ビジョン等に基づき、水道施設
の整備を計画的・効率的に進めていくとともに、これからの水道事業のあり方について検討し、安全
で強靱、持続可能な水道の実現を目指していく必要があります。
一方、下水道は、美しく快適な生活環境づくりに欠かせない重要な施設であり、住民生活に大きな
役割を果たしています。
本町の生活排水処理は、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽設置整備事業によって行っ
ています。
公共下水道事業と農業集落排水事業については、すでに整備は完了していますが、水道事業と同
様に、処理人口の減少に伴う料金収入の減少、下水道施設の老朽化といった状況がみられ、今後は、
令和５年度に策定した下水道ストックマネジメント※16計画等に基づき、下水道施設の適正管理・長
寿命化を計画的・効率的に進めていく必要があります。
また、公共下水道事業、農業集落排水事業の処理区域外の地域においては、補助事業を活用し浄
化槽の設置を促進していますが、今後ともその必要性に関する啓発活動等を行いながら、浄化槽の
普及を促進していく必要があります。

※16：下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、
長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。

※17：コストの削減や事業の効率化を目的に、規模（サイズ）を小さくすること。

主要施策

1-５-1　水道施設の整備
　安全で強靱、持続可能な水道の実現に向け、老朽化への対応や災害時への備え、ダウンサイジン
グ※17による事業の効率化等を総合的に勘案し、水道施設の整備・改修を計画的・効率的に進めます。

1-５-2　水道事業の広域化・広域連携の検討
　給水サービスの向上を目指し、栃木県水道広域化推進プランに基づき、近隣市町と連携し、水道
事業の広域化・広域連携について検討していきます。

1-５-3　下水道施設の適正管理
①公共下水道施設について、下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設の適正な維持管理・
長寿命化に向けた取り組みを計画的・効率的に進めるとともに、広報・啓発活動や情報提供等
を行い、公共下水道事業区域内の公共下水道未接続世帯の接続を促進します。
②農業集落排水施設についても、施設の老朽化への対応や長寿命化に向けた取り組みを計画的・
効率的に進めます。

1-５-4　浄化槽の普及促進
　広報・啓発活動や情報提供等を行い、浄化槽の普及を促進するとともに、設置された浄化槽の
適正な維持管理を促進します。

1-５ 上下水道

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

水道管路耐震化率

生活排水処理人口普及率

%

%

9.2

82.7

13.0

90.0

合併20周年記念マンホール
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第３部　前期基本計画

現状と課題

水道は、住民生活に必要不可欠なライフラインですが、全国的に給水人口の減少により料金収入
が減少する一方、老朽化した施設の更新等にかかる経費が増大し、取り巻く情勢は厳しさを増してい
ます。
本町の水道事業は、平成30年度に上水道事業と９つの簡易水道事業を統合して現在の水道事業
となっており、水源は25箇所で、すべて地下水です。
本町では、これまで、浄水施設や配水施設、水道管をはじめとする水道施設の整備・改修等を計画
的に進めてきました。
しかし、本町においても、給水人口の減少に伴い料金収入が減少してきているほか、地形的な条件
から、水道施設の数が多く、老朽化した施設等の更新が必要な状況にあります。また、一部の地域で
水源の水量不足がみられ、これらへの対応が課題となっています。
今後は、このような状況を踏まえ、令和３年度に策定した水道事業ビジョン等に基づき、水道施設
の整備を計画的・効率的に進めていくとともに、これからの水道事業のあり方について検討し、安全
で強靱、持続可能な水道の実現を目指していく必要があります。
一方、下水道は、美しく快適な生活環境づくりに欠かせない重要な施設であり、住民生活に大きな
役割を果たしています。
本町の生活排水処理は、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽設置整備事業によって行っ
ています。
公共下水道事業と農業集落排水事業については、すでに整備は完了していますが、水道事業と同
様に、処理人口の減少に伴う料金収入の減少、下水道施設の老朽化といった状況がみられ、今後は、
令和５年度に策定した下水道ストックマネジメント※16計画等に基づき、下水道施設の適正管理・長
寿命化を計画的・効率的に進めていく必要があります。
また、公共下水道事業、農業集落排水事業の処理区域外の地域においては、補助事業を活用し浄
化槽の設置を促進していますが、今後ともその必要性に関する啓発活動等を行いながら、浄化槽の
普及を促進していく必要があります。

※16：下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、
長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。

※17：コストの削減や事業の効率化を目的に、規模（サイズ）を小さくすること。

主要施策

1-５-1　水道施設の整備
　安全で強靱、持続可能な水道の実現に向け、老朽化への対応や災害時への備え、ダウンサイジン
グ※17による事業の効率化等を総合的に勘案し、水道施設の整備・改修を計画的・効率的に進めます。

1-５-2　水道事業の広域化・広域連携の検討
　給水サービスの向上を目指し、栃木県水道広域化推進プランに基づき、近隣市町と連携し、水道
事業の広域化・広域連携について検討していきます。

1-５-3　下水道施設の適正管理
①公共下水道施設について、下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設の適正な維持管理・
長寿命化に向けた取り組みを計画的・効率的に進めるとともに、広報・啓発活動や情報提供等
を行い、公共下水道事業区域内の公共下水道未接続世帯の接続を促進します。
②農業集落排水施設についても、施設の老朽化への対応や長寿命化に向けた取り組みを計画的・
効率的に進めます。

1-５-4　浄化槽の普及促進
　広報・啓発活動や情報提供等を行い、浄化槽の普及を促進するとともに、設置された浄化槽の
適正な維持管理を促進します。

1-５ 上下水道

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

水道管路耐震化率

生活排水処理人口普及率

%

%

9.2

82.7

13.0

90.0

合併20周年記念マンホール
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第３部　前期基本計画

第 章 やさしく健やかな健康・福祉のまち

2-1 高齢者支援

現状と課題

国では、世界に類をみないスピードで高齢化が進む中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステム※18の充実に向けた取り組みを進めています。
本町では、高齢者支援に関する総合的な指針として、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定
し、健康づくり・生きがいづくりや認知症施策の推進、包括的な支援体制の強化、生活支援の充実、
介護保険サービスの充実など、各種の施策・事業を実施してきました。
しかし、本町の高齢化は急速に進行しており、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高
齢者が増加傾向にあるとともに、見守り・外出・買い物などの生活支援を必要とする高齢者や病院な
どの診察を控える受診控えが増加しています。また、人生100年時代を迎え、生きがいづくりや社会
参加に関するニーズの増大も予想され、高齢者支援全般のさらなる充実が必要となります。
今後は、このような状況を踏まえ、地域包括ケアシステムをさらに充実させるため、高齢者福祉計
画・介護保険事業計画を見直し、いくつになっても元気で明るい、いつまでもみんなで暮らし続けら
れるまちづくりに向けた具体的な取り組みを進めていく必要があります。

主要施策

2

2-1-1　高齢者支援推進体制の充実
　本町の実情に即した高齢者支援を総合的・計画的に進めるため、高齢者福祉計画・介護保険事
業計画の見直しを行います。

2-1-2　介護予防・健康づくり・生きがいづくりの一体的推進
①高齢者が要介護状態になることを防ぐため、町民主体による居場所づくりや運動教室を充実さ
せるとともに、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業からなる介護予防・日常生
活支援総合事業の強化を図ります。
②高齢者の健康づくりに向け、各種保健事業の実施はもとより、フレイル※19の予防など多様な課
題に対応した、保健事業と介護予防等が一体となった取り組みを進めます。

③高齢者の生きがいづくりに向け、シルバー人材センターの運営支援や老人クラブ活動の支援、生
涯学習機会の提供等を行います。

2-1-3　認知症施策の推進
　認知症の人やその家族が地域の中で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症基本法
に基づき、認知症に対する正しい知識の普及・啓発をはじめ、認知症予防施策の推進や認知症サ
ポーター※20の養成・活用、認知症カフェ※21の開設など、認知症施策を推進します。

2-1-4　包括的な支援体制の強化
　包括的な支援体制の一層の強化に向け、高齢者支援の中核的な機関である地域包括支援セン
ターの機能強化をはじめ、在宅医療と介護の連携、家族交流会の開催など介護者の負担軽減に向
けた取り組みを行います。

2-1-５　生活支援の充実
①生活支援コーディネーターを活用し、地域住民やボランティア、地域組織等が、地域で支え合
い、高齢者を支えていく体制の強化を進めます。
②日常生活上の支援を必要とする介護保険対象外の高齢者に対し、軽度生活援助事業※22や配食
サービス等の福祉サービスの提供を図ります。

2-1-6　介護保険サービスの充実
①介護保険サービス事業者との連携を一層強化し、要支援・要介護認定者を対象とした、各種の
居宅介護サービスや地域密着型介護サービス、施設介護サービス等の適正かつ円滑な提供を
促進します。
②介護保険制度の安定的な運営、サービスの量の確保と質の向上を図るため、介護給付の適正化
や介護人材の確保、将来的に必要な介護保険関連施設・拠点の確保に向けた取り組みを進めま
す。

※20：認知症の人や家族を見守る支援者。
※21：認知症の人や家族、地域町民などが集まるカフェ。
※22：在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、外出の付き添いや食材の買い物、家屋内の整理・整頓など軽易な援助を行う事業。

※18：予防・介護・医療・生活支援・住まいなどのサービスを包括的に提供する仕組み。
※19：健康と要介護状態の中間に位置する、加齢により心身が衰えた状態。身体的・精神的・社会的フレイルのほか、視覚や聴覚のフレイ

ル等がある。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

要介護重度認定率（被保険者に対する
要介護３～５認定者の割合）
認知症自立度「自立・Ⅰ」の割合

％

％

6.7

31.6

5.0

50.0
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第 章 やさしく健やかな健康・福祉のまち

2-1 高齢者支援

現状と課題

国では、世界に類をみないスピードで高齢化が進む中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステム※18の充実に向けた取り組みを進めています。
本町では、高齢者支援に関する総合的な指針として、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定
し、健康づくり・生きがいづくりや認知症施策の推進、包括的な支援体制の強化、生活支援の充実、
介護保険サービスの充実など、各種の施策・事業を実施してきました。
しかし、本町の高齢化は急速に進行しており、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高
齢者が増加傾向にあるとともに、見守り・外出・買い物などの生活支援を必要とする高齢者や病院な
どの診察を控える受診控えが増加しています。また、人生100年時代を迎え、生きがいづくりや社会
参加に関するニーズの増大も予想され、高齢者支援全般のさらなる充実が必要となります。
今後は、このような状況を踏まえ、地域包括ケアシステムをさらに充実させるため、高齢者福祉計
画・介護保険事業計画を見直し、いくつになっても元気で明るい、いつまでもみんなで暮らし続けら
れるまちづくりに向けた具体的な取り組みを進めていく必要があります。

主要施策

2

2-1-1　高齢者支援推進体制の充実
　本町の実情に即した高齢者支援を総合的・計画的に進めるため、高齢者福祉計画・介護保険事
業計画の見直しを行います。

2-1-2　介護予防・健康づくり・生きがいづくりの一体的推進
①高齢者が要介護状態になることを防ぐため、町民主体による居場所づくりや運動教室を充実さ
せるとともに、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業からなる介護予防・日常生
活支援総合事業の強化を図ります。
②高齢者の健康づくりに向け、各種保健事業の実施はもとより、フレイル※19の予防など多様な課
題に対応した、保健事業と介護予防等が一体となった取り組みを進めます。

③高齢者の生きがいづくりに向け、シルバー人材センターの運営支援や老人クラブ活動の支援、生
涯学習機会の提供等を行います。

2-1-3　認知症施策の推進
　認知症の人やその家族が地域の中で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症基本法
に基づき、認知症に対する正しい知識の普及・啓発をはじめ、認知症予防施策の推進や認知症サ
ポーター※20の養成・活用、認知症カフェ※21の開設など、認知症施策を推進します。

2-1-4　包括的な支援体制の強化
　包括的な支援体制の一層の強化に向け、高齢者支援の中核的な機関である地域包括支援セン
ターの機能強化をはじめ、在宅医療と介護の連携、家族交流会の開催など介護者の負担軽減に向
けた取り組みを行います。

2-1-５　生活支援の充実
①生活支援コーディネーターを活用し、地域住民やボランティア、地域組織等が、地域で支え合
い、高齢者を支えていく体制の強化を進めます。
②日常生活上の支援を必要とする介護保険対象外の高齢者に対し、軽度生活援助事業※22や配食
サービス等の福祉サービスの提供を図ります。

2-1-6　介護保険サービスの充実
①介護保険サービス事業者との連携を一層強化し、要支援・要介護認定者を対象とした、各種の
居宅介護サービスや地域密着型介護サービス、施設介護サービス等の適正かつ円滑な提供を
促進します。
②介護保険制度の安定的な運営、サービスの量の確保と質の向上を図るため、介護給付の適正化
や介護人材の確保、将来的に必要な介護保険関連施設・拠点の確保に向けた取り組みを進めま
す。

※20：認知症の人や家族を見守る支援者。
※21：認知症の人や家族、地域町民などが集まるカフェ。
※22：在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、外出の付き添いや食材の買い物、家屋内の整理・整頓など軽易な援助を行う事業。

※18：予防・介護・医療・生活支援・住まいなどのサービスを包括的に提供する仕組み。
※19：健康と要介護状態の中間に位置する、加齢により心身が衰えた状態。身体的・精神的・社会的フレイルのほか、視覚や聴覚のフレイ

ル等がある。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

要介護重度認定率（被保険者に対する
要介護３～５認定者の割合）
認知症自立度「自立・Ⅰ」の割合

％

％

6.7

31.6

5.0

50.0
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第３部　前期基本計画

現状と課題

障がいの有無にかかわらず、すべての人々があたり前（ノーマル）に生活できることを目指したノー
マライゼーション※23の理念に基づく社会づくりが求められています。
本町では、これまで、障がい者支援に関する総合的な指針として、障害者計画・障害福祉計画・障
害児福祉計画を策定し、障がい者への理解促進をはじめ、療育体制の整備や障がい福祉サービスの
充実、障がい者の就労・社会参加の促進など、障がい者の自立支援と総合的な生活支援を基本とし
た各種の施策・事業を推進してきました。
しかし、近年、障がい者の高齢化が進むとともに、支援者の高齢化も進み、将来の生活に不安を抱
いている家庭も少なくないほか、就労についても非常に厳しい状況にあり、障がい者支援全般のさ
らなる充実が求められています。
今後は、このような状況を踏まえ、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を見直し、障がい
の有無にかかわらず、町民一人ひとりが支え合い元気で明るく暮らすことができるまちづくりに向け
た具体的な取り組みを進めていく必要があります。

※23：障がいの有無にかかわらず、すべての人々があたり前（ノーマル）に生活できることを目指す考え方。 ※24：障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた生活支援のための拠点機能（那珂川町の場合、相談の機能、緊急時の受入・
対応の機能、体験の機会・場を提供する機能等）を持つ場所や体制のこと。

2-2 障がい者支援
2-2-1　障がい者支援推進体制の充実
　本町の実情に即した障がい者支援を総合的・計画的に進めるため、障害者計画・障害福祉計画・
障害児福祉計画の見直しを行います。

2-2-2　障がい者への理解促進
　障がいや障がい者に対する町民の正しい理解の促進、障がいを理由とする差別の解消に向け、
広報・啓発活動や福祉教育、交流事業を推進します。

2-2-3　療育体制の充実
　各種健康診査・相談体制の充実により、早期療育体制の充実を図るほか、個々の特性に応じた
適切な就学ができるよう、早期就学相談体制の充実や訪問相談の充実を図ります。

2-2-4　障がい福祉サービスの充実
①障がい者やその家族が気軽に安心して相談することができるよう、基幹相談支援センターを中
心に、関係機関と連携し、相談支援体制の充実を図ります。
②障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、訪問系サービスや日中活
動系サービス、居住系サービスなど、各種サービスの提供体制の充実を促進します。
③障がい児が身近な地域で必要な支援を受けることができるよう、児童発達支援や放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援など、各種サービスの提供体制の充実を促進します。
④障がい者の地域生活を支援するために設置した「地域生活支援拠点等※24」の周知と段階的な
機能強化、有効活用を図ります。
⑤障がい者の経済的負担の軽減に向け、各種の医療費助成制度や割引制度、年金・手当等の周知
と活用を促進します。

2-2-5　就労・社会参加の促進
　県北地域で広域的に設置している障害者就業・生活支援センター「ふれあい」やハローワーク
那須烏山、就労移行支援事業所等と連携し、障がい者の一般就労や福祉的就労の支援、日中活動
の場の充実に努めるほか、障がい者のスポーツ・文化活動の参加機会の確保に努めます。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

計画相談利用者数

就労系サービス利用者数

人

人

178

90

200

150

主要施策

ボッチャ大会
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第３部　前期基本計画
第３次那珂川町総合振興計画
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第３部　前期基本計画

現状と課題

障がいの有無にかかわらず、すべての人々があたり前（ノーマル）に生活できることを目指したノー
マライゼーション※23の理念に基づく社会づくりが求められています。
本町では、これまで、障がい者支援に関する総合的な指針として、障害者計画・障害福祉計画・障
害児福祉計画を策定し、障がい者への理解促進をはじめ、療育体制の整備や障がい福祉サービスの
充実、障がい者の就労・社会参加の促進など、障がい者の自立支援と総合的な生活支援を基本とし
た各種の施策・事業を推進してきました。
しかし、近年、障がい者の高齢化が進むとともに、支援者の高齢化も進み、将来の生活に不安を抱
いている家庭も少なくないほか、就労についても非常に厳しい状況にあり、障がい者支援全般のさ
らなる充実が求められています。
今後は、このような状況を踏まえ、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を見直し、障がい
の有無にかかわらず、町民一人ひとりが支え合い元気で明るく暮らすことができるまちづくりに向け
た具体的な取り組みを進めていく必要があります。

※23：障がいの有無にかかわらず、すべての人々があたり前（ノーマル）に生活できることを目指す考え方。 ※24：障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた生活支援のための拠点機能（那珂川町の場合、相談の機能、緊急時の受入・
対応の機能、体験の機会・場を提供する機能等）を持つ場所や体制のこと。

2-2 障がい者支援
2-2-1　障がい者支援推進体制の充実
　本町の実情に即した障がい者支援を総合的・計画的に進めるため、障害者計画・障害福祉計画・
障害児福祉計画の見直しを行います。

2-2-2　障がい者への理解促進
　障がいや障がい者に対する町民の正しい理解の促進、障がいを理由とする差別の解消に向け、
広報・啓発活動や福祉教育、交流事業を推進します。

2-2-3　療育体制の充実
　各種健康診査・相談体制の充実により、早期療育体制の充実を図るほか、個々の特性に応じた
適切な就学ができるよう、早期就学相談体制の充実や訪問相談の充実を図ります。

2-2-4　障がい福祉サービスの充実
①障がい者やその家族が気軽に安心して相談することができるよう、基幹相談支援センターを中
心に、関係機関と連携し、相談支援体制の充実を図ります。
②障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、訪問系サービスや日中活
動系サービス、居住系サービスなど、各種サービスの提供体制の充実を促進します。
③障がい児が身近な地域で必要な支援を受けることができるよう、児童発達支援や放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援など、各種サービスの提供体制の充実を促進します。
④障がい者の地域生活を支援するために設置した「地域生活支援拠点等※24」の周知と段階的な
機能強化、有効活用を図ります。
⑤障がい者の経済的負担の軽減に向け、各種の医療費助成制度や割引制度、年金・手当等の周知
と活用を促進します。

2-2-5　就労・社会参加の促進
　県北地域で広域的に設置している障害者就業・生活支援センター「ふれあい」やハローワーク
那須烏山、就労移行支援事業所等と連携し、障がい者の一般就労や福祉的就労の支援、日中活動
の場の充実に努めるほか、障がい者のスポーツ・文化活動の参加機会の確保に努めます。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

計画相談利用者数

就労系サービス利用者数

人

人

178

90

200

150

主要施策

ボッチャ大会
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第３部　前期基本計画

現状と課題

近年、家族形態の変化や価値観の多様化等に伴い、家庭の介護力や地域で支え合う機能の低下が
指摘されているほか、8050（9060）問題※25やダブルケア※26、生活困窮、ひきこもりなど、対象者ご
との縦割り的な制度による公的サービスだけでは対応が難しい課題が出てきています。
このような複雑・多様化する生活課題に対応するためには、公的な取り組みだけではなく、地域に
おける多様な主体が“自分事”として参画し、地域全体で支え合う「地域共生社会※27」をつくっていく
ことが必要です。
本町では、社会福祉協議会が、福祉ボランティア活動の促進や地域における福祉体制づくり等を
行い、地域福祉推進の中核的役割を担っているほか、民生委員・児童委員や福祉団体、福祉ボラン
ティア団体等が地域に密着した様々な活動を展開しています。また、地域や事業所、関係機関等が連
携し、見守り活動を展開しています。
しかし、今後、少子高齢化や核家族化はさらに進行し、福祉ニーズや生活課題はますます増大・多
様化することが予想され、特に、ひとり暮らしの高齢者・障がい者等の見守りや外出・買い物等の身
近な生活支援の重要性が一層高まることが見込まれます。
このような状況を踏まえ、令和７年度に策定した地域福祉に関する総合的な指針である第４期地
域福祉推進プランに基づき、「地域共生社会」の実現を目指した具体的な取り組みを進めていくこと
が必要です。

※25：80（90）代の親が、ひきこもりなどの50（60代）の子どもを支える家庭で、生活困窮と介護が同時に生じる問題。
※26：子育てと介護等を同時に担わなければならない状態のこと。
※27：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域町民や地域の多様な主体が「自分事」として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、町民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会。

※28：一つの支援機関だけでは解決することが難しい複合化・複雑化した課題に対応するため、相談者に寄り添った伴走支援が行える一体的・
重層的な支援体制をつくる事業。

※29：認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が十分でない人の権利と財産を守るため、後見人を定めて契約や金銭の管理を支
援する制度。

※30：認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等を支援する事業。
※31：道路の段差の解消をはじめ、障壁（バリア）をなくす（フリー）こと。
※32：すべての人が使いやすいよう、施設や建物、空間等をデザインすること。

2-3 地域福祉
2-3-1　断らない包括的な相談支援体制の拡充
　分野別では対応しきれない複雑化・複合化する困りごとや悩みごとにも的確に対応できるよう、
重層的支援体制整備事業※28により、断らない包括的な相談支援体制を拡充していきます。

2-3-2　地域福祉を担う多様な担い手の育成
①地域福祉を担う多様な担い手を育成するため、社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、
各種福祉団体、福祉ボランティア団体等の活動支援を行います。
②町民の福祉意識の高揚と実践活動の促進、福祉ボランティアの発掘・育成に向け、社会福祉協
議会と連携し、啓発活動や情報提供、福祉教育を推進します。

2-3-3　分野を越えた横断的・総合的な取り組みの推進
　見守り体制の強化をはじめ、外出・買い物の支援、交流の場・居場所づくり、生活困窮やひきこも
り・孤立・孤独への対応、虐待の防止、災害時の支援等、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉等の
各分野に共通する課題等について、横断的・総合的な取り組みを推進します。

2-3-4　権利擁護の推進と虐待の防止
　認知症・知的障がい・精神障がい等により判断能力が十分でない人の権利と財産を守るため、成
年後見制度※29や日常生活自立支援事業※30など、権利擁護のための制度の周知と活用を促進し
ます。

2-3-5　バリアフリー化の推進
　高齢者や障がい者、子どもも含め、すべての町民が安全に安心して暮らせるよう、公共施設等の状
況を点検し、整備が可能な箇所から、バリアフリー化※31、ユニバーサルデザイン化※32を進めます。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

相談件数
相談終結率（全相談件数のうち、サービスに
つながった、あるいは解決に至った件数の割合）

件

％

67

40.2

30

100.0

主要施策

のんびりカフェ
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第３部　前期基本計画

現状と課題

近年、家族形態の変化や価値観の多様化等に伴い、家庭の介護力や地域で支え合う機能の低下が
指摘されているほか、8050（9060）問題※25やダブルケア※26、生活困窮、ひきこもりなど、対象者ご
との縦割り的な制度による公的サービスだけでは対応が難しい課題が出てきています。
このような複雑・多様化する生活課題に対応するためには、公的な取り組みだけではなく、地域に
おける多様な主体が“自分事”として参画し、地域全体で支え合う「地域共生社会※27」をつくっていく
ことが必要です。
本町では、社会福祉協議会が、福祉ボランティア活動の促進や地域における福祉体制づくり等を
行い、地域福祉推進の中核的役割を担っているほか、民生委員・児童委員や福祉団体、福祉ボラン
ティア団体等が地域に密着した様々な活動を展開しています。また、地域や事業所、関係機関等が連
携し、見守り活動を展開しています。
しかし、今後、少子高齢化や核家族化はさらに進行し、福祉ニーズや生活課題はますます増大・多
様化することが予想され、特に、ひとり暮らしの高齢者・障がい者等の見守りや外出・買い物等の身
近な生活支援の重要性が一層高まることが見込まれます。
このような状況を踏まえ、令和７年度に策定した地域福祉に関する総合的な指針である第４期地
域福祉推進プランに基づき、「地域共生社会」の実現を目指した具体的な取り組みを進めていくこと
が必要です。

※25：80（90）代の親が、ひきこもりなどの50（60代）の子どもを支える家庭で、生活困窮と介護が同時に生じる問題。
※26：子育てと介護等を同時に担わなければならない状態のこと。
※27：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域町民や地域の多様な主体が「自分事」として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、町民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会。

※28：一つの支援機関だけでは解決することが難しい複合化・複雑化した課題に対応するため、相談者に寄り添った伴走支援が行える一体的・
重層的な支援体制をつくる事業。

※29：認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が十分でない人の権利と財産を守るため、後見人を定めて契約や金銭の管理を支
援する制度。

※30：認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等を支援する事業。
※31：道路の段差の解消をはじめ、障壁（バリア）をなくす（フリー）こと。
※32：すべての人が使いやすいよう、施設や建物、空間等をデザインすること。

2-3 地域福祉
2-3-1　断らない包括的な相談支援体制の拡充
　分野別では対応しきれない複雑化・複合化する困りごとや悩みごとにも的確に対応できるよう、
重層的支援体制整備事業※28により、断らない包括的な相談支援体制を拡充していきます。

2-3-2　地域福祉を担う多様な担い手の育成
①地域福祉を担う多様な担い手を育成するため、社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、
各種福祉団体、福祉ボランティア団体等の活動支援を行います。
②町民の福祉意識の高揚と実践活動の促進、福祉ボランティアの発掘・育成に向け、社会福祉協
議会と連携し、啓発活動や情報提供、福祉教育を推進します。

2-3-3　分野を越えた横断的・総合的な取り組みの推進
　見守り体制の強化をはじめ、外出・買い物の支援、交流の場・居場所づくり、生活困窮やひきこも
り・孤立・孤独への対応、虐待の防止、災害時の支援等、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉等の
各分野に共通する課題等について、横断的・総合的な取り組みを推進します。

2-3-4　権利擁護の推進と虐待の防止
　認知症・知的障がい・精神障がい等により判断能力が十分でない人の権利と財産を守るため、成
年後見制度※29や日常生活自立支援事業※30など、権利擁護のための制度の周知と活用を促進し
ます。

2-3-5　バリアフリー化の推進
　高齢者や障がい者、子どもも含め、すべての町民が安全に安心して暮らせるよう、公共施設等の状
況を点検し、整備が可能な箇所から、バリアフリー化※31、ユニバーサルデザイン化※32を進めます。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

相談件数
相談終結率（全相談件数のうち、サービスに
つながった、あるいは解決に至った件数の割合）

件

％

67

40.2

30

100.0

主要施策

のんびりカフェ
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、すべての人々が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、令和６年度
から、「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本２１（第三次））」を進めています。
本町では、令和２年度に、健康づくりの総合的な指針として、健康増進計画と自殺対策計画（メン
タルサポートプラン）からなる「健康なかがわ21プラン・２期計画」を策定し、年代別の健康目標を達
成するための各種の保健事業に取り組み、着実に成果を上げてきました。
しかし、悪性新生物（がん）や心疾患、脳血管疾患を死因とする死亡の割合が国・県に比べて大幅
に高く、日頃の生活習慣の改善が大きな課題となっているほか、メンタルヘルスの課題を抱えた町民
へのサポートの充実も求められます。
このような中、令和７年度に、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、健康なかがわ21プラ
ン・２期計画の中間見直しを行い、後期計画を策定しました。
今後は、この計画に基づき、「笑顔があふれ、明るく元気で、心あたたまるまち」、「誰も自殺に追い
込まれることのない那珂川町」の実現を目指し、心身の健康づくり施策の充実に努める必要があり
ます。
一方、医療機関としては、町内に、病院が１箇所、医院が５箇所、歯科医院が５箇所あるほか、那須
烏山市に、南那須地域の中核病院として、南那須地区広域行政事務組合で設置・運営している那須
南病院があります。また、南那須医師会が行う休日当番医制事業により、休日等の医療体制も確保
されています。
しかし、今後、高齢化のさらなる進行とともに医療ニーズもますます高度化・専門化していくことが
見込まれるほか、人々の移住・定住を促進するためには、安心して医療を受けられる環境が重要な条
件となることから、地域医療体制の維持・充実を進めていく必要があります。

※33：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ、見守る）を行う
ことができる人。

※34：特定健康診査やがん検診等の受診、健康づくりや子育て、介護予防等をテーマとするイベント・教室の受講・参加により、健康ポイン
トが貯まり、特典と交換することができる事業。

主要施策

2-4-1　保健事業推進体制の充実
　地域ぐるみの健康づくり体制の強化に向け、地域における健康づくりの担い手である食生活改
善推進員やゲートキーパー※33等の育成・確保及び活動支援を行います。

2-4-2　町全体の健康づくり意識の高揚
　町全体の健康づくり意識を高めるため、健康に関心の薄い人を含む幅広い対象者に向け、健
康に関する広報・啓発活動や情報提供の推進、イベント・教室の開催、「那珂よし健康ポイント事
業※34」の充実を図ります。

2-4-3　「健康なかがわ21プラン・２期計画」に基づく健康づくりの推進
　「健康なかがわ21プラン・２期計画」に基づき、「乳幼児期」、「学童・思春期」、「青壮年期」、「高齢
期」の各年代別に設定した、あるべき姿や目標、指標の達成に向け、地域や町民の自主的な取り組
みを促進するとともに、行政としての具体的な取り組みを推進します。

2-4-4　地域医療の維持・充実
①身近な医療体制の維持・充実に向け、町内の医療機関との協力体制の一層の充実に努めます。
②広域的連携のもと、那須南病院の老朽化を踏まえた施設の整備を進めるとともに、休日等の医
療体制の維持・充実を図ります。

2-4 保健・医療

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

ゲートキーパー養成講座受講者数（累計）

「那珂よし健康ポイント事業」ボーナス特典獲得者数

集団検診結果「異常なし」率

人

人

％

713

52

2.8

1,000

100

50.0

健康イベント（朝ヨガ）
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、すべての人々が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、令和６年度
から、「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本２１（第三次））」を進めています。
本町では、令和２年度に、健康づくりの総合的な指針として、健康増進計画と自殺対策計画（メン
タルサポートプラン）からなる「健康なかがわ21プラン・２期計画」を策定し、年代別の健康目標を達
成するための各種の保健事業に取り組み、着実に成果を上げてきました。
しかし、悪性新生物（がん）や心疾患、脳血管疾患を死因とする死亡の割合が国・県に比べて大幅
に高く、日頃の生活習慣の改善が大きな課題となっているほか、メンタルヘルスの課題を抱えた町民
へのサポートの充実も求められます。
このような中、令和７年度に、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、健康なかがわ21プラ
ン・２期計画の中間見直しを行い、後期計画を策定しました。
今後は、この計画に基づき、「笑顔があふれ、明るく元気で、心あたたまるまち」、「誰も自殺に追い
込まれることのない那珂川町」の実現を目指し、心身の健康づくり施策の充実に努める必要があり
ます。
一方、医療機関としては、町内に、病院が１箇所、医院が５箇所、歯科医院が５箇所あるほか、那須
烏山市に、南那須地域の中核病院として、南那須地区広域行政事務組合で設置・運営している那須
南病院があります。また、南那須医師会が行う休日当番医制事業により、休日等の医療体制も確保
されています。
しかし、今後、高齢化のさらなる進行とともに医療ニーズもますます高度化・専門化していくことが
見込まれるほか、人々の移住・定住を促進するためには、安心して医療を受けられる環境が重要な条
件となることから、地域医療体制の維持・充実を進めていく必要があります。

※33：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ、見守る）を行う
ことができる人。

※34：特定健康診査やがん検診等の受診、健康づくりや子育て、介護予防等をテーマとするイベント・教室の受講・参加により、健康ポイン
トが貯まり、特典と交換することができる事業。

主要施策

2-4-1　保健事業推進体制の充実
　地域ぐるみの健康づくり体制の強化に向け、地域における健康づくりの担い手である食生活改
善推進員やゲートキーパー※33等の育成・確保及び活動支援を行います。

2-4-2　町全体の健康づくり意識の高揚
　町全体の健康づくり意識を高めるため、健康に関心の薄い人を含む幅広い対象者に向け、健
康に関する広報・啓発活動や情報提供の推進、イベント・教室の開催、「那珂よし健康ポイント事
業※34」の充実を図ります。

2-4-3　「健康なかがわ21プラン・２期計画」に基づく健康づくりの推進
　「健康なかがわ21プラン・２期計画」に基づき、「乳幼児期」、「学童・思春期」、「青壮年期」、「高齢
期」の各年代別に設定した、あるべき姿や目標、指標の達成に向け、地域や町民の自主的な取り組
みを促進するとともに、行政としての具体的な取り組みを推進します。

2-4-4　地域医療の維持・充実
①身近な医療体制の維持・充実に向け、町内の医療機関との協力体制の一層の充実に努めます。
②広域的連携のもと、那須南病院の老朽化を踏まえた施設の整備を進めるとともに、休日等の医
療体制の維持・充実を図ります。

2-4 保健・医療

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

ゲートキーパー養成講座受講者数（累計）

「那珂よし健康ポイント事業」ボーナス特典獲得者数

集団検診結果「異常なし」率

人

人

％

713

52

2.8

1,000

100

50.0

健康イベント（朝ヨガ）
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国民健康保険制度は、病気やけがなどに対して保険給付を行う医療保険の柱であり、誰もが安心
して医療を受けられる制度として、人々の健康の維持・増進に大きな役割を果たしています。
本町では、人口減少の進行に伴い加入者数が減少傾向にある一方で、医療技術の高度化や高齢化
の進行等を背景に、医療費は年々増加傾向にあり、その運営は非常に厳しい状況にあります。
このため、制度の健全運営に向け、医療費の抑制や国民健康保険税の収納確保に向けた取り組み
を進めていく必要があります。
また、後期高齢者医療制度は、75歳以上の人及び65歳以上で一定の障がいのある人の病気やけ
がに対して保険給付を行うものであり、国民健康保険制度とともに重要な役割を果たしています。
今後とも、健康づくりの促進や制度の周知徹底を図りながら、健全運営に向けた取り組みを進め
ていく必要があります。
一方、国民年金制度は、老後の収入を保障するものであり、人々の生活に必要不可欠な制度です。
しかし、制度に対する正しい理解が十分に得られていない状況も見受けられることから、制度の周
知徹底を一層進めていく必要があります。

※35：診療報酬明細書。

主要施策

2-5-1　国民健康保険制度の健全運営
①医療費の抑制に向け、特定健康診査や特定保健指導をはじめとする各種保健事業による被保
険者の健康づくりの促進はもとより、医療費の通知やレセプト※35点検などの適正受診対策に
努めます。
②国民健康保険税の収納率の向上に向け、滞納者に対する納税相談・指導の充実を図ります。

2-5-2　後期高齢者医療制度の健全運営
　高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施をはじめ、各種保健事業の実施により被保険者
の健康づくりの促進に努めるとともに、広報・啓発活動を推進し、後期高齢者医療制度の周知徹
底に努めます。

2-5-3　国民年金制度の周知徹底
　広報紙やパンフレットの活用、年金相談の充実等を通じ、国民年金制度の一層の周知徹底に努
めます。

2-5 保険・年金

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

特定健康診査受診率（国民健康保険制度）

健康診査受診率（後期高齢者医療制度）

％

％

53.4

51.0

60.0

60.0

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（理学療法士による運動教室・栄養講座）
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国民健康保険制度は、病気やけがなどに対して保険給付を行う医療保険の柱であり、誰もが安心
して医療を受けられる制度として、人々の健康の維持・増進に大きな役割を果たしています。
本町では、人口減少の進行に伴い加入者数が減少傾向にある一方で、医療技術の高度化や高齢化
の進行等を背景に、医療費は年々増加傾向にあり、その運営は非常に厳しい状況にあります。
このため、制度の健全運営に向け、医療費の抑制や国民健康保険税の収納確保に向けた取り組み
を進めていく必要があります。
また、後期高齢者医療制度は、75歳以上の人及び65歳以上で一定の障がいのある人の病気やけ
がに対して保険給付を行うものであり、国民健康保険制度とともに重要な役割を果たしています。
今後とも、健康づくりの促進や制度の周知徹底を図りながら、健全運営に向けた取り組みを進め
ていく必要があります。
一方、国民年金制度は、老後の収入を保障するものであり、人々の生活に必要不可欠な制度です。
しかし、制度に対する正しい理解が十分に得られていない状況も見受けられることから、制度の周
知徹底を一層進めていく必要があります。

※35：診療報酬明細書。

主要施策

2-5-1　国民健康保険制度の健全運営
①医療費の抑制に向け、特定健康診査や特定保健指導をはじめとする各種保健事業による被保
険者の健康づくりの促進はもとより、医療費の通知やレセプト※35点検などの適正受診対策に
努めます。
②国民健康保険税の収納率の向上に向け、滞納者に対する納税相談・指導の充実を図ります。

2-5-2　後期高齢者医療制度の健全運営
　高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施をはじめ、各種保健事業の実施により被保険者
の健康づくりの促進に努めるとともに、広報・啓発活動を推進し、後期高齢者医療制度の周知徹
底に努めます。

2-5-3　国民年金制度の周知徹底
　広報紙やパンフレットの活用、年金相談の充実等を通じ、国民年金制度の一層の周知徹底に努
めます。

2-5 保険・年金

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

特定健康診査受診率（国民健康保険制度）

健康診査受診率（後期高齢者医療制度）

％

％

53.4

51.0

60.0

60.0

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（理学療法士による運動教室・栄養講座）
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第３部　前期基本計画

第 章 人と文化が輝く子育て・教育のまち

3-1 子育て支援

現状と課題

国では、全国的に少子化が加速する中、“少子化は、国が直面する最大の危機である”とし、令和５
年度に「こども家庭庁」を発足し、こども政策の基本的な方針を定めた「こども大綱」や、その総合的
な戦略である「こども未来戦略」を策定し、少子化対策を重点的に進めています。
本町における子どもの出生数は、依然として減少傾向にあり、未婚化や晩婚化などからも、今後も
少子化が続いていくことが予測されます。また、家族形態の変化や共働き世帯の増加などにより、家
庭や地域での子育て環境が大きく変化する中、子育てに不安や孤独感を抱えている家庭も少なくあ
りません。このような中、町では子育て支援の一環として、子育て支援住宅「エミナール那珂川」や子
育て支援センターを整備し、認定こども園の運営と併せて、母子保健の充実や医療費助成の拡充な
ど、安心して子育てができる環境整備と町への移住・定住に向けた取り組みを進めてきたところです。
また、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、第３次子ども・子育て支援プランを策定したほ
か、相談支援の拠点となる「こども家庭センター」を設置しました。
子育て支援における新たな課題としては、子どもの貧困や児童虐待、ライフスタイルの多様化を踏
まえた保育のあり方など、社会課題に対応した支援が求められており、これらへの対応も必要です。
今後は、第３次子ども・子育て支援プランに基づき、「豊かな自然と愛情に包まれて子どもがすくす
く育つまち」の実現を目指し、本町の実情に即した多面的な子育て支援策を一体的に推進していくこ
とが必要です。

主要施策

3

3-1-1　子育て支援の充実
①本町における総合的な相談支援の拠点として、「こども家庭センター」の機能強化を段階的に進
めます。
②子育てに関する相談や情報提供、交流の場の提供をはじめ、多様な子育て支援サービスの充実
を図ります。
③幼児の自発的な活動を促すとともに、主体性を育むための環境構成に取り組むなど、認定こど
も園における幼児教育を推進します。
④こども誰でも通園制度※36をはじめ、認定こども園における保育サービスの充実を図るととも
に、定期的なメンテナンスと修繕等により施設の長寿命化を図ります。

⑤放課後における子どもの居場所を確保するため、放課後児童クラブの適正な運営と施設の維持
管理に努めます。
⑥「なかよし子育てアプリ」やホームページ、「子育て支援ガイドブック（te-to-te-to）」等を通じ、
子育て関連情報提供の充実を図ります。
⑦子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、こども医療費をはじめとした各種医療費の助成等
を行います。

3-1-2　母親と子どもの健康の確保・増進
①妊娠を望む人がその希望を叶えることができるよう、不妊治療等への経済的支援を行います。
②かかりつけ保健師により、母子手帳交付から産後ケアや乳児全戸訪問（赤ちゃん訪問）、なかよ
しギフト（育児パッケージ）の贈呈など妊娠初期から切れ目のない支援の充実を図ります。
③離乳食教室や親子の食育教室を実施するとともに、乳幼児期からの食育を推進します。

3-1-3　子育て環境の整備
①子育て支援住宅「エミナール那珂川」の適正な管理・運営に努めるとともに、子育て世帯が安心
して快適に暮らすことができる環境整備に努めます。
②天候等にかかわらず子どもが安心して遊ぶことができる室内型施設の設置について、他の公共
施設との併設なども含めて検討していきます。

3-1-4　児童虐待防止と子育て家庭への支援
①要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関と連携するとともに、児童虐待への対応や家庭
支援を図ります。
②「こども家庭センター」において、児童虐待の予防的支援として、訪問・相談や支援対象児童の見
守り強化事業による配食等を実施するほか、子どもの貧困の解消に向けた個別のサポートプラン
の作成・推進や、ヤングケアラーに関する相談・支援など、必要な家庭への支援を実施します。

3-1-5　結婚支援の推進
①独身男女の結婚を支援するため、町結婚相談所の運営支援、とちぎ結婚支援センターへの会員
登録の支援を行うほか、出会いの場に関するサポートを推進します。
②結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に住居費や引越費用を補助する結婚新生活支援補助
金の周知と活用を促進します。

※36：親が就労していなくても時間単位などで子どもを預けられるようにする通園制度。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

産後ケア利用率

父親の育児参加率（３歳児健診アンケート）

なかよし子育てアプリ登録者数（累計）

婚活イベント参加者数（累計）

％

％

人

人

27.6

92.9

148

44

50.0

100.0

250

200

60
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第３部　前期基本計画

第 章 人と文化が輝く子育て・教育のまち

3-1 子育て支援

現状と課題

国では、全国的に少子化が加速する中、“少子化は、国が直面する最大の危機である”とし、令和５
年度に「こども家庭庁」を発足し、こども政策の基本的な方針を定めた「こども大綱」や、その総合的
な戦略である「こども未来戦略」を策定し、少子化対策を重点的に進めています。
本町における子どもの出生数は、依然として減少傾向にあり、未婚化や晩婚化などからも、今後も
少子化が続いていくことが予測されます。また、家族形態の変化や共働き世帯の増加などにより、家
庭や地域での子育て環境が大きく変化する中、子育てに不安や孤独感を抱えている家庭も少なくあ
りません。このような中、町では子育て支援の一環として、子育て支援住宅「エミナール那珂川」や子
育て支援センターを整備し、認定こども園の運営と併せて、母子保健の充実や医療費助成の拡充な
ど、安心して子育てができる環境整備と町への移住・定住に向けた取り組みを進めてきたところです。
また、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、第３次子ども・子育て支援プランを策定したほ
か、相談支援の拠点となる「こども家庭センター」を設置しました。
子育て支援における新たな課題としては、子どもの貧困や児童虐待、ライフスタイルの多様化を踏
まえた保育のあり方など、社会課題に対応した支援が求められており、これらへの対応も必要です。
今後は、第３次子ども・子育て支援プランに基づき、「豊かな自然と愛情に包まれて子どもがすくす
く育つまち」の実現を目指し、本町の実情に即した多面的な子育て支援策を一体的に推進していくこ
とが必要です。

主要施策

3

3-1-1　子育て支援の充実
①本町における総合的な相談支援の拠点として、「こども家庭センター」の機能強化を段階的に進
めます。
②子育てに関する相談や情報提供、交流の場の提供をはじめ、多様な子育て支援サービスの充実
を図ります。
③幼児の自発的な活動を促すとともに、主体性を育むための環境構成に取り組むなど、認定こど
も園における幼児教育を推進します。
④こども誰でも通園制度※36をはじめ、認定こども園における保育サービスの充実を図るととも
に、定期的なメンテナンスと修繕等により施設の長寿命化を図ります。

⑤放課後における子どもの居場所を確保するため、放課後児童クラブの適正な運営と施設の維持
管理に努めます。
⑥「なかよし子育てアプリ」やホームページ、「子育て支援ガイドブック（te-to-te-to）」等を通じ、
子育て関連情報提供の充実を図ります。
⑦子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、こども医療費をはじめとした各種医療費の助成等
を行います。

3-1-2　母親と子どもの健康の確保・増進
①妊娠を望む人がその希望を叶えることができるよう、不妊治療等への経済的支援を行います。
②かかりつけ保健師により、母子手帳交付から産後ケアや乳児全戸訪問（赤ちゃん訪問）、なかよ
しギフト（育児パッケージ）の贈呈など妊娠初期から切れ目のない支援の充実を図ります。
③離乳食教室や親子の食育教室を実施するとともに、乳幼児期からの食育を推進します。

3-1-3　子育て環境の整備
①子育て支援住宅「エミナール那珂川」の適正な管理・運営に努めるとともに、子育て世帯が安心
して快適に暮らすことができる環境整備に努めます。
②天候等にかかわらず子どもが安心して遊ぶことができる室内型施設の設置について、他の公共
施設との併設なども含めて検討していきます。

3-1-4　児童虐待防止と子育て家庭への支援
①要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関と連携するとともに、児童虐待への対応や家庭
支援を図ります。
②「こども家庭センター」において、児童虐待の予防的支援として、訪問・相談や支援対象児童の見
守り強化事業による配食等を実施するほか、子どもの貧困の解消に向けた個別のサポートプラン
の作成・推進や、ヤングケアラーに関する相談・支援など、必要な家庭への支援を実施します。

3-1-5　結婚支援の推進
①独身男女の結婚を支援するため、町結婚相談所の運営支援、とちぎ結婚支援センターへの会員
登録の支援を行うほか、出会いの場に関するサポートを推進します。
②結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に住居費や引越費用を補助する結婚新生活支援補助
金の周知と活用を促進します。

※36：親が就労していなくても時間単位などで子どもを預けられるようにする通園制度。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

産後ケア利用率

父親の育児参加率（３歳児健診アンケート）

なかよし子育てアプリ登録者数（累計）

婚活イベント参加者数（累計）

％

％

人

人

27.6

92.9

148

44

50.0

100.0

250

200
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、令和５年度に、持続可能な社会の創り手の育成、日本社会に根差したウェルビーイング※37

の向上をコンセプトとする第４期教育振興基本計画を策定し、教育の振興に取り組んでいます。
現在、本町には、認定こども園が２園、小学校が３校、中学校が２校、関連施設として、学校給食セ
ンターが１施設あるほか、県立の高等学校（馬頭高等学校）が１校あります。
本町では、これまで、各学校施設の整備を計画的に進めるとともに、確かな学力・豊かな心・健や
かな体からなる「生きる力」の育成に向けた教育内容の充実を積極的に進めてきました。
特に、認定こども園から中学校までの学びの連続性を重視した英語教育や国際交流の推進、地域
と連携したコミュニティ・スクールの取り組みなどに力を入れ、着実にその成果を上げてきました。
しかし、今後、デジタル化・グローバル化の一層の進展をはじめ、社会情勢はさらに大きく変化す
ることが予想され、こうした社会の中で、多様な人々と協働し、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社
会の創り手になるような子どもたちを育成していくことが求められています。
また、不登校の児童生徒が増加傾向にあり、学校生活が楽しいと感じられる教育の充実を図って
いく必要があります。
このため、子どもたちが安全・安心・快適に学ぶことができるよう、学校施設・設備の整備や学校の
あり方について検討を進めるとともに、「生きる力」の育成に向けた教育内容の一層の充実、家庭や
地域とのさらなる連携強化など、総合的な教育環境の向上を進めていく必要があります。

※37：身体的・精神的・社会的によい状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的
な幸福を含む概念。

※38：本町では、認定こども園・小学校・中学校が連携し、子どもの学びの連続性を考慮した一貫性のある支援を「ハッピースローププラン」
として位置づけている。

※39：子どもの社会的・職業的自立に向け、必要な能力や態度を育てる教育。
※40：幼児教育と小学校教育をつなげる重要な時期である、５歳児～小学校１年生の２年間。

3-2 学校教育

主要施策

3-2-1　学校等の施設・設備の整備と適正配置の検討
①安全・安心・快適な教育環境づくりに向け、学校及び学校給食センターの施設・設備の整備、改
修等を計画的に進め、長寿命化を図ります。
②ＩＣＴ機器の計画的な更新をはじめ、教育内容の充実に即した設備や教材・教具の整備を図ります。
③児童生徒数の減少への対応、教育の質の向上に向け、児童生徒及び保護者の意向や地域の実
情を踏まえ、学校の適正配置について検討していきます。

3-2-2　「生きる力」を育むための確かな学力の向上
①「ハッピースローププラン※38」に基づき、幼児期から義務教育終了まで切れ目のない一貫した教
育を推進し、子どもたちが安心して教育活動ができる支援を行い、これからの社会を切り拓くた
めに必要な資質・能力の育成を図ります。

②確かな学力の向上に向け、各種学力調査等を十分に活用し、教員の授業改善及び児童生徒の
学習改善を図る取り組みを推進します。
③支援を必要とする児童生徒がそれぞれの教育的ニーズに応じた支援を受けられるよう、特別支
援教育の充実を図ります。
④社会の変化に対応できる人材の育成に向け、英語教育や情報教育、キャリア教育※39の充実を
図ります。

3-2-3　心身ともに健康で豊かな人間性を育む教育の推進
①豊かな心の育成に向け、道徳教育や人権教育、福祉教育、郷土学習の充実、読書活動の促進を図
るほか、不登校児童生徒が学校生活に適応できるよう、校内教育支援センターの充実など環境
整備を行います。
②健やかな体の育成に向け、体力・運動能力調査や学校保健統計調査等を有効に活用し、体力向
上に向けた効果的な取り組みを推進するほか、保健・安全教育、食育の充実を図ります。
③生徒にとって望ましい中学校部活動の環境を構築する観点から、部活動の円滑な地域移行を推
進します。

3-2-4　地域活性化や地域を支える人材の育成
①地域とともにある学校づくりに向け、地域を支える人材の育成・確保等を進めながら、コミュニ
ティ・スクールの一層の充実を図ります。
②小中学校の「総合的な学習の時間」において、地域に学び、地域の将来を創造する学習活動を系
統的・継続的に行えるよう探究的な学習の充実を図ります。
③県立馬頭高校に在学する生徒に対し、通学や住まいの確保に関する支援を行うとともに、学校の
さらなる魅力化への支援や情報発信の強化など、生徒数の確保に向けた取り組みを推進します。

3-2-5　家庭教育の支援及び架け橋期の教育の充実
①家庭教育支援団体の活動に対する支援の充実を図るとともに、ＰＴＡ講座等を通して、家庭の教
育力向上を促進します。
②認定こども園と小学校の連携を強化し、「那珂川架け橋カリキュラム」に基づく架け橋期※40の
教育の充実を図ります。

成果指標
令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

学校の教育環境が安心・安全・快適だと思う
保護者の割合
町学力調査で目標値を超えた児童生徒の割合

部活動の地域移行率
認定こども園から小学校への移行（幼小連携）が
円滑にできたと感じる小学１年生保護者の割合

％

％

％

％

92.4

59.4

12.5

ー

100.0

70.0

100.0

100.0
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、令和５年度に、持続可能な社会の創り手の育成、日本社会に根差したウェルビーイング※37

の向上をコンセプトとする第４期教育振興基本計画を策定し、教育の振興に取り組んでいます。
現在、本町には、認定こども園が２園、小学校が３校、中学校が２校、関連施設として、学校給食セ
ンターが１施設あるほか、県立の高等学校（馬頭高等学校）が１校あります。
本町では、これまで、各学校施設の整備を計画的に進めるとともに、確かな学力・豊かな心・健や
かな体からなる「生きる力」の育成に向けた教育内容の充実を積極的に進めてきました。
特に、認定こども園から中学校までの学びの連続性を重視した英語教育や国際交流の推進、地域
と連携したコミュニティ・スクールの取り組みなどに力を入れ、着実にその成果を上げてきました。
しかし、今後、デジタル化・グローバル化の一層の進展をはじめ、社会情勢はさらに大きく変化す
ることが予想され、こうした社会の中で、多様な人々と協働し、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社
会の創り手になるような子どもたちを育成していくことが求められています。
また、不登校の児童生徒が増加傾向にあり、学校生活が楽しいと感じられる教育の充実を図って
いく必要があります。
このため、子どもたちが安全・安心・快適に学ぶことができるよう、学校施設・設備の整備や学校の
あり方について検討を進めるとともに、「生きる力」の育成に向けた教育内容の一層の充実、家庭や
地域とのさらなる連携強化など、総合的な教育環境の向上を進めていく必要があります。

※37：身体的・精神的・社会的によい状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的
な幸福を含む概念。

※38：本町では、認定こども園・小学校・中学校が連携し、子どもの学びの連続性を考慮した一貫性のある支援を「ハッピースローププラン」
として位置づけている。

※39：子どもの社会的・職業的自立に向け、必要な能力や態度を育てる教育。
※40：幼児教育と小学校教育をつなげる重要な時期である、５歳児～小学校１年生の２年間。

3-2 学校教育

主要施策

3-2-1　学校等の施設・設備の整備と適正配置の検討
①安全・安心・快適な教育環境づくりに向け、学校及び学校給食センターの施設・設備の整備、改
修等を計画的に進め、長寿命化を図ります。
②ＩＣＴ機器の計画的な更新をはじめ、教育内容の充実に即した設備や教材・教具の整備を図ります。
③児童生徒数の減少への対応、教育の質の向上に向け、児童生徒及び保護者の意向や地域の実
情を踏まえ、学校の適正配置について検討していきます。

3-2-2　「生きる力」を育むための確かな学力の向上
①「ハッピースローププラン※38」に基づき、幼児期から義務教育終了まで切れ目のない一貫した教
育を推進し、子どもたちが安心して教育活動ができる支援を行い、これからの社会を切り拓くた
めに必要な資質・能力の育成を図ります。

②確かな学力の向上に向け、各種学力調査等を十分に活用し、教員の授業改善及び児童生徒の
学習改善を図る取り組みを推進します。
③支援を必要とする児童生徒がそれぞれの教育的ニーズに応じた支援を受けられるよう、特別支
援教育の充実を図ります。
④社会の変化に対応できる人材の育成に向け、英語教育や情報教育、キャリア教育※39の充実を
図ります。

3-2-3　心身ともに健康で豊かな人間性を育む教育の推進
①豊かな心の育成に向け、道徳教育や人権教育、福祉教育、郷土学習の充実、読書活動の促進を図
るほか、不登校児童生徒が学校生活に適応できるよう、校内教育支援センターの充実など環境
整備を行います。
②健やかな体の育成に向け、体力・運動能力調査や学校保健統計調査等を有効に活用し、体力向
上に向けた効果的な取り組みを推進するほか、保健・安全教育、食育の充実を図ります。
③生徒にとって望ましい中学校部活動の環境を構築する観点から、部活動の円滑な地域移行を推
進します。

3-2-4　地域活性化や地域を支える人材の育成
①地域とともにある学校づくりに向け、地域を支える人材の育成・確保等を進めながら、コミュニ
ティ・スクールの一層の充実を図ります。
②小中学校の「総合的な学習の時間」において、地域に学び、地域の将来を創造する学習活動を系
統的・継続的に行えるよう探究的な学習の充実を図ります。
③県立馬頭高校に在学する生徒に対し、通学や住まいの確保に関する支援を行うとともに、学校の
さらなる魅力化への支援や情報発信の強化など、生徒数の確保に向けた取り組みを推進します。

3-2-5　家庭教育の支援及び架け橋期の教育の充実
①家庭教育支援団体の活動に対する支援の充実を図るとともに、ＰＴＡ講座等を通して、家庭の教
育力向上を促進します。
②認定こども園と小学校の連携を強化し、「那珂川架け橋カリキュラム」に基づく架け橋期※40の
教育の充実を図ります。

成果指標
令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

学校の教育環境が安心・安全・快適だと思う
保護者の割合
町学力調査で目標値を超えた児童生徒の割合

部活動の地域移行率
認定こども園から小学校への移行（幼小連携）が
円滑にできたと感じる小学１年生保護者の割合

％

％

％

％

92.4

59.4

12.5

ー

100.0

70.0

100.0

100.0
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第３部　前期基本計画

現状と課題

一人ひとりが、いつでも、どこでも学習することができ、その成果を活かすことができる社会の実
現が求められています。近年では、人生100年時代やデジタル社会を迎える中、生涯にわたって学
び、活躍できる環境整備や、地域コミュニティの基盤を支える学習活動がますます重視されていま
す。
本町では、令和３年度に策定した生涯学習推進計画【第３期】に基づき、社会教育施設を拠点とし
て、町民の学習ニーズに即した各種の講座・教室、町民大学等の開設をはじめ、青少年の健全育成に
関する事業の推進、読書環境の充実、社会教育団体の支援等を行っています。
このような中、町民や町民団体による自主的な学習活動等が行われていますが、社会情勢の変化
に伴いますます多様化・高度化する学習ニーズへの対応が課題となっているほか、講座や教室等への
参加者の減少や固定化、拠点である社会教育施設の老朽化、さらには青少年を取り巻く環境の変化
といった状況もみられ、その対応が求められています。
今後は、このような状況を踏まえ、生涯学習推進計画の見直しを行い、これに基づき、社会情勢や
町民ニーズを踏まえた魅力ある学習プログラムの提供をはじめ、次代を担う青少年の健全育成に関
する取り組み、町民の読書活動を促進する環境づくり、社会教育施設の老朽化対策等を進めていく
必要があります。

主要施策

3-3-1　生涯学習推進体制の充実
①本町ならではの学習環境づくりを総合的・計画的に進めるため、生涯学習推進計画の見直しを
行います。
②町民主体の学習活動の活発化を促進するため、社会教育団体や自主的な学習団体・サークルの
育成・支援を行います。

3-3-2　魅力ある学習プログラムの提供
　社会情勢の変化や各世代の学習ニーズの的確な把握、指導者やボランティアの発掘・育成を行
い、魅力ある講座・教室、関連事業の企画・開設を図るとともに、様々な情報媒体を活用し、情報発
信を行います。

3-3-3　青少年の健全育成に向けた取り組みの推進
　次代を担う青少年の健全育成に向け、青少年育成協会や子ども会育成会、ジュニアボランティ
アズクラブ等の活動を支援するとともに、家庭教育の機会の提供や青少年の学習・文化・スポー
ツ・交流活動、地域づくり・ボランティア活動等への参加促進に努めます。

3-3-4　読書活動の推進
　子どもだけではなく、大人も対象に含めた読書活動推進計画を策定し、すべての町民が本に親
しむ機会の充実に向けた取り組みを推進します。

3-3-5　社会教育施設の整備充実
①社会教育施設再編計画に基づき、老朽化した施設の改築・更新・移転・統廃合を効率的に実施し
ます。　
②社会教育施設の管理運営に際しては、民間活用を検討し、効率的かつ効果的な手法を用いた、
公共サービスの提供に努めます。

3-3 社会教育

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

生涯学習プログラム（講座・教室等）への参加者数

図書館の利用者数

人

人

2,495

44,866

3,300

48,000

青少年育成協会（子どもわくわく体験キャンプ）
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第３部　前期基本計画

現状と課題

一人ひとりが、いつでも、どこでも学習することができ、その成果を活かすことができる社会の実
現が求められています。近年では、人生100年時代やデジタル社会を迎える中、生涯にわたって学
び、活躍できる環境整備や、地域コミュニティの基盤を支える学習活動がますます重視されていま
す。
本町では、令和３年度に策定した生涯学習推進計画【第３期】に基づき、社会教育施設を拠点とし
て、町民の学習ニーズに即した各種の講座・教室、町民大学等の開設をはじめ、青少年の健全育成に
関する事業の推進、読書環境の充実、社会教育団体の支援等を行っています。
このような中、町民や町民団体による自主的な学習活動等が行われていますが、社会情勢の変化
に伴いますます多様化・高度化する学習ニーズへの対応が課題となっているほか、講座や教室等への
参加者の減少や固定化、拠点である社会教育施設の老朽化、さらには青少年を取り巻く環境の変化
といった状況もみられ、その対応が求められています。
今後は、このような状況を踏まえ、生涯学習推進計画の見直しを行い、これに基づき、社会情勢や
町民ニーズを踏まえた魅力ある学習プログラムの提供をはじめ、次代を担う青少年の健全育成に関
する取り組み、町民の読書活動を促進する環境づくり、社会教育施設の老朽化対策等を進めていく
必要があります。

主要施策

3-3-1　生涯学習推進体制の充実
①本町ならではの学習環境づくりを総合的・計画的に進めるため、生涯学習推進計画の見直しを
行います。
②町民主体の学習活動の活発化を促進するため、社会教育団体や自主的な学習団体・サークルの
育成・支援を行います。

3-3-2　魅力ある学習プログラムの提供
　社会情勢の変化や各世代の学習ニーズの的確な把握、指導者やボランティアの発掘・育成を行
い、魅力ある講座・教室、関連事業の企画・開設を図るとともに、様々な情報媒体を活用し、情報発
信を行います。

3-3-3　青少年の健全育成に向けた取り組みの推進
　次代を担う青少年の健全育成に向け、青少年育成協会や子ども会育成会、ジュニアボランティ
アズクラブ等の活動を支援するとともに、家庭教育の機会の提供や青少年の学習・文化・スポー
ツ・交流活動、地域づくり・ボランティア活動等への参加促進に努めます。

3-3-4　読書活動の推進
　子どもだけではなく、大人も対象に含めた読書活動推進計画を策定し、すべての町民が本に親
しむ機会の充実に向けた取り組みを推進します。

3-3-5　社会教育施設の整備充実
①社会教育施設再編計画に基づき、老朽化した施設の改築・更新・移転・統廃合を効率的に実施し
ます。　
②社会教育施設の管理運営に際しては、民間活用を検討し、効率的かつ効果的な手法を用いた、
公共サービスの提供に努めます。

3-3 社会教育

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

生涯学習プログラム（講座・教室等）への参加者数

図書館の利用者数

人

人

2,495

44,866

3,300

48,000

青少年育成協会（子どもわくわく体験キャンプ）

65



第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
３
章
　
人
と
文
化
が
輝
く
子
育
て
・
教
育
の
ま
ち

第３部　前期基本計画

現状と課題

スポーツ活動は、健康・体力の維持・増進に役立つだけではなく、住民同士の交流を促し、地域連
帯意識や郷土愛を育むものとして、地域活性化に大きな役割を果たしています。
本町には、スポーツ協会加盟のスポーツ団体が13団体、スポーツ少年団が６団体あるほか、総合型
地域スポーツクラブ「まほろばの里スポーツクラブ」があり、これらを中心に、多種・多様なスポーツ
活動が行われています。
町では、これらのスポーツ団体の活動を支援しているほか、スポーツ協会やスポーツ推進委員と連
携し、「那珂川満喫歩け歩け大会」や「なかがわ清流マラソン大会」等のスポーツ大会、ニュースポー
ツ等のスポーツ教室を開催し、スポーツの振興に努めています。
また、本町には、数多くのスポーツ施設があり、近年では、令和４年度に、屋内水泳場「ウェルフル
なかがわ」をオープンしたほか、令和７年度には、老朽化対策として総合体育館の照明のＬＥＤ化を行
い、施設環境の充実を図っています。
しかし、近年、健康・体力づくりに対する意識の高まりなどに伴い、スポーツ活動に関心を持つ人が
増える一方、利便性の向上などにより、日常生活において身体を動かす機会が減っていることが指摘
されています。
今後は、このような状況を踏まえ、町民一人ひとりがそれぞれの年齢や体力に応じたスポーツ活動
に親しみ、生活の一部として定着させることができるよう、スポーツ団体の育成や多様なスポーツ活
動の普及促進、スポーツ施設の整備充実を図る必要があります。

主要施策

3-4-1　スポーツ団体等の育成
①町民の自主的なスポーツ活動の活発化に向け、スポーツ協会及び協会に加盟するスポーツ団
体・スポーツ少年団の育成・支援を行います。
②総合型地域スポーツクラブ「まほろばの里スポーツクラブ」について、自主的かつ安定的な活動
が行えるよう、運営支援を行うとともに、町民への周知を図ります。
③多様化する町民ニーズに対応できるよう、スポーツ推進委員の育成・確保に努めます。
④中学校部活動地域移行に向け、その受け皿となる地域クラブの体制整備に努めます。

3-4-2　多様なスポーツ活動の普及促進
　スポーツ協会やスポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ大会・教室の開催をはじめ、多様なス
ポーツに親しみ、活動することができる機会の提供を図ります。特に、誰もが楽しむことができる
ユニバーサルスポーツ※41等の普及を進めます。

3-4-3　スポーツ施設の整備充実
　町民が安全・安心・快適にスポーツ活動を行うことができるよう、スポーツ施設の整備・改修、統
廃合等を計画的に進めます。

3-4 スポーツ

※41：年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もが一緒に楽しむことができるスポーツ。ボッチャや卓球バレーなどがある。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

スポーツイベント（大会・教室等）への参加者数

スポーツ施設利用者数

人

人

2,785

102,743

4,000

120,000

なかがわ清流マラソン大会

ウェルフルなかがわ

66



第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
３
章
　
人
と
文
化
が
輝
く
子
育
て
・
教
育
の
ま
ち

第３部　前期基本計画
第３次那珂川町総合振興計画

なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
３
章
　
人
と
文
化
が
輝
く
子
育
て
・
教
育
の
ま
ち

第３部　前期基本計画

現状と課題

スポーツ活動は、健康・体力の維持・増進に役立つだけではなく、住民同士の交流を促し、地域連
帯意識や郷土愛を育むものとして、地域活性化に大きな役割を果たしています。
本町には、スポーツ協会加盟のスポーツ団体が13団体、スポーツ少年団が６団体あるほか、総合型
地域スポーツクラブ「まほろばの里スポーツクラブ」があり、これらを中心に、多種・多様なスポーツ
活動が行われています。
町では、これらのスポーツ団体の活動を支援しているほか、スポーツ協会やスポーツ推進委員と連
携し、「那珂川満喫歩け歩け大会」や「なかがわ清流マラソン大会」等のスポーツ大会、ニュースポー
ツ等のスポーツ教室を開催し、スポーツの振興に努めています。
また、本町には、数多くのスポーツ施設があり、近年では、令和４年度に、屋内水泳場「ウェルフル
なかがわ」をオープンしたほか、令和７年度には、老朽化対策として総合体育館の照明のＬＥＤ化を行
い、施設環境の充実を図っています。
しかし、近年、健康・体力づくりに対する意識の高まりなどに伴い、スポーツ活動に関心を持つ人が
増える一方、利便性の向上などにより、日常生活において身体を動かす機会が減っていることが指摘
されています。
今後は、このような状況を踏まえ、町民一人ひとりがそれぞれの年齢や体力に応じたスポーツ活動
に親しみ、生活の一部として定着させることができるよう、スポーツ団体の育成や多様なスポーツ活
動の普及促進、スポーツ施設の整備充実を図る必要があります。

主要施策

3-4-1　スポーツ団体等の育成
①町民の自主的なスポーツ活動の活発化に向け、スポーツ協会及び協会に加盟するスポーツ団
体・スポーツ少年団の育成・支援を行います。
②総合型地域スポーツクラブ「まほろばの里スポーツクラブ」について、自主的かつ安定的な活動
が行えるよう、運営支援を行うとともに、町民への周知を図ります。
③多様化する町民ニーズに対応できるよう、スポーツ推進委員の育成・確保に努めます。
④中学校部活動地域移行に向け、その受け皿となる地域クラブの体制整備に努めます。

3-4-2　多様なスポーツ活動の普及促進
　スポーツ協会やスポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ大会・教室の開催をはじめ、多様なス
ポーツに親しみ、活動することができる機会の提供を図ります。特に、誰もが楽しむことができる
ユニバーサルスポーツ※41等の普及を進めます。

3-4-3　スポーツ施設の整備充実
　町民が安全・安心・快適にスポーツ活動を行うことができるよう、スポーツ施設の整備・改修、統
廃合等を計画的に進めます。

3-4 スポーツ

※41：年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もが一緒に楽しむことができるスポーツ。ボッチャや卓球バレーなどがある。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

スポーツイベント（大会・教室等）への参加者数

スポーツ施設利用者数

人

人

2,785

102,743

4,000

120,000

なかがわ清流マラソン大会

ウェルフルなかがわ
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第３部　前期基本計画

現状と課題

文化芸術は、豊かな人間性や感性を育むなど、人が人らしく生きるための糧となるとともに、人と
人との相互理解を促し、ともに生きる社会の基盤となるものであり、地域活性化に重要な役割を果
たしています。
本町には、文化協会加盟の文化団体が40団体あり、これらを中心に、多種・多様な文化芸術活動が
行われており、これらの文化団体の活動を支援しているほか、文化協会と連携し、文化祭等の文化行
事を開催し、文化芸術の振興に努めています。
しかし、文化芸術活動への参加者の減少や固定化といった状況もみられ、今後は、世代を問わず誰
もが気軽に文化芸術にふれ、活動できる環境づくりを一層進めていくことが必要です。
また、歌川広重の肉筆浮世絵や近代美術作品等が展示されている「馬頭広重美術館」は、町の貴
重な財産として、その保存と活用を図っていく必要があります。
そのほかにも、「那須小川古墳群」、「唐御所横穴墓」、「那須官衙遺跡」、「那須神田城跡」の４件の
国指定史跡のほか、数多くの貴重な文化財があります。また、これらの文化財等に関する拠点とし
て、「那珂川町なす風土記の丘資料館」、「郷土資料館」があり、文化財等の保存や収蔵・展示、普及・
啓発等の様々な活動を行っています。
こうした文化財は、町民の郷土への愛着を高めるとともに、本町の歴史や風土を内外に発信する上
で大きな役割を担っていることから、今後も適切な保存・活用等に努めるとともに、資料館のさらな
る機能強化を進めていく必要があります。

3-5 文化芸術・文化財
3-5-1　文化団体等の育成
①町民の自主的な文化芸術活動の活発化に向け、文化協会及び協会に加盟する文化団体の育成・
支援を行います。
②多様化する町民ニーズに対応できるよう、文化芸術に関する指導者の育成・確保に努めます。

3-5-2　文化芸術の発表・鑑賞機会の充実
　文化芸術活動の成果を発表する機会と多様な文化芸術を鑑賞する機会の充実に向け、文化協
会等と連携し、文化祭をはじめ、コンサートや演劇鑑賞会等の企画・開催に努めます。

3-5-3　文化財の保存・活用
①国指定史跡について、範囲確認調査を実施するとともに、調査が終わった史跡については、保
存・活用のための事業計画を策定し、整備に向けた検討を行います。
②文化財を総合的・一体的に保存・活用し、地域の振興と文化財の確実な継承につなげていくた
め、国指定史跡を含め、町内の文化財全体の保存・活用に関する総合的な指針として、文化財保
存活用地域計画の策定に向けた取り組みを進めます。
③埋蔵文化財の保護等に向け、現在作成を進めている遺跡分布地図と遺跡台帳の早期完成及び
有効活用を図ります。
④文化財の保存・活用に向けて様々な取り組みを行う文化財愛護会の活動支援を行います。

3-5-4　「馬頭広重美術館」の充実・活用
　地域の振興につなげるとともに、文化財等を保存・継承していくため、計画的な施設・設備の更
新と併せて、企画展や特別展、公募展（町に関する作品の募集・展示）などの魅力ある展覧会の開
催を図り、集客の増加に努めます。

3-5-5　「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」の充実・活用
　「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」について、施設・設備の更新を計画的に進めるととも
に、魅力ある企画展や講座・教室・出前講座の開催、史跡めぐりをはじめ、文化財等の保存や収蔵・
展示、普及・啓発等に向けた取り組みの一層の充実、情報発信の強化を図ります。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

「馬頭広重美術館」入館者数

「なす風土記の丘資料館」及び「郷土資料館」入館者数

人

人

21,516

12,682

45,000

17,000

主要施策

なす風土記の丘資料館 馬頭広重美術館
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第３部　前期基本計画

現状と課題

文化芸術は、豊かな人間性や感性を育むなど、人が人らしく生きるための糧となるとともに、人と
人との相互理解を促し、ともに生きる社会の基盤となるものであり、地域活性化に重要な役割を果
たしています。
本町には、文化協会加盟の文化団体が40団体あり、これらを中心に、多種・多様な文化芸術活動が
行われており、これらの文化団体の活動を支援しているほか、文化協会と連携し、文化祭等の文化行
事を開催し、文化芸術の振興に努めています。
しかし、文化芸術活動への参加者の減少や固定化といった状況もみられ、今後は、世代を問わず誰
もが気軽に文化芸術にふれ、活動できる環境づくりを一層進めていくことが必要です。
また、歌川広重の肉筆浮世絵や近代美術作品等が展示されている「馬頭広重美術館」は、町の貴
重な財産として、その保存と活用を図っていく必要があります。
そのほかにも、「那須小川古墳群」、「唐御所横穴墓」、「那須官衙遺跡」、「那須神田城跡」の４件の
国指定史跡のほか、数多くの貴重な文化財があります。また、これらの文化財等に関する拠点とし
て、「那珂川町なす風土記の丘資料館」、「郷土資料館」があり、文化財等の保存や収蔵・展示、普及・
啓発等の様々な活動を行っています。
こうした文化財は、町民の郷土への愛着を高めるとともに、本町の歴史や風土を内外に発信する上
で大きな役割を担っていることから、今後も適切な保存・活用等に努めるとともに、資料館のさらな
る機能強化を進めていく必要があります。

3-5 文化芸術・文化財
3-5-1　文化団体等の育成
①町民の自主的な文化芸術活動の活発化に向け、文化協会及び協会に加盟する文化団体の育成・
支援を行います。
②多様化する町民ニーズに対応できるよう、文化芸術に関する指導者の育成・確保に努めます。

3-5-2　文化芸術の発表・鑑賞機会の充実
　文化芸術活動の成果を発表する機会と多様な文化芸術を鑑賞する機会の充実に向け、文化協
会等と連携し、文化祭をはじめ、コンサートや演劇鑑賞会等の企画・開催に努めます。

3-5-3　文化財の保存・活用
①国指定史跡について、範囲確認調査を実施するとともに、調査が終わった史跡については、保
存・活用のための事業計画を策定し、整備に向けた検討を行います。
②文化財を総合的・一体的に保存・活用し、地域の振興と文化財の確実な継承につなげていくた
め、国指定史跡を含め、町内の文化財全体の保存・活用に関する総合的な指針として、文化財保
存活用地域計画の策定に向けた取り組みを進めます。
③埋蔵文化財の保護等に向け、現在作成を進めている遺跡分布地図と遺跡台帳の早期完成及び
有効活用を図ります。
④文化財の保存・活用に向けて様々な取り組みを行う文化財愛護会の活動支援を行います。

3-5-4　「馬頭広重美術館」の充実・活用
　地域の振興につなげるとともに、文化財等を保存・継承していくため、計画的な施設・設備の更
新と併せて、企画展や特別展、公募展（町に関する作品の募集・展示）などの魅力ある展覧会の開
催を図り、集客の増加に努めます。

3-5-5　「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」の充実・活用
　「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」について、施設・設備の更新を計画的に進めるととも
に、魅力ある企画展や講座・教室・出前講座の開催、史跡めぐりをはじめ、文化財等の保存や収蔵・
展示、普及・啓発等に向けた取り組みの一層の充実、情報発信の強化を図ります。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

「馬頭広重美術館」入館者数

「なす風土記の丘資料館」及び「郷土資料館」入館者数

人

人

21,516

12,682

45,000

17,000

主要施策

なす風土記の丘資料館 馬頭広重美術館
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第３部　前期基本計画

第 章 にぎわいと活力あふれる産業のまち

4-1 観光

現状と課題

近年の観光は、コロナ禍の影響による低迷からほぼ回復し、特に、インバウンド※42による旅行者
数は過去最高となっていますが、一部の地域においては、オーバーツーリズム※43が懸念される状況
にあります。
しかし、令和６年の本町の観光客数は、約139万人（栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果）
となっており、コロナ禍以前の令和元年を上回っていますが、平成17年～平成20年ごろ（190万人
前後）と比べると、約50万人減少しています。
本町には、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化資源、おいしい食べ物や「小砂焼」等の特産品
のほか、「道の駅ばとう」や「馬頭温泉郷」、キャンプ場、ゴルフ場、祭り・イベントなど、多彩で魅力あ
る観光資源がありますが、観光客が年間を通じて繰り返し訪れたいと思う、魅力ある観光基盤とし
ての活用状況は必ずしも十分とはいえません。また、町や町の観光資源の知名度の低さといった状
況も指摘されています。
今後は、このような状況を踏まえ、観光振興の総合的な指針である観光振興計画を見直し、観光
客の増加による地域経済の活性化、観光から移住への展開を視野に入れ、既存観光資源の一層の磨
き上げや本町の特性に即した新たな観光資源の掘り起こし、情報発信の強化を進めていく必要があ
ります。

4
4-1-1　観光協会の運営支援
　観光の振興に向けた各種活動の一層の活発化に向け、必要に応じＤＭＯ※44の設立も含め、観
光協会の組織強化を目指した運営支援を行います。

4-1-2　既存観光資源の充実・活用
①「道の駅ばとう」をはじめ、「ゆりがねの湯」や「まほろばの湯湯親館」、「青少年旅行村」、「まほろ
ばキャンプ場」などの町営施設について、集客力の向上を見据えた一層の魅力化、利用ニーズや
老朽化への対応に向け、運営の工夫や施設・設備の整備・改修等を計画的に進めます。
②「馬頭温泉郷」の温泉旅館やオートキャンプ場をはじめとする民間施設についても、一層の魅力
化や経営の安定化に向け、必要に応じて側面からの支援を行います。
③町を周遊できるレンタサイクル事業及びサイクリングコースの充実に向け、観光協会との連携を
図ります。
④町民や町民団体と連携し、「夢まつり」をはじめとする祭り・イベントの内容充実・有効活用を図
ります。

4-1-3　新たな観光資源の掘り起こし
　観光協会をはじめ町民や事業者等と連携し、「里山景観」、「歴史文化」、「食」、「農」などの本町
の特性を活かした魅力ある着地型観光ツアーの開発、新たな旅のスタイルといわれるワーケーショ
ン＆ブレジャー※45の導入検討など、新たな観光資源・仕組みの掘り起こしを進めます。

4-1-4　観光に関する情報発信の強化
　観光・交流・関係人口の拡大に向け、様々な情報媒体を活用し、町及び町の観光資源について、
多言語にも対応した情報発信の強化を図ります。

4-1-５　広域観光体制の充実
　広域的連携のもと、圏域一体となった集客活動の展開やグリーン・ツーリズム※46の推進をはじ
め、広域観光体制の充実を図ります。

主要施策

※44：Destination Management ／ Marketing Organizationの略。観光地域づくりの舵取り役として、各種調整機能を持つとともに、
各種観光データの収集・分析等を行い、戦略を組み立て運営する法人格を持った組織。

※45：ワーケーションは、「ワーク（仕事）」と「バケーション（休暇）」を組み合わせた言葉。観光地などで仕事をしつつ余暇を楽しむこと。ブレ
ジャーは、「ビジネス」と「レジャー」を組み合わせた言葉。出張等の機会を活用し、滞在を延長するなどして余暇を楽しむこと。

※46：緑豊かな農村地域において、自然や文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。
※42：訪日外国人旅行。
※43：過度の混雑やマナー違反により、地域町民の生活への悪影響や旅行者の満足度低下を及ぼす状態のこと。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

観光客数（１月～ 12月） 万人 139 170
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第３部　前期基本計画

第 章 にぎわいと活力あふれる産業のまち

4-1 観光

現状と課題

近年の観光は、コロナ禍の影響による低迷からほぼ回復し、特に、インバウンド※42による旅行者
数は過去最高となっていますが、一部の地域においては、オーバーツーリズム※43が懸念される状況
にあります。
しかし、令和６年の本町の観光客数は、約139万人（栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果）
となっており、コロナ禍以前の令和元年を上回っていますが、平成17年～平成20年ごろ（190万人
前後）と比べると、約50万人減少しています。
本町には、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化資源、おいしい食べ物や「小砂焼」等の特産品
のほか、「道の駅ばとう」や「馬頭温泉郷」、キャンプ場、ゴルフ場、祭り・イベントなど、多彩で魅力あ
る観光資源がありますが、観光客が年間を通じて繰り返し訪れたいと思う、魅力ある観光基盤とし
ての活用状況は必ずしも十分とはいえません。また、町や町の観光資源の知名度の低さといった状
況も指摘されています。
今後は、このような状況を踏まえ、観光振興の総合的な指針である観光振興計画を見直し、観光
客の増加による地域経済の活性化、観光から移住への展開を視野に入れ、既存観光資源の一層の磨
き上げや本町の特性に即した新たな観光資源の掘り起こし、情報発信の強化を進めていく必要があ
ります。

4
4-1-1　観光協会の運営支援
　観光の振興に向けた各種活動の一層の活発化に向け、必要に応じＤＭＯ※44の設立も含め、観
光協会の組織強化を目指した運営支援を行います。

4-1-2　既存観光資源の充実・活用
①「道の駅ばとう」をはじめ、「ゆりがねの湯」や「まほろばの湯湯親館」、「青少年旅行村」、「まほろ
ばキャンプ場」などの町営施設について、集客力の向上を見据えた一層の魅力化、利用ニーズや
老朽化への対応に向け、運営の工夫や施設・設備の整備・改修等を計画的に進めます。
②「馬頭温泉郷」の温泉旅館やオートキャンプ場をはじめとする民間施設についても、一層の魅力
化や経営の安定化に向け、必要に応じて側面からの支援を行います。
③町を周遊できるレンタサイクル事業及びサイクリングコースの充実に向け、観光協会との連携を
図ります。
④町民や町民団体と連携し、「夢まつり」をはじめとする祭り・イベントの内容充実・有効活用を図
ります。

4-1-3　新たな観光資源の掘り起こし
　観光協会をはじめ町民や事業者等と連携し、「里山景観」、「歴史文化」、「食」、「農」などの本町
の特性を活かした魅力ある着地型観光ツアーの開発、新たな旅のスタイルといわれるワーケーショ
ン＆ブレジャー※45の導入検討など、新たな観光資源・仕組みの掘り起こしを進めます。

4-1-4　観光に関する情報発信の強化
　観光・交流・関係人口の拡大に向け、様々な情報媒体を活用し、町及び町の観光資源について、
多言語にも対応した情報発信の強化を図ります。

4-1-５　広域観光体制の充実
　広域的連携のもと、圏域一体となった集客活動の展開やグリーン・ツーリズム※46の推進をはじ
め、広域観光体制の充実を図ります。

主要施策

※44：Destination Management ／ Marketing Organizationの略。観光地域づくりの舵取り役として、各種調整機能を持つとともに、
各種観光データの収集・分析等を行い、戦略を組み立て運営する法人格を持った組織。

※45：ワーケーションは、「ワーク（仕事）」と「バケーション（休暇）」を組み合わせた言葉。観光地などで仕事をしつつ余暇を楽しむこと。ブレ
ジャーは、「ビジネス」と「レジャー」を組み合わせた言葉。出張等の機会を活用し、滞在を延長するなどして余暇を楽しむこと。

※46：緑豊かな農村地域において、自然や文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。
※42：訪日外国人旅行。
※43：過度の混雑やマナー違反により、地域町民の生活への悪影響や旅行者の満足度低下を及ぼす状態のこと。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

観光客数（１月～ 12月） 万人 139 170

71



第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
４
章
　
に
ぎ
わ
い
と
活
力
あ
ふ
れ
る
産
業
の
ま
ち

第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、令和７年度に、新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定し、平時からの食料安全保障を
実現する観点から、農業の構造転換を集中的に推し進めることとしています。
本町は、古くから農業を主要産業として発展し、現在、米をはじめ、イチゴやトマトなどの野菜、ナシ
やブドウなどの果樹の生産、畜産等が行われているほか、バイオマスエネルギーを活用したマンゴー
やコーヒーの栽培も行われています。
本町では、これまで、農業の振興に向けた様々な取り組みを積極的に進めてきましたが、農業従事
者の高齢化や減少、これらに伴う耕作放棄地の増加、輸入農産物の増加による価格の低迷など、対
応すべき課題が山積しています。
このような中、主要産業である農業を今後も維持・発展させていくためには、関係機関・団体と連
携し、将来を担う農業者の育成・確保を重点に、近年の環境変化に即した多面的な農業振興施策を
一体的に推進していくことが必要です。
一方、森林は、木材の生産をはじめ、水源のかん養や山地災害の防止、快適環境の形成などの多面
的な機能を持ち、人々の生活と深く結びついています。
本町では、古くから広大な面積の山林を活用した林業が盛んで、良質な八溝材の生産が行われて
きましたが、林業従事者の高齢化や減少が進み、手入れが行き届かない森林が増加傾向にあります。
今後は、このような状況を踏まえ、森林が将来にわたって適切に管理・整備され、木材の生産をは
じめ、森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、森林整備計画（令和2年度策定、令和５
年度変更）に基づき、森林の適正管理・整備を促していく必要があります。
また、水産業としては、アユをはじめとする川魚の漁獲、ホンモロコ、ウナギの養殖などが行われて
いますが、今後とも、これらの安定生産に向けた取り組みを進めていく必要があります。

※47：デジタル技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする農業。

4-2 農林水産業 主要施策

4-2-1　農業の担い手の育成
①関係機関と連携し、支援体制の強化や農地の集積等を進め、本町の農業を支える認定農業者の
育成・確保、集落営農の促進を図ります。
②関係機関による支援制度の周知・活用促進、移住・定住促進施策との連動等により、新規就農
者・後継者の掘り起こしと着実な就農の促進を図ります。
③多様な担い手の育成に向け、企業の参入促進や定年退職後の就農の促進、農福連携の仕組みづ
くりなどについても検討していきます。

4-2-2　農産物生産体制の充実促進
①関係機関と連携し、農地や農道、用排水施設などの農業生産基盤の整備・改修、整備された農
業生産基盤を保全する地域ぐるみの共同活動への支援を行います。
②関係機関と連携し、効率的な生産技術や関連施設、スマート農業※47の導入を支援し、米をはじ
め野菜、果樹、畜産物等の生産性・品質の向上を促進します。
③中山間地域などの狭隘な農地での営農を支援するため、中山間地域等直接支払交付金制度を
活用するほか、関係機関と連携し、農産物の高付加価値化に取り組み、農業者の所得向上を図
ります。

4-2-3　農業の６次産業化の促進
　既存の農産物加工品の安定生産・販路拡大を促進するほか、各地域における農産物加工施設
（小さな拠点）の整備を支援し、新たな農産物加工品の開発・販売を促進します。

4-2-4　環境にやさしい農業の促進
　化学農薬・化学肥料の使用量の低減や有機栽培の支援等により、環境にやさしい持続可能な農
業の展開を促進します。

中山間地域での田植え

南那須農業アカデミー（いちご選別作業）
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、令和７年度に、新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定し、平時からの食料安全保障を
実現する観点から、農業の構造転換を集中的に推し進めることとしています。
本町は、古くから農業を主要産業として発展し、現在、米をはじめ、イチゴやトマトなどの野菜、ナシ
やブドウなどの果樹の生産、畜産等が行われているほか、バイオマスエネルギーを活用したマンゴー
やコーヒーの栽培も行われています。
本町では、これまで、農業の振興に向けた様々な取り組みを積極的に進めてきましたが、農業従事
者の高齢化や減少、これらに伴う耕作放棄地の増加、輸入農産物の増加による価格の低迷など、対
応すべき課題が山積しています。
このような中、主要産業である農業を今後も維持・発展させていくためには、関係機関・団体と連
携し、将来を担う農業者の育成・確保を重点に、近年の環境変化に即した多面的な農業振興施策を
一体的に推進していくことが必要です。
一方、森林は、木材の生産をはじめ、水源のかん養や山地災害の防止、快適環境の形成などの多面
的な機能を持ち、人々の生活と深く結びついています。
本町では、古くから広大な面積の山林を活用した林業が盛んで、良質な八溝材の生産が行われて
きましたが、林業従事者の高齢化や減少が進み、手入れが行き届かない森林が増加傾向にあります。
今後は、このような状況を踏まえ、森林が将来にわたって適切に管理・整備され、木材の生産をは
じめ、森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、森林整備計画（令和2年度策定、令和５
年度変更）に基づき、森林の適正管理・整備を促していく必要があります。
また、水産業としては、アユをはじめとする川魚の漁獲、ホンモロコ、ウナギの養殖などが行われて
いますが、今後とも、これらの安定生産に向けた取り組みを進めていく必要があります。

※47：デジタル技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする農業。

4-2 農林水産業 主要施策

4-2-1　農業の担い手の育成
①関係機関と連携し、支援体制の強化や農地の集積等を進め、本町の農業を支える認定農業者の
育成・確保、集落営農の促進を図ります。
②関係機関による支援制度の周知・活用促進、移住・定住促進施策との連動等により、新規就農
者・後継者の掘り起こしと着実な就農の促進を図ります。
③多様な担い手の育成に向け、企業の参入促進や定年退職後の就農の促進、農福連携の仕組みづ
くりなどについても検討していきます。

4-2-2　農産物生産体制の充実促進
①関係機関と連携し、農地や農道、用排水施設などの農業生産基盤の整備・改修、整備された農
業生産基盤を保全する地域ぐるみの共同活動への支援を行います。
②関係機関と連携し、効率的な生産技術や関連施設、スマート農業※47の導入を支援し、米をはじ
め野菜、果樹、畜産物等の生産性・品質の向上を促進します。
③中山間地域などの狭隘な農地での営農を支援するため、中山間地域等直接支払交付金制度を
活用するほか、関係機関と連携し、農産物の高付加価値化に取り組み、農業者の所得向上を図
ります。

4-2-3　農業の６次産業化の促進
　既存の農産物加工品の安定生産・販路拡大を促進するほか、各地域における農産物加工施設
（小さな拠点）の整備を支援し、新たな農産物加工品の開発・販売を促進します。

4-2-4　環境にやさしい農業の促進
　化学農薬・化学肥料の使用量の低減や有機栽培の支援等により、環境にやさしい持続可能な農
業の展開を促進します。

中山間地域での田植え

南那須農業アカデミー（いちご選別作業）
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第３部　前期基本計画

※48：デジタル技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする林業。
※49：国から関係地方公共団体に配分・交付する譲与税で、森林の整備に関する施策（間伐等）や森林の整備の促進に関する施策（人材育成・

担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等）を推進するための費用として充てることとされている。
※50：手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者

に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度。
※51：放置された間伐材等の林地残材を引き取り、地元の店でしか利用できない地域通貨券と交換することで、森林整備の促進と地域経済の

循環を同時に図る取り組み。

4-2-5　林業の担い手の育成
　担い手の育成に関する補助制度の周知と活用を促進し、林業従事者及び林業事業体の育成を
図ります。

4-2-6　計画的な森林管理・整備の促進
①林道の整備をはじめ、森林施業の共同化やスマート林業※48の導入の支援など、合理的かつ省
力・低コストで森林施業が行える体制づくりを進めます。
②森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、森林環境譲与税※49や森林経営管理
制度※50を適宜活用しながら、森林整備計画に示す森林の機能区分に沿った適正な管理・整備
を促進します。

4-2-7　「木の駅プロジェクト」の推進
　地域の森林資源を有効に活用し、持続可能な林業の展開と地域経済の活性化を図るため、「木
の駅プロジェクト※51」を推進します。

4-2-8　地元産材の利用促進
　地元産材の利用拡大に向け、公共建築物の建設に地元産材の利用を推進するほか、木材需要
の拡大に関する補助制度の周知と活用を促進し、一般住宅の建設への地元産材の利用を促進し
ます。

4-2-9　有害鳥獣対策の推進
①イノシシやハクビシンなどによる農林産物の被害を防止するため、鳥獣被害防止計画に基づき、
効果的な有害鳥獣対策を推進します。
②イノシシ肉「八溝ししまる」について、本町の特産品の一つとして、加工・販売を進めます。

4-2-10　水産業の振興
①那珂川の漁業資源の維持・拡大のため、アユの放流事業を実施します。
②ホンモロコの養殖について、県水産試験場等と連携し、安定的な生産を促進するとともに、飲食
店や宿泊施設等への働きかけなど、販路の維持・拡大を支援していきます。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

人

箇所

ha

千円

3

1

15.7

1,468

10

5

80.0

1,000

新規就農者数（累計）

農産物加工施設整備箇所数（累計）

森林経営管理事業面積（累計）

野生鳥獣による農作物被害額
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第３部　前期基本計画

※48：デジタル技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする林業。
※49：国から関係地方公共団体に配分・交付する譲与税で、森林の整備に関する施策（間伐等）や森林の整備の促進に関する施策（人材育成・

担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等）を推進するための費用として充てることとされている。
※50：手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者

に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度。
※51：放置された間伐材等の林地残材を引き取り、地元の店でしか利用できない地域通貨券と交換することで、森林整備の促進と地域経済の

循環を同時に図る取り組み。

4-2-5　林業の担い手の育成
　担い手の育成に関する補助制度の周知と活用を促進し、林業従事者及び林業事業体の育成を
図ります。

4-2-6　計画的な森林管理・整備の促進
①林道の整備をはじめ、森林施業の共同化やスマート林業※48の導入の支援など、合理的かつ省
力・低コストで森林施業が行える体制づくりを進めます。
②森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、森林環境譲与税※49や森林経営管理
制度※50を適宜活用しながら、森林整備計画に示す森林の機能区分に沿った適正な管理・整備
を促進します。

4-2-7　「木の駅プロジェクト」の推進
　地域の森林資源を有効に活用し、持続可能な林業の展開と地域経済の活性化を図るため、「木
の駅プロジェクト※51」を推進します。

4-2-8　地元産材の利用促進
　地元産材の利用拡大に向け、公共建築物の建設に地元産材の利用を推進するほか、木材需要
の拡大に関する補助制度の周知と活用を促進し、一般住宅の建設への地元産材の利用を促進し
ます。

4-2-9　有害鳥獣対策の推進
①イノシシやハクビシンなどによる農林産物の被害を防止するため、鳥獣被害防止計画に基づき、
効果的な有害鳥獣対策を推進します。
②イノシシ肉「八溝ししまる」について、本町の特産品の一つとして、加工・販売を進めます。

4-2-10　水産業の振興
①那珂川の漁業資源の維持・拡大のため、アユの放流事業を実施します。
②ホンモロコの養殖について、県水産試験場等と連携し、安定的な生産を促進するとともに、飲食
店や宿泊施設等への働きかけなど、販路の維持・拡大を支援していきます。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

人

箇所

ha

千円

3

1

15.7

1,468

10

5

80.0

1,000

新規就農者数（累計）

農産物加工施設整備箇所数（累計）

森林経営管理事業面積（累計）

野生鳥獣による農作物被害額
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第３部　前期基本計画

現状と課題

商業は、人々の生活に必要な商品・サービスを提供するだけではなく、地域のにぎわいや人々の交
流を生み出すものとして、まちづくりにおいて重要な位置を占めていますが、人口の減少や人々の大
型店志向の強まり、ネットショッピングの普及等に伴い、全国的に地域商業の衰退が進み、その再生
が大きな課題となっています。
本町の商業活動は、馬頭・小川の両市街地に形成された商店街をはじめ、幹線道路の沿道に立地
する商業施設などを中心に展開されています。
本町の商業は、これまで、地域住民の日々の生活を支えてきましたが、全国的動向と同様に、地域
商業をめぐる状況が厳しさを増す中、商店街等においては、経営者の高齢化や後継者不足等とも相
まって、空き店舗が増加するなど、厳しい状況にあります。
このため、商工会との連携を強化し、商業経営の継続・安定化の支援をはじめ、本町の地域性に即
した商業活動の展開を促す取り組みを進めていく必要があります。
一方、工業は、地域経済の発展や雇用の場の確保に直結する重要な産業であり、地域活性化や人々
の移住・定住に大きな役割を果たしています。
本町には、大手製造業の工場など様々な事業所が立地しているほか、新宿平工業団地をはじめと
する工業団地を有しており、町の活力や町民の雇用を生み出していますが、人手不足や資材価格の高
騰などを背景に、本町の工業も停滞傾向にあります。
今後は、町経済の発展と雇用の場の確保を目指し、既存事業所の継続・安定化の支援や創業の支
援、新たな企業の誘致に向けた取り組みを進めていく必要があります。
また、本町の商業・工業においては、農林水産物加工品、料理、和菓子・スイーツ類など、数多くの特
産品があります。
今後とも、これらの商品をブランド品として定着させるとともに、新たな特産品が生み出されるよ
う、商工業事業者へ支援を行っていく必要があります。

4-3 商工業 主要施策

4-3-1　商工会の運営支援
　商工業の振興に向けた各種活動の活発化に向け、商工会の運営支援を行います。

4-3-2　商工業事業所の継続・安定化の支援
①商工業事業所の事業の継続と経営の安定化に向け、町の中小企業振興資金融資（運転資金・設
備資金）や県等関係機関による各種融資制度の周知と活用を促進します。
②事業承継、維持・存続に向けた町の新たな支援制度の創設について検討・推進します。
③商工業事業所の活性化に向け、宇都宮大学等と連携し、商品パッケージや店内リニューアル等
に取り組む産学官連携事業を実施します。

4-3-3　創業の支援
　町内での起業・創業を促進するため、町の中小企業振興資金融資（創業支援資金）や新規出店
支援補助金、空き店舗等活用促進事業費補助金、県等関係機関による各種融資制度の周知と活
用を促進します。

4-3-4　企業誘致に向けた情報発信の強化
　新たな活力の創造と雇用の場の拡充に向け、企業立地に向けた情報発信の強化を図るととも
に、県と連携して効果的な企業誘致活動を展開し、優良企業の立地を促進します。

4-3-5　特産品の振興
①県立馬頭高等学校や事業者等と連携し、新たな特産品の掘り起こしを進めます。
②「那珂川町地域ブランド認定商品」をはじめとする特産品の販路の維持・拡大に向け、様々な情
報媒体を活用した情報発信の強化をはじめ、商業施設や宿泊施設との連携、ふるさと納税返礼
品への活用などを促進します。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

新規出店件数（累計）

新規地域ブランド認定商品件数（累計）

件

件

1

0

5

10
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第３部　前期基本計画

現状と課題

商業は、人々の生活に必要な商品・サービスを提供するだけではなく、地域のにぎわいや人々の交
流を生み出すものとして、まちづくりにおいて重要な位置を占めていますが、人口の減少や人々の大
型店志向の強まり、ネットショッピングの普及等に伴い、全国的に地域商業の衰退が進み、その再生
が大きな課題となっています。
本町の商業活動は、馬頭・小川の両市街地に形成された商店街をはじめ、幹線道路の沿道に立地
する商業施設などを中心に展開されています。
本町の商業は、これまで、地域住民の日々の生活を支えてきましたが、全国的動向と同様に、地域
商業をめぐる状況が厳しさを増す中、商店街等においては、経営者の高齢化や後継者不足等とも相
まって、空き店舗が増加するなど、厳しい状況にあります。
このため、商工会との連携を強化し、商業経営の継続・安定化の支援をはじめ、本町の地域性に即
した商業活動の展開を促す取り組みを進めていく必要があります。
一方、工業は、地域経済の発展や雇用の場の確保に直結する重要な産業であり、地域活性化や人々
の移住・定住に大きな役割を果たしています。
本町には、大手製造業の工場など様々な事業所が立地しているほか、新宿平工業団地をはじめと
する工業団地を有しており、町の活力や町民の雇用を生み出していますが、人手不足や資材価格の高
騰などを背景に、本町の工業も停滞傾向にあります。
今後は、町経済の発展と雇用の場の確保を目指し、既存事業所の継続・安定化の支援や創業の支
援、新たな企業の誘致に向けた取り組みを進めていく必要があります。
また、本町の商業・工業においては、農林水産物加工品、料理、和菓子・スイーツ類など、数多くの特
産品があります。
今後とも、これらの商品をブランド品として定着させるとともに、新たな特産品が生み出されるよ
う、商工業事業者へ支援を行っていく必要があります。

4-3 商工業 主要施策

4-3-1　商工会の運営支援
　商工業の振興に向けた各種活動の活発化に向け、商工会の運営支援を行います。

4-3-2　商工業事業所の継続・安定化の支援
①商工業事業所の事業の継続と経営の安定化に向け、町の中小企業振興資金融資（運転資金・設
備資金）や県等関係機関による各種融資制度の周知と活用を促進します。
②事業承継、維持・存続に向けた町の新たな支援制度の創設について検討・推進します。
③商工業事業所の活性化に向け、宇都宮大学等と連携し、商品パッケージや店内リニューアル等
に取り組む産学官連携事業を実施します。

4-3-3　創業の支援
　町内での起業・創業を促進するため、町の中小企業振興資金融資（創業支援資金）や新規出店
支援補助金、空き店舗等活用促進事業費補助金、県等関係機関による各種融資制度の周知と活
用を促進します。

4-3-4　企業誘致に向けた情報発信の強化
　新たな活力の創造と雇用の場の拡充に向け、企業立地に向けた情報発信の強化を図るととも
に、県と連携して効果的な企業誘致活動を展開し、優良企業の立地を促進します。

4-3-5　特産品の振興
①県立馬頭高等学校や事業者等と連携し、新たな特産品の掘り起こしを進めます。
②「那珂川町地域ブランド認定商品」をはじめとする特産品の販路の維持・拡大に向け、様々な情
報媒体を活用した情報発信の強化をはじめ、商業施設や宿泊施設との連携、ふるさと納税返礼
品への活用などを促進します。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

新規出店件数（累計）

新規地域ブランド認定商品件数（累計）

件

件

1

0

5

10
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第３部　前期基本計画

現状と課題

近年、国の雇用情勢は、コロナ禍の影響による大幅な悪化から持ち直していますが、まだ完全に回
復したとはいえません。
ハローワーク那須烏山管内においても、求人はコロナ禍以前の水準に近づいていますが、人手不
足をはじめ、求職者の希望と求人内容が合致しない雇用のミスマッチといった問題が生じています。
本町においても、地域産業を取り巻く情勢が厳しさを増す中、雇用の場の不足が指摘される一方
で、少子高齢化の急速な進行や若者の町外流出等に伴い、町内事業所における労働力不足といった
状況がみられます。
このため、今後は、本計画に掲げる観光・農林水産業・商工業の各種の産業振興施策を積極的に
推進し、魅力ある雇用の場の確保に努めるとともに、関係機関と連携し、情報提供や相談をはじめ、
町民の地元雇用につながる取り組みや、働きやすく魅力ある職場環境づくりに向けた取り組みを進
めていく必要があります。

4-4 雇用対策 主要施策

4-4-1　町民の地元雇用の促進
①若者をはじめ、町民が就職しやすい環境づくりに向け、栃木労働局やハローワーク那須烏山、町
内事業所等と連携し、就職に関する情報提供の推進や合同説明会・相談会の開催、職業能力の
開発に関する支援を行います。
②町内事業所における町民雇用の促進に向け、立地企業が町民を雇用した場合に交付する雇用
促進奨励金の周知と活用を促進します。

4-4-2　魅力ある職場環境づくりの促進
　働きやすく魅力ある職場環境づくりに向け、町内事業所に対し、多様で柔軟な働き方の実現を
はじめとする「働き方改革」についての啓発活動・情報提供を行います。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

馬頭高等学校生の町内事業所就職者数 人 6 10
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第３部　前期基本計画

現状と課題

近年、国の雇用情勢は、コロナ禍の影響による大幅な悪化から持ち直していますが、まだ完全に回
復したとはいえません。
ハローワーク那須烏山管内においても、求人はコロナ禍以前の水準に近づいていますが、人手不
足をはじめ、求職者の希望と求人内容が合致しない雇用のミスマッチといった問題が生じています。
本町においても、地域産業を取り巻く情勢が厳しさを増す中、雇用の場の不足が指摘される一方
で、少子高齢化の急速な進行や若者の町外流出等に伴い、町内事業所における労働力不足といった
状況がみられます。
このため、今後は、本計画に掲げる観光・農林水産業・商工業の各種の産業振興施策を積極的に
推進し、魅力ある雇用の場の確保に努めるとともに、関係機関と連携し、情報提供や相談をはじめ、
町民の地元雇用につながる取り組みや、働きやすく魅力ある職場環境づくりに向けた取り組みを進
めていく必要があります。

4-4 雇用対策 主要施策

4-4-1　町民の地元雇用の促進
①若者をはじめ、町民が就職しやすい環境づくりに向け、栃木労働局やハローワーク那須烏山、町
内事業所等と連携し、就職に関する情報提供の推進や合同説明会・相談会の開催、職業能力の
開発に関する支援を行います。
②町内事業所における町民雇用の促進に向け、立地企業が町民を雇用した場合に交付する雇用
促進奨励金の周知と活用を促進します。

4-4-2　魅力ある職場環境づくりの促進
　働きやすく魅力ある職場環境づくりに向け、町内事業所に対し、多様で柔軟な働き方の実現を
はじめとする「働き方改革」についての啓発活動・情報提供を行います。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

馬頭高等学校生の町内事業所就職者数 人 6 10
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第３部　前期基本計画

第 章 未来への都市基盤が整ったまち

5-1 土地利用・市街地整備

現状と課題

土地は、あらゆる活動の共通の基盤であるとともに、限られた貴重な資源であり、公共の福祉と自
然との共生に配慮しながら、高度かつ有効に利用していくことが必要です。
本町における土地利用の状況をみると、山林や田・畑等の自然的土地利用が総面積の大半を占め
ています。
また、総面積の20.1％にあたる38.80㎢が都市計画区域に指定され、このうちの3.6％にあたる
1.4㎢に用途地域が定められています。
本町では、これまで、土地利用関連法令・関連計画に基づき、計画的な土地利用や市街地整備を
進めてきましたが、社会情勢が大きく変化する中、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化環境、主
要産業である農業の振興に向けた森林や里山、農地等の保全が求められているほか、一方では、便
利で安全・快適な市街地環境の形成をはじめ、移住・定住の促進や観光客の増加に向けた都市的な
土地利用を進めていくことも重要な課題となっています。
今後は、土地利用に関連する計画等に基づき、町の持続的発展に向けた計画的な土地利用・市街
地整備を進めていく必要があります。
また、本町では、土地の所在、地番、地目、境界及び所有者を明確化し、土地の適正な開発や保全に
つなげていくため、地籍調査事業を進めています。
令和７年３月末の進捗率は85.9％となっていますが、早期完了を目指し、今後とも事業を効率的
に推進していく必要があります。

5 主要施策

5-1-1　土地利用方針の明確化
　町全体として整合のとれた適正な土地利用を推進するため、国土利用計画や土地利用調整基本
計画などの土地利用に関連する計画等の見直しを行います。

5-1-2　適正な土地利用・市街地整備の誘導
　土地利用に関連する法令・計画の周知と一体的な運用により、土地利用区分に応じた適正な土
地利用・市街地整備を誘導します。

5-1-3　地籍調査事業の推進
　土地を高度に利用するため、関係機関と連携し、効率的な調査手法により地籍調査事業を推進
します。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

地籍調査等実施済面積（累計） ㎢ 139.3 144.7

80



第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
５
章
　
未
来
へ
の
都
市
基
盤
が
整
っ
た
ま
ち

第３部　前期基本計画
第３次那珂川町総合振興計画

なかがわ『わくわく』プラン2035

第
３
部
　
前
期
基
本
計
画

第
５
章
　
未
来
へ
の
都
市
基
盤
が
整
っ
た
ま
ち

第３部　前期基本計画

第 章 未来への都市基盤が整ったまち

5-1 土地利用・市街地整備

現状と課題

土地は、あらゆる活動の共通の基盤であるとともに、限られた貴重な資源であり、公共の福祉と自
然との共生に配慮しながら、高度かつ有効に利用していくことが必要です。
本町における土地利用の状況をみると、山林や田・畑等の自然的土地利用が総面積の大半を占め
ています。
また、総面積の20.1％にあたる38.80㎢が都市計画区域に指定され、このうちの3.6％にあたる
1.4㎢に用途地域が定められています。
本町では、これまで、土地利用関連法令・関連計画に基づき、計画的な土地利用や市街地整備を
進めてきましたが、社会情勢が大きく変化する中、美しい自然環境・景観や貴重な歴史文化環境、主
要産業である農業の振興に向けた森林や里山、農地等の保全が求められているほか、一方では、便
利で安全・快適な市街地環境の形成をはじめ、移住・定住の促進や観光客の増加に向けた都市的な
土地利用を進めていくことも重要な課題となっています。
今後は、土地利用に関連する計画等に基づき、町の持続的発展に向けた計画的な土地利用・市街
地整備を進めていく必要があります。
また、本町では、土地の所在、地番、地目、境界及び所有者を明確化し、土地の適正な開発や保全に
つなげていくため、地籍調査事業を進めています。
令和７年３月末の進捗率は85.9％となっていますが、早期完了を目指し、今後とも事業を効率的
に推進していく必要があります。

5 主要施策

5-1-1　土地利用方針の明確化
　町全体として整合のとれた適正な土地利用を推進するため、国土利用計画や土地利用調整基本
計画などの土地利用に関連する計画等の見直しを行います。

5-1-2　適正な土地利用・市街地整備の誘導
　土地利用に関連する法令・計画の周知と一体的な運用により、土地利用区分に応じた適正な土
地利用・市街地整備を誘導します。

5-1-3　地籍調査事業の推進
　土地を高度に利用するため、関係機関と連携し、効率的な調査手法により地籍調査事業を推進
します。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

地籍調査等実施済面積（累計） ㎢ 139.3 144.7
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第３部　前期基本計画

現状と課題

道路や公共交通は、住民の日常生活や地域の産業・経済活動、人々の交流を支える重要な社会基
盤であり、そのあり方は、地域の発展に密接に結びついています。
本町の道路網は、国道４路線（293号・294号・400号・461号）と県道10路線（主要地方道２路
線、一般県道8路線）、町道418路線によって構成されています。
これまで、国・県道の整備促進をはじめ、町道の整備・維持管理や橋梁の長寿命化などを計画的に
進めてきましたが、令和７年３月末時点の町道改良率は55.9％で未整備区間が多い状況にあります。
今後は、町と周辺都市を結ぶ道路の整備による町民及び観光客の利便性の向上と高齢化のさらな
る進行等を見据えた町民の安全性の確保に向け、町内道路網の整備を計画的かつ効率的に進めて
いく必要があります。
一方、本町の公共交通としては、民間事業者による路線バス、町のコミュニティバス、デマンドタク
シーが運行されています。
また、令和４年度に策定した地域公共交通計画に基づき、これらの維持に向けた取り組みを進め
ていますが、人口減少に伴う利用者の減少により、公共交通網の維持が困難な状況になることが予
想されるほか、運行本数の少なさや、乗り継ぎの不便さといった問題もみられ、これらへの対応が求
められています。
今後は、すべての町民をはじめ、町を訪れる人が、いつでも安心して外出・移動することができるよ
う、持続可能な公共交通の構築を目指した取り組みを進めていく必要があります。

5-2 道路・公共交通

主要施策

5-2-1　那珂川を渡河する新たな道路の整備促進
　主要な幹線道路と周辺都市間のアクセスの向上や町民の利便性・安全性の確保に向け、那珂川
を渡河する新たな道路整備の早期事業化を関係機関に要望していきます。

5-2-2　国・県道の整備促進
①町の主要な幹線道路である、一般国道293号をはじめとする国道の現道拡幅やバイパス整備、
歩道の設置を関係機関に要望していきます。
②広域圏の連携を図る、一般県道矢又大内線をはじめとする県道の未整備区間における整備を
関係機関に要望していきます。

5-2-3　高規格道路の整備促進
　将来的な八溝地域の発展に向け、関係自治体と協調し、国の構想路線として位置づけられた
「（仮）北関東北部横断道路」及び「（仮）つくば・八溝縦貫・白河道路」の早期事業化を関係機関に
要望していきます。

5-2-4　町道の整備・管理
　町民の利便性や安全性の確保に向け、地域間を結ぶ町道の整備や既設道路の維持管理を計画
的・効率的に推進します。

5-2-5　橋梁・道路施設の長寿命化
　橋梁長寿命化修繕計画や舗装の個別計画に基づき、橋梁及び道路施設の定期的な点検と予防
保全的な修繕を行い、長寿命化を図ります。

5-2-6　公共交通の維持・充実
①アンケート調査などを定期的に実施し、公共交通に関する町民ニーズの把握に努めるとともに、
人口減少などの社会情勢を踏まえ、地域公共交通計画の見直しを行います。
②持続可能な公共交通の構築を見据え、路線バスの維持をはじめ、コミュニティバス及びデマンド
タクシーの運行の充実を図るとともに、安心して日常生活を送るため、交通手段の利便性向上
に努めます。
③隣接市町の移動サービスとの連携による広域的な公共交通網の形成について検討していきま
す。

5-2-7　まちづくりのための道路の整備
①近隣自治体と連携のとれる、広域的な道路交通網の整備促進を図ります。
②災害時においても避難や物資供給を円滑に行うことができる道路ネットワークの整備促進を図
ります。
③「道の駅ばとう」を拠点とした、町内観光施設等へのアクセス道路の整備促進を図ります。
④公共交通における利便性の向上のため、運行時間短縮など効率化が期待される道路の整備促
進を図ります。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

町道整備事業による整備済路線数

デマンドタクシー利用者数

路線

人

0

7,065

2

10,000
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第３部　前期基本計画

現状と課題

道路や公共交通は、住民の日常生活や地域の産業・経済活動、人々の交流を支える重要な社会基
盤であり、そのあり方は、地域の発展に密接に結びついています。
本町の道路網は、国道４路線（293号・294号・400号・461号）と県道10路線（主要地方道２路
線、一般県道8路線）、町道418路線によって構成されています。
これまで、国・県道の整備促進をはじめ、町道の整備・維持管理や橋梁の長寿命化などを計画的に
進めてきましたが、令和７年３月末時点の町道改良率は55.9％で未整備区間が多い状況にあります。
今後は、町と周辺都市を結ぶ道路の整備による町民及び観光客の利便性の向上と高齢化のさらな
る進行等を見据えた町民の安全性の確保に向け、町内道路網の整備を計画的かつ効率的に進めて
いく必要があります。
一方、本町の公共交通としては、民間事業者による路線バス、町のコミュニティバス、デマンドタク
シーが運行されています。
また、令和４年度に策定した地域公共交通計画に基づき、これらの維持に向けた取り組みを進め
ていますが、人口減少に伴う利用者の減少により、公共交通網の維持が困難な状況になることが予
想されるほか、運行本数の少なさや、乗り継ぎの不便さといった問題もみられ、これらへの対応が求
められています。
今後は、すべての町民をはじめ、町を訪れる人が、いつでも安心して外出・移動することができるよ
う、持続可能な公共交通の構築を目指した取り組みを進めていく必要があります。

5-2 道路・公共交通

主要施策

5-2-1　那珂川を渡河する新たな道路の整備促進
　主要な幹線道路と周辺都市間のアクセスの向上や町民の利便性・安全性の確保に向け、那珂川
を渡河する新たな道路整備の早期事業化を関係機関に要望していきます。

5-2-2　国・県道の整備促進
①町の主要な幹線道路である、一般国道293号をはじめとする国道の現道拡幅やバイパス整備、
歩道の設置を関係機関に要望していきます。
②広域圏の連携を図る、一般県道矢又大内線をはじめとする県道の未整備区間における整備を
関係機関に要望していきます。

5-2-3　高規格道路の整備促進
　将来的な八溝地域の発展に向け、関係自治体と協調し、国の構想路線として位置づけられた
「（仮）北関東北部横断道路」及び「（仮）つくば・八溝縦貫・白河道路」の早期事業化を関係機関に
要望していきます。

5-2-4　町道の整備・管理
　町民の利便性や安全性の確保に向け、地域間を結ぶ町道の整備や既設道路の維持管理を計画
的・効率的に推進します。

5-2-5　橋梁・道路施設の長寿命化
　橋梁長寿命化修繕計画や舗装の個別計画に基づき、橋梁及び道路施設の定期的な点検と予防
保全的な修繕を行い、長寿命化を図ります。

5-2-6　公共交通の維持・充実
①アンケート調査などを定期的に実施し、公共交通に関する町民ニーズの把握に努めるとともに、
人口減少などの社会情勢を踏まえ、地域公共交通計画の見直しを行います。
②持続可能な公共交通の構築を見据え、路線バスの維持をはじめ、コミュニティバス及びデマンド
タクシーの運行の充実を図るとともに、安心して日常生活を送るため、交通手段の利便性向上
に努めます。
③隣接市町の移動サービスとの連携による広域的な公共交通網の形成について検討していきま
す。

5-2-7　まちづくりのための道路の整備
①近隣自治体と連携のとれる、広域的な道路交通網の整備促進を図ります。
②災害時においても避難や物資供給を円滑に行うことができる道路ネットワークの整備促進を図
ります。
③「道の駅ばとう」を拠点とした、町内観光施設等へのアクセス道路の整備促進を図ります。
④公共交通における利便性の向上のため、運行時間短縮など効率化が期待される道路の整備促
進を図ります。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

町道整備事業による整備済路線数

デマンドタクシー利用者数

路線

人

0

7,065

2

10,000
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第３部　前期基本計画

馬頭公園

現状と課題

公園は、住民の交流・憩いの場、スポーツ・レクリエーションの場、子どもの遊び場となる施設です
が、全国的に施設の老朽化が進み、安全対策の強化が求められています。
本町には、丘陵地に整備された馬頭公園をはじめ、市街地には、室町小公園などの４つの小公園が
あるほか、農村公園やふるさとの森公園など多くの公園があります。
これまで、これらの公園の整備や維持管理を計画的に進めてきたほか、アンケート調査結果など
の町民ニーズを踏まえ、令和６年度から、馬頭公園の再整備に着手しています。
今後は、幅広い世代の町民の憩いの場になるとともに、利用するすべての人々が様々な活動を行え
る場となるよう、馬頭公園の再整備を計画的に進め、早期完成に努めることが必要です。
また、その他の公園についても、町民が安全・安心に利用することができるよう、公園設備の整備
充実や維持管理等に努める必要があります。

5-3 公園 主要施策

5-3-1　馬頭公園の再整備・利用促進
①子育て世代を中心に幅広い世代の町民が利用しやすい安全で魅力的な憩いの空間となるよう、
また、利用するすべての人々が良好な公園環境の中で様々な活動を行えるよう、既存遊具の更新
や施設のバリアフリー化をはじめとする再整備事業を計画的に進め、早期完成に努めます。
②関係機関と連携し、公園内における各種団体の活動やイベントの開催を促すなど、利用促進に
向けた取り組みを進めます。

5-3-2　公園の維持管理
　町民が安全・安心に利用できるよう、公園の施設・設備の点検や更新を計画的に進めます。
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第３部　前期基本計画

馬頭公園

現状と課題

公園は、住民の交流・憩いの場、スポーツ・レクリエーションの場、子どもの遊び場となる施設です
が、全国的に施設の老朽化が進み、安全対策の強化が求められています。
本町には、丘陵地に整備された馬頭公園をはじめ、市街地には、室町小公園などの４つの小公園が
あるほか、農村公園やふるさとの森公園など多くの公園があります。
これまで、これらの公園の整備や維持管理を計画的に進めてきたほか、アンケート調査結果など
の町民ニーズを踏まえ、令和６年度から、馬頭公園の再整備に着手しています。
今後は、幅広い世代の町民の憩いの場になるとともに、利用するすべての人々が様々な活動を行え
る場となるよう、馬頭公園の再整備を計画的に進め、早期完成に努めることが必要です。
また、その他の公園についても、町民が安全・安心に利用することができるよう、公園設備の整備
充実や維持管理等に努める必要があります。

5-3 公園 主要施策

5-3-1　馬頭公園の再整備・利用促進
①子育て世代を中心に幅広い世代の町民が利用しやすい安全で魅力的な憩いの空間となるよう、
また、利用するすべての人々が良好な公園環境の中で様々な活動を行えるよう、既存遊具の更新
や施設のバリアフリー化をはじめとする再整備事業を計画的に進め、早期完成に努めます。
②関係機関と連携し、公園内における各種団体の活動やイベントの開催を促すなど、利用促進に
向けた取り組みを進めます。

5-3-2　公園の維持管理
　町民が安全・安心に利用できるよう、公園の施設・設備の点検や更新を計画的に進めます。
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第３部　前期基本計画

現状と課題

快適で安全・安心な住まいは、人々が幸せな人生を送るための基盤となります。
現在、本町では、10団地221戸の町営住宅と、５団地77戸の町有住宅を管理・運営しています。
これらの住宅は、全体的に老朽化が進んでおり、平成28年度に策定した町営住宅等長寿命化計画
に基づき、住宅の適正管理を進めていますが、今後とも、老朽化の状況や町民ニーズを踏まえなが
ら、町営住宅等の計画的な改修等が必要となっています。
また、住まいや住環境に関する取り組みとして、建築基準法の改正前に建てられた木造住宅の耐
震化の支援を行っているほか、令和４年度に策定した空家等対策計画に基づき、増加が進む空き家
等の適正管理を促進していますが、今後とも、快適で安全・安心な住環境づくりに向け、これらの取
り組みを継続していく必要があります。

5-4 住宅 主要施策

5-4-1　町営住宅・町有住宅の適正管理
　町営住宅・町有住宅について、実情に即して町営住宅等長寿命化計画の見直しを行い、これに基
づき、予防保全型の修繕等による長寿命化、適正戸数を見据えた用途廃止・解体等を進めるとと
もに、未入居住宅への入居を促進します。

5-4-2　木造住宅の耐震化の支援
　安全・安心な住まいづくりに向け、建築基準法の改正前に建築された木造住宅を対象とした耐
震診断士の派遣や耐震改修・耐震建替えに関する支援制度の周知と活用を促進します。

5-4-3　空き家の適正管理の促進
　良好な生活環境を保全するため、空家等対策計画に基づき、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家
について把握するとともに、所有者に対し適正管理・解体等に関する助言・指導等を行います。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

公営住宅入居率 ％ 76.9 100.0

住宅の耐震無料相談会
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第３部　前期基本計画

現状と課題

快適で安全・安心な住まいは、人々が幸せな人生を送るための基盤となります。
現在、本町では、10団地221戸の町営住宅と、５団地77戸の町有住宅を管理・運営しています。
これらの住宅は、全体的に老朽化が進んでおり、平成28年度に策定した町営住宅等長寿命化計画
に基づき、住宅の適正管理を進めていますが、今後とも、老朽化の状況や町民ニーズを踏まえなが
ら、町営住宅等の計画的な改修等が必要となっています。
また、住まいや住環境に関する取り組みとして、建築基準法の改正前に建てられた木造住宅の耐
震化の支援を行っているほか、令和４年度に策定した空家等対策計画に基づき、増加が進む空き家
等の適正管理を促進していますが、今後とも、快適で安全・安心な住環境づくりに向け、これらの取
り組みを継続していく必要があります。

5-4 住宅 主要施策

5-4-1　町営住宅・町有住宅の適正管理
　町営住宅・町有住宅について、実情に即して町営住宅等長寿命化計画の見直しを行い、これに基
づき、予防保全型の修繕等による長寿命化、適正戸数を見据えた用途廃止・解体等を進めるとと
もに、未入居住宅への入居を促進します。

5-4-2　木造住宅の耐震化の支援
　安全・安心な住まいづくりに向け、建築基準法の改正前に建築された木造住宅を対象とした耐
震診断士の派遣や耐震改修・耐震建替えに関する支援制度の周知と活用を促進します。

5-4-3　空き家の適正管理の促進
　良好な生活環境を保全するため、空家等対策計画に基づき、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家
について把握するとともに、所有者に対し適正管理・解体等に関する助言・指導等を行います。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

公営住宅入居率 ％ 76.9 100.0

住宅の耐震無料相談会
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、地方創生の取り組みが始まってから、およそ10年が経ちましたが、人口減少は加速してい
ます。このような中、国は、令和６年度に、「新しい地方経済・生活環境創生本部（新地方創生本部）」
を設置し、『地方創生2.0』として再起動させ、さらに令和７年度には、「地域未来戦略本部」を設置す
るとともに、国の新たな総合戦略である「地方創生に関する総合戦略」を策定し、人口減少対策を強
力に推し進めることとしています。
人口減少を抑制し、地方創生を実現していくためには、生まれる子どもを増やすことはもとより、
観光客をはじめとする交流人口の関係人口化を促進し、さらに定住人口へと発展させることが不可
欠です。そのためには、結婚・出産・子育てしやすい環境の整備、安定的な所得を確保するための産業
の振興と雇用の場の充実、そして誰もが住み続けたくなる安全・安心・便利な地域づくりなど、様々
な分野における様々な取り組みを一体的に進め、地域の魅力や活力、住みやすさを総合的に高めて
いくことが必要です。
本町では、移住・定住者のための居住地として、平成21年度に「農ある田舎暮らし高手の里」の整
備を行ったほか、令和４年度に策定した分譲宅地整備計画に基づき、子育て世帯を対象とした分譲
宅地として、小川地内の上宿地区に、令和５年度に２区画、令和６年度から令和７年度にかけて４区
画の整備を行いました。
そのほか、これまで、様々な情報媒体を活用した町の情報発信を行ってきたほか、移住・定住に関
する相談への対応や地域資源情報バンクの取り組み、移住者への経済的支援などを行ってきまし
た。
今後は、誰もが住み続けたくなる、移り住みたくなる「選ばれる町」を目指し、これらの取り組みの
一層の充実を図るとともに、新たな取り組みについても検討・推進し、移住・定住希望者の掘り起こ
しと確実な定着につなげていくことが必要です。

5-5 移住・定住 主要施策

5-5-1　分譲宅地の整備・情報発信の強化
①実情に即した分譲宅地計画の見直しを行い、子育て世帯をはじめ、幅広い層を対象とした分譲
宅地の整備を計画的に進めていくとともに、早期分譲及び住宅建設の促進に努めます。
②分譲宅地及び「農ある田舎暮らし高手の里」の情報について、様々な情報媒体を活用し、情報発
信の強化を図ります。

5-5-2　移住・定住に関する情報発信の強化
　町の知名度やイメージを向上させ、移住希望者や関係人口を掘り起こすため、那珂川町地域資
源情報バンク検索サイト「なかがわぐらし」をはじめ、様々な情報媒体・機会を活用し、移住・定住
に関する情報発信の強化を図ります。

5-5-3　移住・定住に関する相談体制の充実
　移住・定住に関する相談に効果的に対応するため、都内のふるさと回帰支援センターや県内に
設置されている移住相談員などと連携し、相談体制の充実を図ります。

5-5-4　地域資源情報バンクの充実
　空き家・空き店舗等の活用による移住・定住の促進に向け、地域資源情報バンクの充実を図る
とともに、登録された住宅の購入費・改修費の支援を行います。

5-5-5　移住・定住支援事業の推進
①町民の町外への転出抑制と町外からの移住者の増加を図るとともに、　定住を促進するため、
移住・定住者への支援制度について検討していきます。
②東京圏からの移住者に移住支援金を支給する国・県の移住支援事業の周知と活用を促進します。

5-5-6　高校生の子どもがいる世帯への支援
　進学を機に転出する世帯が、いつまでも本町に住み続けることができるよう、支援制度について
検討していきます。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

転出超過数（転出者－転入者）

地域資源情報バンク町外利用者マッチング件数（累計）

人

件

715

6

515

35

心すっぴんなかがわぐらし
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国では、地方創生の取り組みが始まってから、およそ10年が経ちましたが、人口減少は加速してい
ます。このような中、国は、令和６年度に、「新しい地方経済・生活環境創生本部（新地方創生本部）」
を設置し、『地方創生2.0』として再起動させ、さらに令和７年度には、「地域未来戦略本部」を設置す
るとともに、国の新たな総合戦略である「地方創生に関する総合戦略」を策定し、人口減少対策を強
力に推し進めることとしています。
人口減少を抑制し、地方創生を実現していくためには、生まれる子どもを増やすことはもとより、
観光客をはじめとする交流人口の関係人口化を促進し、さらに定住人口へと発展させることが不可
欠です。そのためには、結婚・出産・子育てしやすい環境の整備、安定的な所得を確保するための産業
の振興と雇用の場の充実、そして誰もが住み続けたくなる安全・安心・便利な地域づくりなど、様々
な分野における様々な取り組みを一体的に進め、地域の魅力や活力、住みやすさを総合的に高めて
いくことが必要です。
本町では、移住・定住者のための居住地として、平成21年度に「農ある田舎暮らし高手の里」の整
備を行ったほか、令和４年度に策定した分譲宅地整備計画に基づき、子育て世帯を対象とした分譲
宅地として、小川地内の上宿地区に、令和５年度に２区画、令和６年度から令和７年度にかけて４区
画の整備を行いました。
そのほか、これまで、様々な情報媒体を活用した町の情報発信を行ってきたほか、移住・定住に関
する相談への対応や地域資源情報バンクの取り組み、移住者への経済的支援などを行ってきまし
た。
今後は、誰もが住み続けたくなる、移り住みたくなる「選ばれる町」を目指し、これらの取り組みの
一層の充実を図るとともに、新たな取り組みについても検討・推進し、移住・定住希望者の掘り起こ
しと確実な定着につなげていくことが必要です。

5-5 移住・定住 主要施策

5-5-1　分譲宅地の整備・情報発信の強化
①実情に即した分譲宅地計画の見直しを行い、子育て世帯をはじめ、幅広い層を対象とした分譲
宅地の整備を計画的に進めていくとともに、早期分譲及び住宅建設の促進に努めます。
②分譲宅地及び「農ある田舎暮らし高手の里」の情報について、様々な情報媒体を活用し、情報発
信の強化を図ります。

5-5-2　移住・定住に関する情報発信の強化
　町の知名度やイメージを向上させ、移住希望者や関係人口を掘り起こすため、那珂川町地域資
源情報バンク検索サイト「なかがわぐらし」をはじめ、様々な情報媒体・機会を活用し、移住・定住
に関する情報発信の強化を図ります。

5-5-3　移住・定住に関する相談体制の充実
　移住・定住に関する相談に効果的に対応するため、都内のふるさと回帰支援センターや県内に
設置されている移住相談員などと連携し、相談体制の充実を図ります。

5-5-4　地域資源情報バンクの充実
　空き家・空き店舗等の活用による移住・定住の促進に向け、地域資源情報バンクの充実を図る
とともに、登録された住宅の購入費・改修費の支援を行います。

5-5-5　移住・定住支援事業の推進
①町民の町外への転出抑制と町外からの移住者の増加を図るとともに、　定住を促進するため、
移住・定住者への支援制度について検討していきます。
②東京圏からの移住者に移住支援金を支給する国・県の移住支援事業の周知と活用を促進します。

5-5-6　高校生の子どもがいる世帯への支援
　進学を機に転出する世帯が、いつまでも本町に住み続けることができるよう、支援制度について
検討していきます。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

転出超過数（転出者－転入者）

地域資源情報バンク町外利用者マッチング件数（累計）

人

件

715

6

515

35

心すっぴんなかがわぐらし
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第３部　前期基本計画

現状と課題

デジタル技術が急速に発展し、ＡＩやロボットなどを活用した社会変革が進んでいます。
本町では、これまで、各種システムの導入・更新等により、行政内部の環境整備を行い、電子自治体
の構築を進めてきたほか、地域における情報通信基盤として、ケーブルテレビ網を整備し、地上デジ
タル放送の再送信や高速インターネットが利用可能な環境を整備してきました。
近年では、ケーブルテレビ施設の老朽化への対応や機能の強化に向け、令和３年度から令和７年度
までに、ケーブルテレビ光化基本計画に基づき、施設の全線光化を進めてきました。
また、令和5年度には、「わくわく未来ＤＸ宣言」を行うとともに、ＤＸプロモーションプランを策定
し、D（デジタル）よりもＸ（トランスフォーメーション）、すなわち、町民サービスの向上のための“変
革”を重視した本町ならではのＤＸに積極的に取り組んでいます。
こうしたＤＸは、これからのまちづくりに必要不可欠なものであることから、行政と地域社会の両
方のデジタル変革に向けた取り組みを一層積極的に進めていく必要があります。
全国的に、人口減少が進み、多くの地方自治体が移住・定住の促進や観光・交流・関係人口の拡大
などに積極的に取り組んでおり、自治体間競争がさらに激しさを増しています。
このような中、本町が選ばれるまちになるためには、町の魅力や様々な情報を町内外に一層積極的
に発信していくことが必要不可欠です。
このため、今後は、「情報発信の強化」を、本計画の重点施策として位置づけ、“町を売り込む”・“受
け手側に響く”という視点に立った、戦略的な情報発信・プロモーション活動※52を進めていく必要が
あります。

5-6 デジタル化・情報発信

主要施策

5-6-1　地域の情報通信基盤の充実
①整備されたケーブルテレビ網を有効活用するため、放送センターを含めた施設管理計画を策定
し、適正かつ計画的に維持管理を進めます。
②ケーブルテレビ網について、福祉分野での活用など、新たな活用方法の検討を進めるとともに、
加入促進を図ります。

5-6-2　行政のデジタル変革の推進
①町民の利便性の向上に向け、支払いのキャッシュレス化や行政手続のオンライン化、書かせな
い・待たせない窓口の整備を進めます。
②行政機能の高度化・効率化に向け、ＡＩやＲＰＡ※53等の導入、基幹系システムの標準化・共通化
を進めます。
③いつでも、どこでも働けるよう、テレワークやオンライン会議を推進します。
④サイバー攻撃等による問題の発生を防ぐため、セキュリティ対策の強化を図ります。

5-6-3　地域社会のデジタル変革の推進
①地域活性化と町民生活の向上に向け、産業分野や教育分野、福祉分野をはじめ、幅広い分野に
おけるさらなるデジタル変革を進めます。
②すべての町民がデジタル化のメリットを享受することができるよう、学習機会の提供など、デジ
タルデバイド※54対策を推進します。
③町民や事業者がデータを容易に利活用できるよう、データのオープン化を進めます。
④便利で公平・公正な社会づくりに向け、マイナンバーカードの普及促進に努めます。

5-6-4　広報活動の充実
①わかりやすく「伝える」から「伝わる」を意識した広報紙づくりをはじめ、ホームページやＳＮＳ等
を活用した広報活動の充実に努めるほか、デジタル技術を活用した新たな広報機能の導入につ
いて検討・推進します。
②ケーブルテレビの自主放送番組の充実を図り、行政情報をはじめ地域に根差したきめ細やかな
情報の提供を行います。

5-6-5　戦略的な情報発信・プロモーション活動の推進
①情報発信・プロモーション活動を戦略的・効果的に行うため、専門的な知識と技術を有する人材
等の活用を含め、ターゲットに合わせた情報の選定、発信方法の選択など体制の強化を図ります。
②町の知名度やイメージを向上させ、移住者や観光・交流・関係人口の拡大、特産品の振興など、
産業・経済の活性化等を進めるため、“町を売り込む”・“受け手側に響く”という視点を重視した、
戦略的な情報発信・プロモーション活動を積極的に推進します。

※52：直訳すれば、売り込む（プロモーション）活動のこと。この場合、町の知名度やイメージの向上、ブランドの確立を目指し、宣伝・広報・
営業活動を行うこと。 ※53：Robotic Process Automationの略。ロボットにより業務を自動化する仕組み。

※54：デジタル技術を利用できる人と利用できない人との間に生じる格差のこと。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

ケーブルテレビ施設の加入率

町公式ＬＩＮＥ登録者数

％

人

76.0

0

100.0

30,000
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第３部　前期基本計画

現状と課題

デジタル技術が急速に発展し、ＡＩやロボットなどを活用した社会変革が進んでいます。
本町では、これまで、各種システムの導入・更新等により、行政内部の環境整備を行い、電子自治体
の構築を進めてきたほか、地域における情報通信基盤として、ケーブルテレビ網を整備し、地上デジ
タル放送の再送信や高速インターネットが利用可能な環境を整備してきました。
近年では、ケーブルテレビ施設の老朽化への対応や機能の強化に向け、令和３年度から令和７年度
までに、ケーブルテレビ光化基本計画に基づき、施設の全線光化を進めてきました。
また、令和5年度には、「わくわく未来ＤＸ宣言」を行うとともに、ＤＸプロモーションプランを策定
し、D（デジタル）よりもＸ（トランスフォーメーション）、すなわち、町民サービスの向上のための“変
革”を重視した本町ならではのＤＸに積極的に取り組んでいます。
こうしたＤＸは、これからのまちづくりに必要不可欠なものであることから、行政と地域社会の両
方のデジタル変革に向けた取り組みを一層積極的に進めていく必要があります。
全国的に、人口減少が進み、多くの地方自治体が移住・定住の促進や観光・交流・関係人口の拡大
などに積極的に取り組んでおり、自治体間競争がさらに激しさを増しています。
このような中、本町が選ばれるまちになるためには、町の魅力や様々な情報を町内外に一層積極的
に発信していくことが必要不可欠です。
このため、今後は、「情報発信の強化」を、本計画の重点施策として位置づけ、“町を売り込む”・“受
け手側に響く”という視点に立った、戦略的な情報発信・プロモーション活動※52を進めていく必要が
あります。

5-6 デジタル化・情報発信

主要施策

5-6-1　地域の情報通信基盤の充実
①整備されたケーブルテレビ網を有効活用するため、放送センターを含めた施設管理計画を策定
し、適正かつ計画的に維持管理を進めます。
②ケーブルテレビ網について、福祉分野での活用など、新たな活用方法の検討を進めるとともに、
加入促進を図ります。

5-6-2　行政のデジタル変革の推進
①町民の利便性の向上に向け、支払いのキャッシュレス化や行政手続のオンライン化、書かせな
い・待たせない窓口の整備を進めます。
②行政機能の高度化・効率化に向け、ＡＩやＲＰＡ※53等の導入、基幹系システムの標準化・共通化
を進めます。
③いつでも、どこでも働けるよう、テレワークやオンライン会議を推進します。
④サイバー攻撃等による問題の発生を防ぐため、セキュリティ対策の強化を図ります。

5-6-3　地域社会のデジタル変革の推進
①地域活性化と町民生活の向上に向け、産業分野や教育分野、福祉分野をはじめ、幅広い分野に
おけるさらなるデジタル変革を進めます。
②すべての町民がデジタル化のメリットを享受することができるよう、学習機会の提供など、デジ
タルデバイド※54対策を推進します。
③町民や事業者がデータを容易に利活用できるよう、データのオープン化を進めます。
④便利で公平・公正な社会づくりに向け、マイナンバーカードの普及促進に努めます。

5-6-4　広報活動の充実
①わかりやすく「伝える」から「伝わる」を意識した広報紙づくりをはじめ、ホームページやＳＮＳ等
を活用した広報活動の充実に努めるほか、デジタル技術を活用した新たな広報機能の導入につ
いて検討・推進します。
②ケーブルテレビの自主放送番組の充実を図り、行政情報をはじめ地域に根差したきめ細やかな
情報の提供を行います。

5-6-5　戦略的な情報発信・プロモーション活動の推進
①情報発信・プロモーション活動を戦略的・効果的に行うため、専門的な知識と技術を有する人材
等の活用を含め、ターゲットに合わせた情報の選定、発信方法の選択など体制の強化を図ります。
②町の知名度やイメージを向上させ、移住者や観光・交流・関係人口の拡大、特産品の振興など、
産業・経済の活性化等を進めるため、“町を売り込む”・“受け手側に響く”という視点を重視した、
戦略的な情報発信・プロモーション活動を積極的に推進します。

※52：直訳すれば、売り込む（プロモーション）活動のこと。この場合、町の知名度やイメージの向上、ブランドの確立を目指し、宣伝・広報・
営業活動を行うこと。 ※53：Robotic Process Automationの略。ロボットにより業務を自動化する仕組み。

※54：デジタル技術を利用できる人と利用できない人との間に生じる格差のこと。

成果指標

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

ケーブルテレビ施設の加入率

町公式ＬＩＮＥ登録者数

％

人

76.0

0

100.0

30,000
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第３部　前期基本計画

第 章 みんなでつくるみんなのまち

6-1 町民参画・協働

現状と課題

社会情勢の変化に伴い行政ニーズがますます増大・多様化する一方、人口の減少による地域の担
い手不足が進む中、魅力と活力ある地域をつくり上げ、将来にわたって持続させていくためには、公
的な取り組みだけではなく、地域における多様な主体の参画と協働が必要不可欠です。
そのためには、住民の意見や提案を聞く場を充実させ、住民ニーズを的確に把握しながら、住民参
画・協働の仕組みを構築することが必要です。
本町では、町民の意見や提案を町政に反映させるため、ホームページやＳＮＳ等を通じた意見の収
集、町民との懇談会の開催等の広聴活動を行っています。
また、各種計画の策定において、審議会や委員会の開催、アンケート調査、トークカフェ※55、パブ

リックコメント※56の実施等により、町民参画・協働に努めています。
しかし、町民が主体的にまちづくりに参画・協働するための環境整備はまだまだ十分とはいえま
せん。
今後は、令和７年度に策定した協働のまちづくり指針に基づき、町民、団体、企業、学校、行政等が
共通認識を持ち、意識を高めるとともに、これまでの取り組みをさらに発展させながら、多様な分野
における参画・協働の仕組みを構築し、協働のまちづくりを推進していく必要があります。

6 主要施策

6-1-1　町民参画・協働推進体制の充実
①町民の参画・協働意識の高揚、実践活動の促進に向け、様々な情報媒体を活用し、参画・協働の
重要性や実際の事例等に関する啓発活動・情報提供を推進します。
②協働のまちづくり指針に基づき、町民、団体、企業、学校、行政等という異なる立場の主体が対等
な立場で連携・協力し、よりよい未来に向けたまちづくりを進める体制の整備を図ります。

6-1-2　広聴活動の充実
　ホームページやＳＮＳ、町民との懇談会等による広聴活動の充実に努めます。

6-1-3　多様な分野における町民参画・協働の促進
①町の各種計画の策定や検証、見直しにあたって、審議会・委員会やアンケート調査、トークカ
フェ、パブリックコメント等を実施し、町民の参画・協働を促進します。
②文化行事や祭り・イベントの企画・運営への町民の参画・協働を促進します。
③公共施設の整備や管理・運営、公共サービスの提供への町民及び民間の参画・協働を促進しま
す。

6-1-4　まちづくり団体の活動支援
　町民主体のまちづくり、町民と行政との協働のまちづくりの担い手として、自主的な活動を行う
まちづくり団体の活動支援を行うとともに、活動を支援する提案型補助金の周知と活用を促進し
ます。

※55：少人数のグループで、お茶菓子が用意された気兼ねない雰囲気の中で、ざっくばらんな本音やアイディアを交換できる場を提供する、
町民との意見交換会。

※56：ホームページ等を活用した町民意見の聴取。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

まちづくり団体数 団体 1 10
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第３部　前期基本計画

第 章 みんなでつくるみんなのまち

6-1 町民参画・協働

現状と課題

社会情勢の変化に伴い行政ニーズがますます増大・多様化する一方、人口の減少による地域の担
い手不足が進む中、魅力と活力ある地域をつくり上げ、将来にわたって持続させていくためには、公
的な取り組みだけではなく、地域における多様な主体の参画と協働が必要不可欠です。
そのためには、住民の意見や提案を聞く場を充実させ、住民ニーズを的確に把握しながら、住民参
画・協働の仕組みを構築することが必要です。
本町では、町民の意見や提案を町政に反映させるため、ホームページやＳＮＳ等を通じた意見の収
集、町民との懇談会の開催等の広聴活動を行っています。
また、各種計画の策定において、審議会や委員会の開催、アンケート調査、トークカフェ※55、パブ

リックコメント※56の実施等により、町民参画・協働に努めています。
しかし、町民が主体的にまちづくりに参画・協働するための環境整備はまだまだ十分とはいえま
せん。
今後は、令和７年度に策定した協働のまちづくり指針に基づき、町民、団体、企業、学校、行政等が
共通認識を持ち、意識を高めるとともに、これまでの取り組みをさらに発展させながら、多様な分野
における参画・協働の仕組みを構築し、協働のまちづくりを推進していく必要があります。

6 主要施策

6-1-1　町民参画・協働推進体制の充実
①町民の参画・協働意識の高揚、実践活動の促進に向け、様々な情報媒体を活用し、参画・協働の
重要性や実際の事例等に関する啓発活動・情報提供を推進します。
②協働のまちづくり指針に基づき、町民、団体、企業、学校、行政等という異なる立場の主体が対等
な立場で連携・協力し、よりよい未来に向けたまちづくりを進める体制の整備を図ります。

6-1-2　広聴活動の充実
　ホームページやＳＮＳ、町民との懇談会等による広聴活動の充実に努めます。

6-1-3　多様な分野における町民参画・協働の促進
①町の各種計画の策定や検証、見直しにあたって、審議会・委員会やアンケート調査、トークカ
フェ、パブリックコメント等を実施し、町民の参画・協働を促進します。
②文化行事や祭り・イベントの企画・運営への町民の参画・協働を促進します。
③公共施設の整備や管理・運営、公共サービスの提供への町民及び民間の参画・協働を促進しま
す。

6-1-4　まちづくり団体の活動支援
　町民主体のまちづくり、町民と行政との協働のまちづくりの担い手として、自主的な活動を行う
まちづくり団体の活動支援を行うとともに、活動を支援する提案型補助金の周知と活用を促進し
ます。

※55：少人数のグループで、お茶菓子が用意された気兼ねない雰囲気の中で、ざっくばらんな本音やアイディアを交換できる場を提供する、
町民との意見交換会。

※56：ホームページ等を活用した町民意見の聴取。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

まちづくり団体数 団体 1 10
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第３部　前期基本計画

小口地区ふれあいまつり

現状と課題

家族形態の変化や価値観の多様化、プライバシー意識の高まり等を背景に、全国的に地域コミュ
ニティ活動への参加者の減少や自治組織への加入率の低下が進み、地域コミュニティの弱体化・崩壊
が懸念されています。
また、少子高齢化の進行や大規模な自然災害の頻発等を背景に、身近な地域でお互いに支え合い
ながらともに生きていくことの重要性が再認識されてきており、地域コミュニティの維持・再生が大
きな課題となっています。
本町には、現在、37の行政区と、その中に各自治会が組織されており、地域集会施設などを活動
拠点として、環境美化活動や地域安全活動をはじめ、様々な地域コミュニティ活動が展開されてい
ます。
一方、少子高齢化や人口減少の急速な進行、価値観の多様化等を背景に、こうした地域コミュニ
ティ活動への参加者の減少、加入率の低下といった状況がみられ、将来にわたる地域コミュニティ機
能の維持・強化が大きな課題となっています。
今後、本町が活力あるまちづくりを進めていくためには、各行政区の活力を高めることが基本とな
ることから、町民の自治意識の高揚や活動の活性化支援をはじめ、持続可能な地域コミュニティの
形成に向けた取り組みを積極的に進めていく必要があります。

6-2 地域コミュニティ 主要施策

6-2-1　自治意識の高揚
　町民の“自分たちの地域は自分たちでつくる”という意識をさらに高め、行政区（自治会）への加入
や活動への参加を促すため、様々な情報媒体を活用し、住民自治の重要性や地域コミュニティ活
動の状況等に関する啓発活動・情報提供を推進します。

6-2-2　地域コミュニティ活動の活性化支援
①地域コミュニティ活動の活性化に向け、各行政区に対する運営補助金やコミュニティ助成事業
の活用を図ります。
②より活発な地域コミュニティ活動の展開や行政区（自治会）への加入促進に向け、新たな支援に
ついて検討していきます。
③地域課題の効果的な把握・解決、持続可能な地域コミュニティの形成に向け、職員の地域コ
ミュニティ活動への参画を促進します。
④各行政区の業務負担の軽減に向け、デジタル技術等を活用した業務の効率化・簡素化を図りま
す。

6-2-3　地域コミュニティ施設の充実支援
　身近な活動拠点である公民館や集会所等の修繕に対する支援を行います。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

自治会加入率 ％ 66.0 70.0
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第３部　前期基本計画

小口地区ふれあいまつり

現状と課題

家族形態の変化や価値観の多様化、プライバシー意識の高まり等を背景に、全国的に地域コミュ
ニティ活動への参加者の減少や自治組織への加入率の低下が進み、地域コミュニティの弱体化・崩壊
が懸念されています。
また、少子高齢化の進行や大規模な自然災害の頻発等を背景に、身近な地域でお互いに支え合い
ながらともに生きていくことの重要性が再認識されてきており、地域コミュニティの維持・再生が大
きな課題となっています。
本町には、現在、37の行政区と、その中に各自治会が組織されており、地域集会施設などを活動
拠点として、環境美化活動や地域安全活動をはじめ、様々な地域コミュニティ活動が展開されてい
ます。
一方、少子高齢化や人口減少の急速な進行、価値観の多様化等を背景に、こうした地域コミュニ
ティ活動への参加者の減少、加入率の低下といった状況がみられ、将来にわたる地域コミュニティ機
能の維持・強化が大きな課題となっています。
今後、本町が活力あるまちづくりを進めていくためには、各行政区の活力を高めることが基本とな
ることから、町民の自治意識の高揚や活動の活性化支援をはじめ、持続可能な地域コミュニティの
形成に向けた取り組みを積極的に進めていく必要があります。

6-2 地域コミュニティ 主要施策

6-2-1　自治意識の高揚
　町民の“自分たちの地域は自分たちでつくる”という意識をさらに高め、行政区（自治会）への加入
や活動への参加を促すため、様々な情報媒体を活用し、住民自治の重要性や地域コミュニティ活
動の状況等に関する啓発活動・情報提供を推進します。

6-2-2　地域コミュニティ活動の活性化支援
①地域コミュニティ活動の活性化に向け、各行政区に対する運営補助金やコミュニティ助成事業
の活用を図ります。
②より活発な地域コミュニティ活動の展開や行政区（自治会）への加入促進に向け、新たな支援に
ついて検討していきます。
③地域課題の効果的な把握・解決、持続可能な地域コミュニティの形成に向け、職員の地域コ
ミュニティ活動への参画を促進します。
④各行政区の業務負担の軽減に向け、デジタル技術等を活用した業務の効率化・簡素化を図りま
す。

6-2-3　地域コミュニティ施設の充実支援
　身近な活動拠点である公民館や集会所等の修繕に対する支援を行います。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

自治会加入率 ％ 66.0 70.0
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国内外の異なる地域等との交流・連携は、自らの地域の魅力の再発見・再認識や郷土愛の醸成を
はじめ、人材の育成や交流人口・関係人口の拡大など、多岐にわたる効果が期待されるものであり、
地域活性化にとって重要な意味を持ちます。
本町では、国内交流の取り組みとして、滋賀県愛荘町と姉妹都市協定を、秋田県美郷町と友好都
市協定を、東京都豊島区及び栃木県野木町と観光交流都市協定「ふくろう協定」を結び、様々な交流
を行っています。
また、国際交流の取り組みとしては、アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村と姉妹都市協
定を結び、毎年、中学生を派遣するとともに、訪問団を受け入れ、ホームステイ事業を中心に交流を
行っています。
さらに、本町では、県立馬頭高等学校と連携し、那珂川学などの支援を行っているほか、宇都宮メ
ディア・アーツ専門学校、宇都宮大学と連携し、産業支援や文化芸術の振興等に関する事業を行って
います。
そのほか、企業と包括連携協定を結び、地域の活性化や町民サービスの向上を図っています。
こうした国内交流・国際交流や教育機関・企業との連携は、多くの分野で町の活性化につながるこ
とが期待されることから、交流・連携を継続していくとともに、効果的な交流・連携となるよう取り組
んでいく必要があります。

6-3 地域間交流・連携 主要施策

6-3-1　国内交流の充実
　滋賀県愛荘町や秋田県美郷町、東京都豊島区、栃木県野木町との交流を継続していくとともに、
町民や町民団体主体の交流、相互の地域振興に向けた効果的な交流となるよう、体制や内容の充
実を図ります。

6-3-2　国際交流の充実
①国際性豊かな人材の育成に向け、アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村との交流を継続
していくとともに、交流を効果的かつ円滑に進めるため、ホームステイを受け入れるホストファミ
リーの開拓など、体制の充実を図ります。
②国際交流員等を活用し、幼児、児童生徒の国際理解教育、町民の語学学習などの教育活動のさ
らなる充実を図ります。

6-3-3　教育機関との連携事業の推進
　人材の育成や交流人口・関係人口の拡大、地域活性化に向け、県立馬頭高等学校をはじめ宇都
宮メディア・アーツ専門学校や宇都宮大学との連携事業を推進します。

6-3-4　企業との包括連携の活用
　連携企業の協力のもと、地域の活性化や町民サービスの向上を図るため、資材や人材の有効活
用を図ります。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

国内交流事業参加者数

国際交流事業参加者数

人

人

110

65

200

100

滋賀県愛荘町とのオンライン交流 認定こども園における外国語活動
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第３部　前期基本計画

現状と課題

国内外の異なる地域等との交流・連携は、自らの地域の魅力の再発見・再認識や郷土愛の醸成を
はじめ、人材の育成や交流人口・関係人口の拡大など、多岐にわたる効果が期待されるものであり、
地域活性化にとって重要な意味を持ちます。
本町では、国内交流の取り組みとして、滋賀県愛荘町と姉妹都市協定を、秋田県美郷町と友好都
市協定を、東京都豊島区及び栃木県野木町と観光交流都市協定「ふくろう協定」を結び、様々な交流
を行っています。
また、国際交流の取り組みとしては、アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村と姉妹都市協
定を結び、毎年、中学生を派遣するとともに、訪問団を受け入れ、ホームステイ事業を中心に交流を
行っています。
さらに、本町では、県立馬頭高等学校と連携し、那珂川学などの支援を行っているほか、宇都宮メ
ディア・アーツ専門学校、宇都宮大学と連携し、産業支援や文化芸術の振興等に関する事業を行って
います。
そのほか、企業と包括連携協定を結び、地域の活性化や町民サービスの向上を図っています。
こうした国内交流・国際交流や教育機関・企業との連携は、多くの分野で町の活性化につながるこ
とが期待されることから、交流・連携を継続していくとともに、効果的な交流・連携となるよう取り組
んでいく必要があります。

6-3 地域間交流・連携 主要施策

6-3-1　国内交流の充実
　滋賀県愛荘町や秋田県美郷町、東京都豊島区、栃木県野木町との交流を継続していくとともに、
町民や町民団体主体の交流、相互の地域振興に向けた効果的な交流となるよう、体制や内容の充
実を図ります。

6-3-2　国際交流の充実
①国際性豊かな人材の育成に向け、アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村との交流を継続
していくとともに、交流を効果的かつ円滑に進めるため、ホームステイを受け入れるホストファミ
リーの開拓など、体制の充実を図ります。
②国際交流員等を活用し、幼児、児童生徒の国際理解教育、町民の語学学習などの教育活動のさ
らなる充実を図ります。

6-3-3　教育機関との連携事業の推進
　人材の育成や交流人口・関係人口の拡大、地域活性化に向け、県立馬頭高等学校をはじめ宇都
宮メディア・アーツ専門学校や宇都宮大学との連携事業を推進します。

6-3-4　企業との包括連携の活用
　連携企業の協力のもと、地域の活性化や町民サービスの向上を図るため、資材や人材の有効活
用を図ります。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

国内交流事業参加者数

国際交流事業参加者数

人

人

110

65

200

100

滋賀県愛荘町とのオンライン交流 認定こども園における外国語活動
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第３部　前期基本計画

おとこの料理教室

現状と課題

性別や年齢、障がいの有無、国籍、経歴、価値観、性的志向・性自認等にかかわらず、誰もがお互い
の違いを認め合い、自分らしく暮らしていくことができるよう、様々な属性の人たちが共存し、その
違いを尊重するという「ダイバーシティ」の考え方に基づく社会の実現が求められています。
本町では、これまで、すべての人の人権が尊重されるまちづくりに向け、人権教育・啓発や人権相談
を行ってきたほか、男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動に参画することができ
るよう、令和３年度に策定した第２次男女共同参画計画に基づき、意識啓発や社会環境の整備を進
めてきました。さらに、居住する外国人や訪れる外国人のため、外国語による情報提供等に努めてき
ました。
しかし、私たちの身の回りには、差別や偏見、虐待といった問題をはじめ、属性の違いに対する固
定的な意識が根強く残っており、近年では、ＬＧＢＴＱ※57や感染症患者に対する差別・偏見、外国人
を排斥する差別的言動なども全国的に表面化しています。
このため、今後は、これまでの取り組みの成果と課題、社会情勢の変化等を踏まえ、人権尊重・男
女共同参画のまちづくり、そしてこれらを含めた多様性社会の実現に向け、意識啓発を柱とした具体
的な取り組みを進めていく必要があります。

6-4 多様性社会 主要施策

6-4-1　人権尊重のまちづくりの推進
①町民の人権意識を高めるため、学校教育や社会教育、広報・啓発活動など様々な場や機会を通
じ、人権教育・啓発を推進します。
②町民の人権に関する悩みの解消に向け、人権擁護委員や関係機関と連携し、人権相談を実施し
ます。

6-4-2　男女共同参画・女性活躍のまちづくりの推進
①実情に即した男女共同参画・女性活躍のまちづくりを総合的・計画的に進めるため、男女共同
参画計画の見直しを行います。
②町民の男女共同参画意識を高めるため、ジェンダー※58平等に向けた啓発・教育を効果的に推
進するほか、政策決定過程への男女共同参画を進めるため、町の審議会等への女性の積極的な
登用を図ります。
③働きやすく健全な職場・家庭環境づくりに向け、ワーク・ライフ・バランス※59の実現に向けた事
業所への働きかけ、ＤＶ※60やハラスメントの防止に向けた啓発・相談等を進めます。

6-4-3　多文化共生の社会環境の整備
　居住する外国人や訪れる外国人の増加を見据え、多言語による情報提供体制の充実など、多文
化共生を進めるための社会環境の整備を進めます。

6-4-4　多様性社会の実現に向けた取り組みの推進
　誰もがお互いの違いを認め合い、共存していくことができる社会の実現に向け、「ダイバーシ
ティ」の考え方の浸透に向けた啓発・教育を効果的に推進しながら、行政が率先して意識や行動、
仕組みを変革していくとともに、町全体への周知に向けた情報提供等を進めます。

※57：性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）の総称の一つ。同性愛のLesbian（レズビアン）とGay（ゲイ）、両性愛のBisexual（バイセ
クシュアル）、自らの性別に違和感を持つTransgender（トランスジェンダー）、自分の性についてわからないQuestioning（クエス
チョニング）の頭文字をとっている。

※58：社会的性別。社会によってつくり上げられた「男性像」・「女性像」等の男女の別。
※59：仕事と生活の調和。
※60：配偶者・パートナーからの暴力。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

町審議会等委員に占める女性の割合 ％ 27.2 35.0
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第３部　前期基本計画

おとこの料理教室

現状と課題

性別や年齢、障がいの有無、国籍、経歴、価値観、性的志向・性自認等にかかわらず、誰もがお互い
の違いを認め合い、自分らしく暮らしていくことができるよう、様々な属性の人たちが共存し、その
違いを尊重するという「ダイバーシティ」の考え方に基づく社会の実現が求められています。
本町では、これまで、すべての人の人権が尊重されるまちづくりに向け、人権教育・啓発や人権相談
を行ってきたほか、男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動に参画することができ
るよう、令和３年度に策定した第２次男女共同参画計画に基づき、意識啓発や社会環境の整備を進
めてきました。さらに、居住する外国人や訪れる外国人のため、外国語による情報提供等に努めてき
ました。
しかし、私たちの身の回りには、差別や偏見、虐待といった問題をはじめ、属性の違いに対する固
定的な意識が根強く残っており、近年では、ＬＧＢＴＱ※57や感染症患者に対する差別・偏見、外国人
を排斥する差別的言動なども全国的に表面化しています。
このため、今後は、これまでの取り組みの成果と課題、社会情勢の変化等を踏まえ、人権尊重・男
女共同参画のまちづくり、そしてこれらを含めた多様性社会の実現に向け、意識啓発を柱とした具体
的な取り組みを進めていく必要があります。

6-4 多様性社会 主要施策

6-4-1　人権尊重のまちづくりの推進
①町民の人権意識を高めるため、学校教育や社会教育、広報・啓発活動など様々な場や機会を通
じ、人権教育・啓発を推進します。
②町民の人権に関する悩みの解消に向け、人権擁護委員や関係機関と連携し、人権相談を実施し
ます。

6-4-2　男女共同参画・女性活躍のまちづくりの推進
①実情に即した男女共同参画・女性活躍のまちづくりを総合的・計画的に進めるため、男女共同
参画計画の見直しを行います。
②町民の男女共同参画意識を高めるため、ジェンダー※58平等に向けた啓発・教育を効果的に推
進するほか、政策決定過程への男女共同参画を進めるため、町の審議会等への女性の積極的な
登用を図ります。
③働きやすく健全な職場・家庭環境づくりに向け、ワーク・ライフ・バランス※59の実現に向けた事
業所への働きかけ、ＤＶ※60やハラスメントの防止に向けた啓発・相談等を進めます。

6-4-3　多文化共生の社会環境の整備
　居住する外国人や訪れる外国人の増加を見据え、多言語による情報提供体制の充実など、多文
化共生を進めるための社会環境の整備を進めます。

6-4-4　多様性社会の実現に向けた取り組みの推進
　誰もがお互いの違いを認め合い、共存していくことができる社会の実現に向け、「ダイバーシ
ティ」の考え方の浸透に向けた啓発・教育を効果的に推進しながら、行政が率先して意識や行動、
仕組みを変革していくとともに、町全体への周知に向けた情報提供等を進めます。

※57：性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）の総称の一つ。同性愛のLesbian（レズビアン）とGay（ゲイ）、両性愛のBisexual（バイセ
クシュアル）、自らの性別に違和感を持つTransgender（トランスジェンダー）、自分の性についてわからないQuestioning（クエス
チョニング）の頭文字をとっている。

※58：社会的性別。社会によってつくり上げられた「男性像」・「女性像」等の男女の別。
※59：仕事と生活の調和。
※60：配偶者・パートナーからの暴力。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

町審議会等委員に占める女性の割合 ％ 27.2 35.0
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第３部　前期基本計画

現状と課題

地方行財政を取り巻く情勢が厳しさを増す中、これからの地方自治体には、限られた経営資源※61

を有効に活用し、自らが生き残るための取り組みを自ら考え、自ら実行していく力、いわば「自立力」
を強めることが求められます。
本町では、これまで、厳しい財政状況の中、町政の抱える重要課題に対応しつつ、最小の経費で最
大の効果を上げるため、４次にわたり策定した行財政改革大綱・推進計画に基づき、行財政改革を積
極的に推進し、着実に成果を上げてきました。
しかし、今後、社会情勢の変化に伴い、行政ニーズはこれまで以上に増大・多様化していくことが
見込まれる一方、人口減少による町税等の財源の減少や社会保障関係経費の増大、老朽化した公共
施設の更新等にかかる経費の増大により、さらに厳しい財政運営を迫られることが予想されます。
このような中、これまでの行政サービスを維持しながら、将来にわたって自立可能・持続可能なま
ちづくりを進めていくためには、行財政運営の状況を常に点検・評価し、さらなる改革を進めていく
必要があります。
また、財源の確保や関係人口の拡大に向け、ふるさと納税の有効活用を図るほか、地域外の多様
な人材を地域活性化に活かすため、地域おこし協力隊の採用を継続していく必要があります。
さらに、質の高い町民サービスの提供と効率的な事務処理の推進に向け、一部事務組合や定住自
立圏※62による近隣自治体との広域連携を推進していくことが必要です。

6-5 行財政運営
6-5-1　行財政改革の推進
①時代に即した組織・機構の再編、職員定員適正化計画による定員管理や給与の適正化など、人
事及び組織体制の改革を進めます。
②適切な効果検証による事業内容の見直し、受益者負担の原則に基づく使用料・手数料の見直し
等による自主財源の確保、補助金交付の見直しなど、事務事業の見直し等を進めます。
③人材育成基本方針に基づく職員研修の方法・内容の充実や職員提案制度の活用等により、職員
の人材育成を図ります。

6-5-2　持続可能な財政運営の推進
①財政状況の分析・公表を行いながら、費用対効果や重要度、緊急度等を勘案して事業の「選択と
集中」を行い、持続可能な財政運営を推進します。
②税制度を町民に周知するとともに、公平かつ適正な課税の推進と、徴収対策に努めます。

6-5-3　公共施設の適正管理
　公共施設等総合管理計画や未利用公共施設等利活用基本方針等に基づく施設の統廃合や有
効活用、民間活力の導入による効率的な管理など、公共施設の適正な管理・運営を図ります。

6-5-4　ふるさと納税の有効活用
　ふるさと納税や企業版ふるさと納税について、まちづくりの財源としての有効活用、関係人口の
拡大に向け、寄附件数、寄附額の増加に向けた取り組みを進めます。

6-5-5　地域おこし協力隊による地域課題の解決
　地域外の多様な人材が行う様々な地域協力活動により、地域活性化や地域課題の解決を図る
とともに、本町への定住・定着につなげるため、地域おこし協力隊を定期的に採用します。

6-5-6　広域連携の推進
①質の高い町民サービスの提供と効率的な事務処理の推進に向け、南那須地区広域行政事務組
合による共同処理を推進します。
②大田原市や那須塩原市の都市機能を有効に活用して本町及び圏域全体の活性化を図るため、
八溝山周辺地域定住自立圏・那須地域定住自立圏における各種連携事業を推進します。

主要施策

※61：人、物、財源。
※62：定住自立圏とは、圏域の中心市と連携市町村が相互に役割を分担し、圏域全体で必要な生活機能を確保し、人口定住を促進すること

を目的とした広域連携の取り組みであり、八溝山周辺地域定住自立圏は２市６町（中心市:大田原市）、那須地域定住自立圏は２市２
町（中心市：那須塩原市）で構成され、中心地と連携市町が協定を結び、実施する取り組みを示した共生ビジョンを策定し、各種連携
事業を実施している。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

未利用公共施設の新規利活用件数（累計）

地域おこし協力隊員数

件

人

0

6

3

10

100
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第３部　前期基本計画

現状と課題

地方行財政を取り巻く情勢が厳しさを増す中、これからの地方自治体には、限られた経営資源※61

を有効に活用し、自らが生き残るための取り組みを自ら考え、自ら実行していく力、いわば「自立力」
を強めることが求められます。
本町では、これまで、厳しい財政状況の中、町政の抱える重要課題に対応しつつ、最小の経費で最
大の効果を上げるため、４次にわたり策定した行財政改革大綱・推進計画に基づき、行財政改革を積
極的に推進し、着実に成果を上げてきました。
しかし、今後、社会情勢の変化に伴い、行政ニーズはこれまで以上に増大・多様化していくことが
見込まれる一方、人口減少による町税等の財源の減少や社会保障関係経費の増大、老朽化した公共
施設の更新等にかかる経費の増大により、さらに厳しい財政運営を迫られることが予想されます。
このような中、これまでの行政サービスを維持しながら、将来にわたって自立可能・持続可能なま
ちづくりを進めていくためには、行財政運営の状況を常に点検・評価し、さらなる改革を進めていく
必要があります。
また、財源の確保や関係人口の拡大に向け、ふるさと納税の有効活用を図るほか、地域外の多様
な人材を地域活性化に活かすため、地域おこし協力隊の採用を継続していく必要があります。
さらに、質の高い町民サービスの提供と効率的な事務処理の推進に向け、一部事務組合や定住自
立圏※62による近隣自治体との広域連携を推進していくことが必要です。

6-5 行財政運営
6-5-1　行財政改革の推進
①時代に即した組織・機構の再編、職員定員適正化計画による定員管理や給与の適正化など、人
事及び組織体制の改革を進めます。
②適切な効果検証による事業内容の見直し、受益者負担の原則に基づく使用料・手数料の見直し
等による自主財源の確保、補助金交付の見直しなど、事務事業の見直し等を進めます。
③人材育成基本方針に基づく職員研修の方法・内容の充実や職員提案制度の活用等により、職員
の人材育成を図ります。

6-5-2　持続可能な財政運営の推進
①財政状況の分析・公表を行いながら、費用対効果や重要度、緊急度等を勘案して事業の「選択と
集中」を行い、持続可能な財政運営を推進します。
②税制度を町民に周知するとともに、公平かつ適正な課税の推進と、徴収対策に努めます。

6-5-3　公共施設の適正管理
　公共施設等総合管理計画や未利用公共施設等利活用基本方針等に基づく施設の統廃合や有
効活用、民間活力の導入による効率的な管理など、公共施設の適正な管理・運営を図ります。

6-5-4　ふるさと納税の有効活用
　ふるさと納税や企業版ふるさと納税について、まちづくりの財源としての有効活用、関係人口の
拡大に向け、寄附件数、寄附額の増加に向けた取り組みを進めます。

6-5-5　地域おこし協力隊による地域課題の解決
　地域外の多様な人材が行う様々な地域協力活動により、地域活性化や地域課題の解決を図る
とともに、本町への定住・定着につなげるため、地域おこし協力隊を定期的に採用します。

6-5-6　広域連携の推進
①質の高い町民サービスの提供と効率的な事務処理の推進に向け、南那須地区広域行政事務組
合による共同処理を推進します。
②大田原市や那須塩原市の都市機能を有効に活用して本町及び圏域全体の活性化を図るため、
八溝山周辺地域定住自立圏・那須地域定住自立圏における各種連携事業を推進します。

主要施策

※61：人、物、財源。
※62：定住自立圏とは、圏域の中心市と連携市町村が相互に役割を分担し、圏域全体で必要な生活機能を確保し、人口定住を促進すること

を目的とした広域連携の取り組みであり、八溝山周辺地域定住自立圏は２市６町（中心市:大田原市）、那須地域定住自立圏は２市２
町（中心市：那須塩原市）で構成され、中心地と連携市町が協定を結び、実施する取り組みを示した共生ビジョンを策定し、各種連携
事業を実施している。

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

成果指標

未利用公共施設の新規利活用件数（累計）

地域おこし協力隊員数

件

人

0

6

3

10
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標
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制
抑
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１
安全で美しい
生活環境のまち

【安全・生活環境分野】

2
やさしく健やかな
健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

3
人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

4
にぎわいと活力

あふれる産業のまち
【産業分野】

5
未来への都市基盤
が整ったまち
【都市基盤分野】

6
みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

消防・防災
交通安全・防犯
環境・景観保全
循環型社会
上下水道

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

高齢者支援
障がい者支援
地域福祉
保健・医療
保険・年金

3 1
3 2
3 3
3 4
3 5

子育て支援
学校教育
社会教育
スポーツ
文化芸術・文化財

4 1
4 2
4 3
4 4

観光
農林水産業
商工業
雇用対策

5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6

土地利用・市街地整備
道路・公共交通
公園
住宅
移住・定住
デジタル化・情報発信

6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

町民参画・協働
地域コミュニティ
地域間交流・連携
多様性社会
行財政運営

基本目標 基本施策 重点プロジェクト

子育てしやすく
誰もが安心して
暮らせる生活空
間創生プロジェ
クト

重点プロジェクト①

稼げる産業と魅
力ある職場づく
りプロジェクト

重点プロジェクト②

那珂川町ファン
の拡大と情報発
信力強化プロジ
ェクト

重点プロジェクト③

未来への基盤整
備と連携・協働
体制強化プロジ
ェクト

重点プロジェクト④

重点プロジェクト

第 章 前期５年間の重点プロジェクト

将来像の実現のためには、第１章から第６章までの６つの基本目標と30の基本施策ごとの取り組
みを着実に推進していくことが必要ですが、ここでは、その中から、本町の最重要課題・最重要目標
である「人口減少の抑制」の視点、選択と集中の視点に立ち、前期５年間のまちづくりにおいて、特に
重点的・戦略的に取り組む『重点プロジェクト』を定めました。
これら『重点プロジェクト』に関する施策については、総合戦略の主要施策として位置づけ、積極的
に推進していくこととします。

7
子育てしやすく誰もが安心して暮らせる

生活空間創生プロジェクト

若者や女性にも選ばれる安心して暮らせる生活空間をつくるため、子育て支援
体制・子どもの教育体制の充実をはじめ、防災力の強化と脱炭素化、保健・医療
体制、地域福祉体制の充実に向けた取り組みを重点的に進めます。

①
重点

プロジェクト

稼げる産業と魅力ある職場づくり
プロジェクト

稼ぐ力の高い持続可能な産業と、若者や女性も働きたくなる職場づくりを進め
るため、農林水産業の維持と新たな展開、商工業の活性化、町民の地元雇用や事
業所の「働き方改革」の促進に向けた取り組みを重点的に進めます。

②
重点

プロジェクト

那珂川町ファンの拡大と
情報発信力強化プロジェクト

本町を訪れる人、本町を応援してくれる人、本町に移り住む人を増やすととも
に、町内外へ町の魅力をさらに発信するため、観光機能の強化や関係人口の拡
大、移住の促進、情報発信力の強化に向けた取り組みを重点的に進めます。

③
重点

プロジェクト

未来への基盤整備と
連携・協働体制強化プロジェクト

未来を見据えた基盤を整備するとともに、町民や町民団体、民間企業、教育機
関、周辺自治体等と協力して地方創生を進めるため、ＤＸの推進や道路・公共交
通の充実、公共施設の適正管理、多様な主体との連携・協働体制の強化に向けた
取り組みを重点的に進めます。

④
重点

プロジェクト
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第３部　前期基本計画

標
目
要
重
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制
抑
の
少
減
口
人

１
安全で美しい
生活環境のまち

【安全・生活環境分野】

2
やさしく健やかな
健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

3
人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

4
にぎわいと活力

あふれる産業のまち
【産業分野】

5
未来への都市基盤
が整ったまち
【都市基盤分野】

6
みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

消防・防災
交通安全・防犯
環境・景観保全
循環型社会
上下水道

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

高齢者支援
障がい者支援
地域福祉
保健・医療
保険・年金

3 1
3 2
3 3
3 4
3 5

子育て支援
学校教育
社会教育
スポーツ
文化芸術・文化財

4 1
4 2
4 3
4 4

観光
農林水産業
商工業
雇用対策

5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6

土地利用・市街地整備
道路・公共交通
公園
住宅
移住・定住
デジタル化・情報発信

6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

町民参画・協働
地域コミュニティ
地域間交流・連携
多様性社会
行財政運営

基本目標 基本施策 重点プロジェクト

子育てしやすく
誰もが安心して
暮らせる生活空
間創生プロジェ
クト

重点プロジェクト①

稼げる産業と魅
力ある職場づく
りプロジェクト

重点プロジェクト②

那珂川町ファン
の拡大と情報発
信力強化プロジ
ェクト

重点プロジェクト③

未来への基盤整
備と連携・協働
体制強化プロジ
ェクト

重点プロジェクト④

重点プロジェクト

第 章 前期５年間の重点プロジェクト

将来像の実現のためには、第１章から第６章までの６つの基本目標と30の基本施策ごとの取り組
みを着実に推進していくことが必要ですが、ここでは、その中から、本町の最重要課題・最重要目標
である「人口減少の抑制」の視点、選択と集中の視点に立ち、前期５年間のまちづくりにおいて、特に
重点的・戦略的に取り組む『重点プロジェクト』を定めました。
これら『重点プロジェクト』に関する施策については、総合戦略の主要施策として位置づけ、積極的
に推進していくこととします。

7
子育てしやすく誰もが安心して暮らせる

生活空間創生プロジェクト

若者や女性にも選ばれる安心して暮らせる生活空間をつくるため、子育て支援
体制・子どもの教育体制の充実をはじめ、防災力の強化と脱炭素化、保健・医療
体制、地域福祉体制の充実に向けた取り組みを重点的に進めます。

①
重点

プロジェクト

稼げる産業と魅力ある職場づくり
プロジェクト

稼ぐ力の高い持続可能な産業と、若者や女性も働きたくなる職場づくりを進め
るため、農林水産業の維持と新たな展開、商工業の活性化、町民の地元雇用や事
業所の「働き方改革」の促進に向けた取り組みを重点的に進めます。

②
重点

プロジェクト

那珂川町ファンの拡大と
情報発信力強化プロジェクト

本町を訪れる人、本町を応援してくれる人、本町に移り住む人を増やすととも
に、町内外へ町の魅力をさらに発信するため、観光機能の強化や関係人口の拡
大、移住の促進、情報発信力の強化に向けた取り組みを重点的に進めます。

③
重点

プロジェクト

未来への基盤整備と
連携・協働体制強化プロジェクト

未来を見据えた基盤を整備するとともに、町民や町民団体、民間企業、教育機
関、周辺自治体等と協力して地方創生を進めるため、ＤＸの推進や道路・公共交
通の充実、公共施設の適正管理、多様な主体との連携・協働体制の強化に向けた
取り組みを重点的に進めます。

④
重点

プロジェクト
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第４部　第３期総合戦略

標
目
要
重
最

制
抑
の
少
減
口
人

１
安全で美しい
生活環境のまち

【安全・生活環境分野】

2
やさしく健やかな
健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

3
人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

4
にぎわいと活力

あふれる産業のまち
【産業分野】

5
未来への都市基盤
が整ったまち
【都市基盤分野】

6
みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

消防・防災
交通安全・防犯
環境・景観保全
循環型社会
上下水道

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

高齢者支援
障がい者支援
地域福祉
保健・医療
保険・年金

3 1
3 2
3 3
3 4
3 5

子育て支援
学校教育
社会教育
スポーツ
文化芸術・文化財

4 1
4 2
4 3
4 4

観光
農林水産業
商工業
雇用対策

5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6

土地利用・市街地整備
道路・公共交通
公園
住宅
移住・定住
デジタル化・情報発信

6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

町民参画・協働
地域コミュニティ
地域間交流・連携
多様性社会
行財政運営

基本目標 基本施策 重点プロジェクト1 総合戦略の位置づけ

本町では、これまで、２期にわたる総合戦略を策定し、人口減少に歯止めをかけ、魅力と活力あふ
れる那珂川町を築き上げ、将来にわたって持続させていくための取り組みを積極的に進めてきました。
しかし、国勢調査による本町の総人口（令和２年）は15,215人となっており、平成27年から令和
２年の直近５年間の減少率は10.3％と、これまでで最も高く、減少が加速してきています。
このような中、本町では、基本構想において、今後のまちづくりの最重要課題・最重要目標を、「人
口減少の抑制」と設定し、これを前提とした将来像や計画の体系等を定めています。
さらに、前期基本計画において、人口減少の抑制・地方創生の視点、選択と集中の視点に立ち、前期
５年間のまちづくりにおいて、特に重点的・戦略的に取り組む『重点プロジェクト』を定めています。
こうしたことを踏まえ、本戦略は、基本構想及び前期基本計画の『重点プロジェクト』に基づき、ま
た、国の総合戦略を踏まえ、前期基本計画の中から、人口減少の抑制に向けて特に重点的・戦略的
に取り組む施策・事業を抜き出し、強力に推進する戦略として位置づけます。

１第 章 第３期総合戦略の基本的な考え方１

　前期基本計画の『重点プロジェクト』に基づくとともに、国の
総合戦略を踏まえ、前期基本計画の中から、人口減少の抑制に
向けて特に重点的・戦略的に取り組む施策・事業を抜き出し、強
力に推進する戦略

第３次那珂川町総合振興計画前期基本計画第３次那珂川町総合振興計画前期基本計画

子育てしやすく
誰もが安心して
暮らせる生活空
間創生プロジェ
クト

重点プロジェクト①

稼げる産業と魅
力ある職場づく
りプロジェクト

重点プロジェクト②

那珂川町ファン
の拡大と情報発
信力強化プロジ
ェクト

第３期総合戦略

重点プロジェクト③

未来への基盤整
備と連携・協働
体制強化プロジ
ェクト

重点プロジェクト④

『重点プロジェクト』に基づき、人口減少の
抑制に向けた施策・事業を強力に推進する戦略
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2
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健康・福祉のまち

【保健・医療・福祉分野】

3
人と文化が輝く
子育て・教育のまち
【子育て・教育分野】

4
にぎわいと活力

あふれる産業のまち
【産業分野】

5
未来への都市基盤
が整ったまち
【都市基盤分野】

6
みんなでつくる
みんなのまち

【協働・共生・行財政分野】

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

消防・防災
交通安全・防犯
環境・景観保全
循環型社会
上下水道

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

高齢者支援
障がい者支援
地域福祉
保健・医療
保険・年金

3 1
3 2
3 3
3 4
3 5

子育て支援
学校教育
社会教育
スポーツ
文化芸術・文化財

4 1
4 2
4 3
4 4

観光
農林水産業
商工業
雇用対策

5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6

土地利用・市街地整備
道路・公共交通
公園
住宅
移住・定住
デジタル化・情報発信

6 1
6 2
6 3
6 4
6 5

町民参画・協働
地域コミュニティ
地域間交流・連携
多様性社会
行財政運営

基本目標 基本施策 重点プロジェクト1 総合戦略の位置づけ

本町では、これまで、２期にわたる総合戦略を策定し、人口減少に歯止めをかけ、魅力と活力あふ
れる那珂川町を築き上げ、将来にわたって持続させていくための取り組みを積極的に進めてきました。
しかし、国勢調査による本町の総人口（令和２年）は15,215人となっており、平成27年から令和
２年の直近５年間の減少率は10.3％と、これまでで最も高く、減少が加速してきています。
このような中、本町では、基本構想において、今後のまちづくりの最重要課題・最重要目標を、「人
口減少の抑制」と設定し、これを前提とした将来像や計画の体系等を定めています。
さらに、前期基本計画において、人口減少の抑制・地方創生の視点、選択と集中の視点に立ち、前期
５年間のまちづくりにおいて、特に重点的・戦略的に取り組む『重点プロジェクト』を定めています。
こうしたことを踏まえ、本戦略は、基本構想及び前期基本計画の『重点プロジェクト』に基づき、ま
た、国の総合戦略を踏まえ、前期基本計画の中から、人口減少の抑制に向けて特に重点的・戦略的
に取り組む施策・事業を抜き出し、強力に推進する戦略として位置づけます。

１第 章 第３期総合戦略の基本的な考え方１

　前期基本計画の『重点プロジェクト』に基づくとともに、国の
総合戦略を踏まえ、前期基本計画の中から、人口減少の抑制に
向けて特に重点的・戦略的に取り組む施策・事業を抜き出し、強
力に推進する戦略

第３次那珂川町総合振興計画前期基本計画第３次那珂川町総合振興計画前期基本計画

子育てしやすく
誰もが安心して
暮らせる生活空
間創生プロジェ
クト

重点プロジェクト①

稼げる産業と魅
力ある職場づく
りプロジェクト

重点プロジェクト②

那珂川町ファン
の拡大と情報発
信力強化プロジ
ェクト

第３期総合戦略

重点プロジェクト③

未来への基盤整
備と連携・協働
体制強化プロジ
ェクト

重点プロジェクト④

『重点プロジェクト』に基づき、人口減少の
抑制に向けた施策・事業を強力に推進する戦略
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第４部　第３期総合戦略

P l a n
【計画】

Action
【改善】

Do
【実行】

Check
【検証】

2 総合戦略の構成

本戦略の構成は、次のとおりとします。

4 国の地方創生に関する動向

国は、少子高齢化・人口減少が進む中、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏※63への人口
の過度の集中を是正し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、平成26年度に、「ま
ち・ひと・しごと創生法」を施行し、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」・「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を決定しました。
これにより、全国各地で地方創生に向けた様々な取り組みが始まり、およそ10年が経ちましたが、
東京一極集中の流れを変えるまでには至っておらず、地方を中心とする人口減少は依然として進行
し、今後もさらに加速することが予測されます。
このような中、国は、令和７年６月に、これまでの10年間の地方創生の取り組みの成果と反省を踏
まえ、今後10年間を見据えた「地方創生2.0基本構想」を決定しました。
その後、新内閣が発足し、同年11月に、地方創生を推進する新たな組織として、「地域未来戦略本
部」を設置しました。
そして、同年12月に、国の新たな総合戦略である「地方創生に関する総合戦略」を決定しました。
国は、地方自治体に対し、この総合戦略を勘案し、それぞれの地域の実情に応じて、地方版総合戦
略の検討・策定・改訂に努めることを求めており、本町においても、国の総合戦略を踏まえつつ、町の
特性に即した独自の取り組みを設定し、積極的に推進していくこととします。3 総合戦略の検証・改善について

本戦略では、「戦略の柱」の下に展開する「主な取り組み」ごとに「ＫＰＩ」を設定し、検証・改善を図
るための仕組みとして、ＰＤＣＡサイクルを運用します。
このＰＤＣＡサイクルの運用により、また、社会情勢や町民ニーズの変化等を十分に考慮しなが
ら、必要に応じて本戦略の見直しを行います。

■ 「戦略の柱」
　　  人口減少対策の柱となる「戦略の柱」を設定します。

■ 「基本方向」
　　  「戦略の柱」ごとに、取り組みの方向を示した「基本方向」を記載します。

■ 「主な取り組み」
　　  「基本方向」に基づいて実施する「主な取り組み」を記載します。

■ 「主要施策」と「主要事業」、「ＫＰＩ（重要業績評価指標）」
　　  「主な取り組み」ごとに、それを推進するための「主要施策」と「主要事業」、
　  「ＫＰＩ」を記載します。

ＰＤＣＡサイクル

※63：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の４都県。
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第４部　第３期総合戦略

P l a n
【計画】

Action
【改善】

Do
【実行】

Check
【検証】

2 総合戦略の構成

本戦略の構成は、次のとおりとします。

4 国の地方創生に関する動向

国は、少子高齢化・人口減少が進む中、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏※63への人口
の過度の集中を是正し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、平成26年度に、「ま
ち・ひと・しごと創生法」を施行し、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」・「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を決定しました。
これにより、全国各地で地方創生に向けた様々な取り組みが始まり、およそ10年が経ちましたが、
東京一極集中の流れを変えるまでには至っておらず、地方を中心とする人口減少は依然として進行
し、今後もさらに加速することが予測されます。
このような中、国は、令和７年６月に、これまでの10年間の地方創生の取り組みの成果と反省を踏
まえ、今後10年間を見据えた「地方創生2.0基本構想」を決定しました。
その後、新内閣が発足し、同年11月に、地方創生を推進する新たな組織として、「地域未来戦略本
部」を設置しました。
そして、同年12月に、国の新たな総合戦略である「地方創生に関する総合戦略」を決定しました。
国は、地方自治体に対し、この総合戦略を勘案し、それぞれの地域の実情に応じて、地方版総合戦
略の検討・策定・改訂に努めることを求めており、本町においても、国の総合戦略を踏まえつつ、町の
特性に即した独自の取り組みを設定し、積極的に推進していくこととします。3 総合戦略の検証・改善について

本戦略では、「戦略の柱」の下に展開する「主な取り組み」ごとに「ＫＰＩ」を設定し、検証・改善を図
るための仕組みとして、ＰＤＣＡサイクルを運用します。
このＰＤＣＡサイクルの運用により、また、社会情勢や町民ニーズの変化等を十分に考慮しなが
ら、必要に応じて本戦略の見直しを行います。

■ 「戦略の柱」
　　  人口減少対策の柱となる「戦略の柱」を設定します。

■ 「基本方向」
　　  「戦略の柱」ごとに、取り組みの方向を示した「基本方向」を記載します。

■ 「主な取り組み」
　　  「基本方向」に基づいて実施する「主な取り組み」を記載します。

■ 「主要施策」と「主要事業」、「ＫＰＩ（重要業績評価指標）」
　　  「主な取り組み」ごとに、それを推進するための「主要施策」と「主要事業」、
　  「ＫＰＩ」を記載します。

ＰＤＣＡサイクル

※63：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の４都県。
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第４部　第３期総合戦略

１第 章 第３期総合戦略の体系2
前期基本計画の『重点プロジェクト』に基づくとともに、国の「地方創生に関する総合戦略」を踏ま
え、本戦略の体系を次のとおり定めます。

国の「地方創生に関する総合戦略」の目指す姿と政策目標

【3 つの政策目標】

○ 若者・女性にも選ばれる地方をつくる
○ 「強い」経済
　　→地域資源を活用した高付加価値型の地方経済をつくる

○ 「豊かな」生活環境
　　→安心して暮らせる地方をつくる

○ 「新しい日本・楽しい日本」
　　→都市と地方が互いに支え合い、一人一人が活躍できる社会をつくる
　　→ＡＩ・デジタルなどの新技術が活用される地方をつくる

【10 年後に目指す姿】

【将来像】

強い経済1

自立的で持続的に成長する「稼げる」経済の創出により、新たな人を呼び込む
地方経済
■ 地域における高付加価値型産業創出
■ 地域の人材力強化

豊かな生活環境2

生きがいをもって働き、安心して暮らし続けられる生活環境を構築し、魅力と
活力を創出する地方の生活環境
■ 持続可能な生活インフラの実現
■ 地域の暮らしの満足感向上

選ばれる地方3

強い経済と豊かな生活環境の基盤の上に創り出される、若者や女性にも選ばれ、
一人一人が幸せを実感でき、自己実現を図っていくことができる活力ある地方

■ 魅力が感じられる地方の実現

１－１　子育て支援と子どもの教育環境の充実
１－２　防災力の強化と地球温暖化対策の推進
１－３　保健・医療体制と支え合う地域福祉体制の充実

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト①を中心に展開

子育てしやすく誰もが安心して暮らせる生活空間の創生
～豊かな生活環境（地域の暮らしの満足感向上）～戦略の柱

①

２－１　農林水産業の維持と新たな展開
２－２　商工業の活性化と雇用対策の推進

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト②を中心に展開

稼げる産業と魅力ある職場づくり
～強い経済～

３－１　観光機能の強化と関係人口の拡大
３－２　移住・定住の促進と町全体の情報発信力の強化

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト③を中心に展開

那珂川町ファンの拡大と情報発信力の強化
～選ばれる那珂川町～

４－１　ＤＸの推進と道路・公共交通の充実、公共施設の適正管理
４－２　多様な主体との連携・協働体制の強化

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト④を中心に展開

未来への基盤整備と連携・協働体制の強化
～豊かな生活環境（持続可能な生活インフラの実現）～

なかがわの　輝きとうるおいにみちあふれた
わくわくするまち

戦略の柱

②

戦略の柱

③

戦略の柱

④
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第４部　第３期総合戦略

１第 章 第３期総合戦略の体系2
前期基本計画の『重点プロジェクト』に基づくとともに、国の「地方創生に関する総合戦略」を踏ま
え、本戦略の体系を次のとおり定めます。

国の「地方創生に関する総合戦略」の目指す姿と政策目標

【3 つの政策目標】

○ 若者・女性にも選ばれる地方をつくる
○ 「強い」経済
　　→地域資源を活用した高付加価値型の地方経済をつくる

○ 「豊かな」生活環境
　　→安心して暮らせる地方をつくる

○ 「新しい日本・楽しい日本」
　　→都市と地方が互いに支え合い、一人一人が活躍できる社会をつくる
　　→ＡＩ・デジタルなどの新技術が活用される地方をつくる

【10 年後に目指す姿】

【将来像】

強い経済1

自立的で持続的に成長する「稼げる」経済の創出により、新たな人を呼び込む
地方経済
■ 地域における高付加価値型産業創出
■ 地域の人材力強化

豊かな生活環境2

生きがいをもって働き、安心して暮らし続けられる生活環境を構築し、魅力と
活力を創出する地方の生活環境
■ 持続可能な生活インフラの実現
■ 地域の暮らしの満足感向上

選ばれる地方3

強い経済と豊かな生活環境の基盤の上に創り出される、若者や女性にも選ばれ、
一人一人が幸せを実感でき、自己実現を図っていくことができる活力ある地方

■ 魅力が感じられる地方の実現

１－１　子育て支援と子どもの教育環境の充実
１－２　防災力の強化と地球温暖化対策の推進
１－３　保健・医療体制と支え合う地域福祉体制の充実

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト①を中心に展開

子育てしやすく誰もが安心して暮らせる生活空間の創生
～豊かな生活環境（地域の暮らしの満足感向上）～戦略の柱

①

２－１　農林水産業の維持と新たな展開
２－２　商工業の活性化と雇用対策の推進

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト②を中心に展開

稼げる産業と魅力ある職場づくり
～強い経済～

３－１　観光機能の強化と関係人口の拡大
３－２　移住・定住の促進と町全体の情報発信力の強化

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト③を中心に展開

那珂川町ファンの拡大と情報発信力の強化
～選ばれる那珂川町～

４－１　ＤＸの推進と道路・公共交通の充実、公共施設の適正管理
４－２　多様な主体との連携・協働体制の強化

〈主な取り組み〉
【基本方向】→重点プロジェクト④を中心に展開

未来への基盤整備と連携・協働体制の強化
～豊かな生活環境（持続可能な生活インフラの実現）～

なかがわの　輝きとうるおいにみちあふれた
わくわくするまち

戦略の柱

②

戦略の柱

③

戦略の柱

④
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第４部　第３期総合戦略

１第 章 戦略の柱ごとの取り組み3

若者や女性にも選ばれる安心して暮らせる生活空間をつくるため、
前期基本計画の『重点プロジェクト①』に基づき、子育て支援体制・
子どもの教育体制の充実をはじめ、防災力の強化と脱炭素化、保健・
医療体制、地域福祉体制の充実に向けた取り組みを重点的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

１－１ 子育て支援と子どもの教育環境の充実

◆ 子育て支援の充実
○ 本町における総合的な相談支援の拠点として、「こども家庭センター」の機能強化を段階的
に進めます。

○ 子育てに関する相談や情報提供、交流の場の提供をはじめ、多様な子育て支援サービスの
充実を図ります。

○ 幼児の自発的な活動を促すとともに、主体性を育むための環境構成に取り組むなど、認定
こども園における幼児教育を推進します。

○ こども誰でも通園制度をはじめ、認定こども園における保育サービスの充実を図るととも
に、定期的なメンテナンスと修繕等により施設の長寿命化を図ります。

○ 放課後における子どもの居場所を確保するため、放課後児童クラブの適正な運営と施設の
維持管理に努めます。

○ 「なかよし子育てアプリ」やホームページ、「子育て支援ガイドブック（te-to-te-to）」等を
通じ、子育て関連情報提供の充実を図ります。

○ 子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、こども医療費をはじめとした各種医療費の助
成等を行います。

子育てしやすく誰もが安心して暮らせる
生活空間の創生１

◆ 母親と子どもの健康の確保・増進
○ 妊娠を望む人がその希望を叶えることができるよう、不妊治療等への経済的支援を行い
ます。

○ かかりつけ保健師により、母子手帳交付から産後ケアや乳児全戸訪問（赤ちゃん訪問）、な
かよしギフト（育児パッケージ）の贈呈など妊娠初期から切れ目のない支援の充実を図り
ます。

○ 離乳食教室や親子の食育教室を実施するとともに、乳幼児期からの食育を推進します。
◆ 子育て環境の整備
○ 子育て支援住宅「エミナール那珂川」の適正な管理・運営に努めるとともに、子育て世帯が
安心して快適に暮らすことができる環境整備に努めます。

○ 天候等にかかわらず子どもが安心して遊ぶことができる室内型施設の設置について、他の
公共施設との併設なども含めて検討していきます。

◆ 結婚支援の推進
○ 独身男女の結婚を支援するため、町結婚相談所の運営支援、とちぎ結婚支援センターへの
会員登録の支援を行うほか、出会いの場に関するサポートを推進します。

○ 結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に住居費や引越費用を補助する結婚新生活支援
補助金の周知と活用を促進します。

◆ 学校等の施設・設備の整備と適正配置の検討
○ 安全・安心・快適な教育環境づくりに向け、学校及び学校給食センターの施設・設備の整
備及び改修等を計画的に進め、長寿命化を図ります。

○ ＩＣＴ機器の計画的な更新をはじめ、教育内容の充実に即した設備や教材・教具の整備を
図ります。

○ 児童生徒数の減少への対応、教育の質の向上に向け、児童生徒及び保護者の意向や地域
の実情を踏まえ、学校の適正配置について検討していきます。

◆ 「生きる力」を育むための確かな学力の向上
○ 「ハッピースローププラン」に基づき、幼児期から義務教育終了まで切れ目のない一貫した
教育を推進し、子どもたちが安心して教育活動ができる支援を行い、これからの社会を切
り拓くために必要な資質・能力の育成を図ります。

○ 確かな学力の向上に向け、各種学力調査等を十分に活用し、教員の授業改善及び児童生
徒の学習改善を図る取り組みを推進します。

○ 支援を必要とする児童生徒がそれぞれの教育的ニーズに応じた支援を受けられるよう、特
別支援教育の充実を図ります。

○ 社会の変化に対応できる人材の育成に向け、英語教育や情報教育、キャリア教育の充実を
図ります。
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第４部　第３期総合戦略

１第 章 戦略の柱ごとの取り組み3

若者や女性にも選ばれる安心して暮らせる生活空間をつくるため、
前期基本計画の『重点プロジェクト①』に基づき、子育て支援体制・
子どもの教育体制の充実をはじめ、防災力の強化と脱炭素化、保健・
医療体制、地域福祉体制の充実に向けた取り組みを重点的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

１－１ 子育て支援と子どもの教育環境の充実

◆ 子育て支援の充実
○ 本町における総合的な相談支援の拠点として、「こども家庭センター」の機能強化を段階的
に進めます。

○ 子育てに関する相談や情報提供、交流の場の提供をはじめ、多様な子育て支援サービスの
充実を図ります。

○ 幼児の自発的な活動を促すとともに、主体性を育むための環境構成に取り組むなど、認定
こども園における幼児教育を推進します。

○ こども誰でも通園制度をはじめ、認定こども園における保育サービスの充実を図るととも
に、定期的なメンテナンスと修繕等により施設の長寿命化を図ります。

○ 放課後における子どもの居場所を確保するため、放課後児童クラブの適正な運営と施設の
維持管理に努めます。

○ 「なかよし子育てアプリ」やホームページ、「子育て支援ガイドブック（te-to-te-to）」等を
通じ、子育て関連情報提供の充実を図ります。

○ 子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、こども医療費をはじめとした各種医療費の助
成等を行います。

子育てしやすく誰もが安心して暮らせる
生活空間の創生１

◆ 母親と子どもの健康の確保・増進
○ 妊娠を望む人がその希望を叶えることができるよう、不妊治療等への経済的支援を行い
ます。

○ かかりつけ保健師により、母子手帳交付から産後ケアや乳児全戸訪問（赤ちゃん訪問）、な
かよしギフト（育児パッケージ）の贈呈など妊娠初期から切れ目のない支援の充実を図り
ます。

○ 離乳食教室や親子の食育教室を実施するとともに、乳幼児期からの食育を推進します。
◆ 子育て環境の整備
○ 子育て支援住宅「エミナール那珂川」の適正な管理・運営に努めるとともに、子育て世帯が
安心して快適に暮らすことができる環境整備に努めます。

○ 天候等にかかわらず子どもが安心して遊ぶことができる室内型施設の設置について、他の
公共施設との併設なども含めて検討していきます。

◆ 結婚支援の推進
○ 独身男女の結婚を支援するため、町結婚相談所の運営支援、とちぎ結婚支援センターへの
会員登録の支援を行うほか、出会いの場に関するサポートを推進します。

○ 結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に住居費や引越費用を補助する結婚新生活支援
補助金の周知と活用を促進します。

◆ 学校等の施設・設備の整備と適正配置の検討
○ 安全・安心・快適な教育環境づくりに向け、学校及び学校給食センターの施設・設備の整
備及び改修等を計画的に進め、長寿命化を図ります。

○ ＩＣＴ機器の計画的な更新をはじめ、教育内容の充実に即した設備や教材・教具の整備を
図ります。

○ 児童生徒数の減少への対応、教育の質の向上に向け、児童生徒及び保護者の意向や地域
の実情を踏まえ、学校の適正配置について検討していきます。

◆ 「生きる力」を育むための確かな学力の向上
○ 「ハッピースローププラン」に基づき、幼児期から義務教育終了まで切れ目のない一貫した
教育を推進し、子どもたちが安心して教育活動ができる支援を行い、これからの社会を切
り拓くために必要な資質・能力の育成を図ります。

○ 確かな学力の向上に向け、各種学力調査等を十分に活用し、教員の授業改善及び児童生
徒の学習改善を図る取り組みを推進します。

○ 支援を必要とする児童生徒がそれぞれの教育的ニーズに応じた支援を受けられるよう、特
別支援教育の充実を図ります。

○ 社会の変化に対応できる人材の育成に向け、英語教育や情報教育、キャリア教育の充実を
図ります。
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令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

【ＫＰＩ】

施設

回

6

0

産後ケア利用施設数 10

8

回

％

校

％

人

回

2

91.0

3

62.8

8

5

出会いの場創出の機会開催回数（累計）

教室における空調設備の整備率

照明のLED化整備を実施した学校数

実用英語技能検定（英検）の受験者の割合

部活動地域指導者数

園児と児童及び教職員の交流回数

10

100.0

5

80.0

16

12

件なかよし子育てアプリを活用した
サービス件数 0 3

父親支援教室の開催回数

事業NO. 事 業 名 担 当 課

【主要事業】 

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

1-1-7

1-1-8

1-1-9

1-1-10

1-1-11

1-1-12

こども家庭センター機能強化事業

子育て支援サービス提供事業

認定こども園管理運営事業

子育て情報提供事業

医療費助成事業

母子保健事業

子育て支援住宅運営事業

結婚支援事業

学校施設整備事業

生きる力を育む教育推進事業

学校・地域連携事業

架け橋期教育推進事業

◆ 心身ともに健康で豊かな人間性を育む教育の推進
○ 豊かな心の育成に向け、道徳教育や人権教育、福祉教育、郷土学習の充実、読書活動の促進
を図るほか、不登校児童生徒が学校生活に適応できるよう、校内教育支援センターの充実
など環境整備を行います。

○ 健やかな体の育成に向け、体力・運動能力調査や学校保健統計調査等を有効に活用し、体力
向上に向けた効果的な取り組みを推進するほか、保健・安全教育、食育の充実を図ります。

○ 生徒にとって望ましい中学校部活動の環境を構築する観点から、部活動の円滑な地域移行
を推進します。

◆ 地域活性化や地域を支える人材の育成
○ 地域とともにある学校づくりに向け、地域を支える人材の育成・確保等を進めながら、コ
ミュニティ・スクールの一層の充実を図ります。

○ 小中学校の「総合的な学習の時間」において、地域に学び、地域の将来を創造する学習活動
を系統的・継続的に行えるよう探究的な学習の充実を図ります。

○ 県立馬頭高校に在学する生徒に対し、通学や住まいの確保に関する支援を行うとともに、
学校のさらなる魅力化への支援や情報発信の強化など、生徒数の確保に向けた取り組みを
推進します。

◆ 家庭教育の支援及び架け橋期の教育の充実
○ 家庭教育支援団体の活動に対する支援の充実を図るとともに、ＰＴＡ講座等を通して、家庭
の教育力向上を促進します。

○ 認定こども園と小学校の連携を強化し、「那珂川架け橋カリキュラム」に基づく架け橋期の
教育の充実を図ります。
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第４部　第３期総合戦略

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

【ＫＰＩ】

施設

回

6

0

産後ケア利用施設数 10

8

回

％

校

％

人

回

2

91.0

3

62.8

8

5

出会いの場創出の機会開催回数（累計）

教室における空調設備の整備率

照明のLED化整備を実施した学校数

実用英語技能検定（英検）の受験者の割合

部活動地域指導者数

園児と児童及び教職員の交流回数

10

100.0

5

80.0

16

12

件なかよし子育てアプリを活用した
サービス件数 0 3

父親支援教室の開催回数

事業NO. 事 業 名 担 当 課

【主要事業】 

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

1-1-7

1-1-8

1-1-9

1-1-10

1-1-11

1-1-12

こども家庭センター機能強化事業

子育て支援サービス提供事業

認定こども園管理運営事業

子育て情報提供事業

医療費助成事業

母子保健事業

子育て支援住宅運営事業

結婚支援事業

学校施設整備事業

生きる力を育む教育推進事業

学校・地域連携事業

架け橋期教育推進事業

◆ 心身ともに健康で豊かな人間性を育む教育の推進
○ 豊かな心の育成に向け、道徳教育や人権教育、福祉教育、郷土学習の充実、読書活動の促進
を図るほか、不登校児童生徒が学校生活に適応できるよう、校内教育支援センターの充実
など環境整備を行います。

○ 健やかな体の育成に向け、体力・運動能力調査や学校保健統計調査等を有効に活用し、体力
向上に向けた効果的な取り組みを推進するほか、保健・安全教育、食育の充実を図ります。

○ 生徒にとって望ましい中学校部活動の環境を構築する観点から、部活動の円滑な地域移行
を推進します。

◆ 地域活性化や地域を支える人材の育成
○ 地域とともにある学校づくりに向け、地域を支える人材の育成・確保等を進めながら、コ
ミュニティ・スクールの一層の充実を図ります。

○ 小中学校の「総合的な学習の時間」において、地域に学び、地域の将来を創造する学習活動
を系統的・継続的に行えるよう探究的な学習の充実を図ります。

○ 県立馬頭高校に在学する生徒に対し、通学や住まいの確保に関する支援を行うとともに、
学校のさらなる魅力化への支援や情報発信の強化など、生徒数の確保に向けた取り組みを
推進します。

◆ 家庭教育の支援及び架け橋期の教育の充実
○ 家庭教育支援団体の活動に対する支援の充実を図るとともに、ＰＴＡ講座等を通して、家庭
の教育力向上を促進します。

○ 認定こども園と小学校の連携を強化し、「那珂川架け橋カリキュラム」に基づく架け橋期の
教育の充実を図ります。
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令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

【ＫＰＩ】

回

回

人

回

団体

回

1

2

2,706

1

11

1

4

7

3,000

3

15

4

機能別消防団員確保のための広報
啓発活動実施回数

低炭素まちづくり補助金に係る
広報紙等による制度周知掲載回数

小型家電・製品プラスチック回収
イベント実施回数

地区防災計画策定に係る説明会開催回数

環境美化活動参加者数

資源ごみ回収登録団体数

【主要事業】 

生活環境課

生活環境課

1-2-11

1-2-12 4Ｒ促進事業

低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金
交付事業

事業NO. 事 業 名 担 当 課

総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課

生活環境課

1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-2-5
1-2-6
1-2-7
1-2-8
1-2-9
1-2-10

消防団活性化事業
消防施設・設備更新事業
地区防災計画策定支援事業
地域防災計画更新事業
ハザードマップ更新事業
防災無線整備事業
防災システム整備事業
災害用備蓄品・資機材更新事業
孤立可能性集落対策事業
環境のまちづくり事業

【主な取り組み】

◆ 消防体制の維持・充実
○ 消防団の維持・充実に向け、団員確保対策の強化をはじめ、団員の資質向上や施設・設備の更新を
図るとともに、組織の見直しを検討していきます。

○ 広域的連携のもと、南那須地区広域行政事務組合による常備消防・救急体制の維持・充実に努めます。
◆ 地域における防災力の向上
○ 町民一人ひとりの防火・防災意識の一層の高揚を図るため、広報・啓発活動や各種訓練を実施します。
○ 各行政区が、非常時には自主防災組織として地域防災の要となるよう、地区防災計画の策定を促
すとともに、計画に基づく取り組みが継続して行われるよう、防災訓練等を実施します。

◆ 防災・減災体制の充実
○ 災害に強いまちづくりを総合的・計画的に進めるため、地域防災計画や国土強靱化地域計画をは
じめ、各種防災関連計画・マニュアル・ハザードマップの見直しを適宜行います。

○ 災害時における情報伝達体制の強化・多重化に向け、屋外拡声器やＦＭ音声告知器、ケーブルテレ
ビ、ホームページ、ＳＮＳ等の有効活用を図ります。

○ 避難ルートや避難所等の周知を徹底するほか、避難所については、女性や子ども、高齢者等の意
見を取り入れながら、災害復興の担い手育成や運営体制の充実、環境整備を進めます。

○ 災害用備蓄品や資機材については、土砂災害や地震等の様々な自然災害を想定し、整備・更新を
行うとともに、災害時に孤立する可能性があると判断された集落においては、必要な物資を整備
することで防災力の強化を図ります。

○ 高齢者や障がい者等の災害時の避難に支援が必要な町民に対する避難支援体制の充実を図ります。
○ 災害時に備え、他自治体や民間企業・団体等との協力体制の維持・充実を図ります。
◆ 流域治水対策の推進
○ 「那珂川水系流域治水プロジェクト」による浸水被害対策を国・県と連携して推進します。
○ 土砂災害の防止・軽減に向けた砂防堰堤等の対策工事について、早期実施を国・県に要望してい
くとともに、町においても土砂災害警戒区域の周知等、啓発事業を実施します。

◆ 地域環境の保全
○ 大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの環境問題について、関係機関などと密に連携し、公
害防止対策の強化を図るとともに、広報・啓発活動などを行い未然防止に努めます。

○ 美しく快適な生活環境づくりに向け、地域住民によるごみ拾い・清掃などの環境美化活動を推進
するとともに、ペットの適正な飼育について啓発活動を行います。

○ 不法投棄監視員との連携による監視・パトロールや広報・啓発活動等を行い、ごみの不法投棄の
防止に努めます。

◆ 地球温暖化対策の推進
○ 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、職員の省エネ行動の実施や公共施設における
太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備の設置、電気自動車などの環境への負荷の少な
い車両の導入などにより、行政が率先して温室効果ガスの排出削減に努めます。

○ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、一般家庭等における再生可能エネルギーの利
用と省エネルギーの普及を促進し、町全体での温室効果ガスの排出削減を進めます。

◆ ４Ｒの促進
○ 循環型社会の形成に向け、広報・啓発活動や情報提供の充実、資源ごみの回収や生ごみの堆肥化に対
する支援などを行い、町民・事業者の自主的な４Ｒを促進します。【主要施策】（前期基本計画より）

１－２ 防災力の強化と地球温暖化対策の推進
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第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
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部
　
第
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期
総
合
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略

第
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章
　
戦
略
の
柱
ご
と
の
取
り
組
み

第４部　第３期総合戦略
第３次那珂川町総合振興計画

なかがわ『わくわく』プラン2035

第
４
部
　
第
３
期
総
合
戦
略

第
３
章
　
戦
略
の
柱
ご
と
の
取
り
組
み

第４部　第３期総合戦略

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

【ＫＰＩ】

回

回

人

回

団体

回

1

2

2,706

1

11

1

4

7

3,000

3

15

4

機能別消防団員確保のための広報
啓発活動実施回数

低炭素まちづくり補助金に係る
広報紙等による制度周知掲載回数

小型家電・製品プラスチック回収
イベント実施回数

地区防災計画策定に係る説明会開催回数

環境美化活動参加者数

資源ごみ回収登録団体数

【主要事業】 

生活環境課

生活環境課

1-2-11

1-2-12 4Ｒ促進事業

低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金
交付事業

事業NO. 事 業 名 担 当 課

総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課

生活環境課

1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-2-5
1-2-6
1-2-7
1-2-8
1-2-9
1-2-10

消防団活性化事業
消防施設・設備更新事業
地区防災計画策定支援事業
地域防災計画更新事業
ハザードマップ更新事業
防災無線整備事業
防災システム整備事業
災害用備蓄品・資機材更新事業
孤立可能性集落対策事業
環境のまちづくり事業

【主な取り組み】

◆ 消防体制の維持・充実
○ 消防団の維持・充実に向け、団員確保対策の強化をはじめ、団員の資質向上や施設・設備の更新を
図るとともに、組織の見直しを検討していきます。

○ 広域的連携のもと、南那須地区広域行政事務組合による常備消防・救急体制の維持・充実に努めます。
◆ 地域における防災力の向上
○ 町民一人ひとりの防火・防災意識の一層の高揚を図るため、広報・啓発活動や各種訓練を実施します。
○ 各行政区が、非常時には自主防災組織として地域防災の要となるよう、地区防災計画の策定を促
すとともに、計画に基づく取り組みが継続して行われるよう、防災訓練等を実施します。

◆ 防災・減災体制の充実
○ 災害に強いまちづくりを総合的・計画的に進めるため、地域防災計画や国土強靱化地域計画をは
じめ、各種防災関連計画・マニュアル・ハザードマップの見直しを適宜行います。

○ 災害時における情報伝達体制の強化・多重化に向け、屋外拡声器やＦＭ音声告知器、ケーブルテレ
ビ、ホームページ、ＳＮＳ等の有効活用を図ります。

○ 避難ルートや避難所等の周知を徹底するほか、避難所については、女性や子ども、高齢者等の意
見を取り入れながら、災害復興の担い手育成や運営体制の充実、環境整備を進めます。

○ 災害用備蓄品や資機材については、土砂災害や地震等の様々な自然災害を想定し、整備・更新を
行うとともに、災害時に孤立する可能性があると判断された集落においては、必要な物資を整備
することで防災力の強化を図ります。

○ 高齢者や障がい者等の災害時の避難に支援が必要な町民に対する避難支援体制の充実を図ります。
○ 災害時に備え、他自治体や民間企業・団体等との協力体制の維持・充実を図ります。
◆ 流域治水対策の推進
○ 「那珂川水系流域治水プロジェクト」による浸水被害対策を国・県と連携して推進します。
○ 土砂災害の防止・軽減に向けた砂防堰堤等の対策工事について、早期実施を国・県に要望してい
くとともに、町においても土砂災害警戒区域の周知等、啓発事業を実施します。

◆ 地域環境の保全
○ 大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの環境問題について、関係機関などと密に連携し、公
害防止対策の強化を図るとともに、広報・啓発活動などを行い未然防止に努めます。

○ 美しく快適な生活環境づくりに向け、地域住民によるごみ拾い・清掃などの環境美化活動を推進
するとともに、ペットの適正な飼育について啓発活動を行います。

○ 不法投棄監視員との連携による監視・パトロールや広報・啓発活動等を行い、ごみの不法投棄の
防止に努めます。

◆ 地球温暖化対策の推進
○ 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、職員の省エネ行動の実施や公共施設における
太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備の設置、電気自動車などの環境への負荷の少な
い車両の導入などにより、行政が率先して温室効果ガスの排出削減に努めます。

○ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、一般家庭等における再生可能エネルギーの利
用と省エネルギーの普及を促進し、町全体での温室効果ガスの排出削減を進めます。

◆ ４Ｒの促進
○ 循環型社会の形成に向け、広報・啓発活動や情報提供の充実、資源ごみの回収や生ごみの堆肥化に対
する支援などを行い、町民・事業者の自主的な４Ｒを促進します。【主要施策】（前期基本計画より）

１－２ 防災力の強化と地球温暖化対策の推進
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第３次那珂川町総合振興計画
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第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

1-3-5

1-3-6

1-3-7

ゲートキーパー養成事業

那珂よし健康ポイント事業

健康づくり推進事業

広域医療体制整備事業

重層的支援体制整備事業

地域福祉担い手育成事業

見守り等生活支援体制整備事業

【ＫＰＩ】

回

人

％

回

件

3

211

27.5

0

3

ゲートキーパー養成講座開催回数

「那珂よし健康ポイント事業」登録者数

集団検診受診率

食料支援実施回数

「日常生活自立支援事業」契約件数

5

500

35.0

20

10

【主な取り組み】

◆ 保健事業推進体制の充実
○ 地域ぐるみの健康づくり体制の強化に向け、地域における健康づくりの担い手である食生活改善
推進員やゲートキーパー等の育成・確保及び活動支援を行います。

◆ 町全体の健康づくり意識の高揚
○ 町全体の健康づくり意識を高めるため、健康に関心の薄い人を含む幅広い対象者に向け、健康に
関する広報・啓発活動や情報提供の推進、イベント・教室の開催、「那珂よし健康ポイント事業」の
充実を図ります。

◆ 「健康なかがわ21 プラン・２期計画」に基づく健康づくりの推進
○ 「健康なかがわ21 プラン・２期計画」に基づき、「乳幼児期」、「学童・思春期」、「青壮年期」、「高齢
期」の各年代別に設定した、あるべき姿や目標、指標の達成に向け、地域や町民の自主的な取り組
みを促進するとともに、行政としての具体的な取り組みを推進します。

◆ 地域医療の維持・充実
○ 身近な医療体制の維持・充実に向け、町内の医療機関との協力体制の一層の充実に努めます。
○ 広域的連携のもと、那須南病院の老朽化を踏まえた施設の整備を進めるとともに、休日等の医療
体制の維持・充実を図ります。

◆ 断らない包括的な相談支援体制の拡充
○ 分野別では対応しきれない複雑化・複合化する困りごとや悩みごとにも的確に対応できるよう、重
層的支援体制整備事業により、断らない包括的な相談支援体制を拡充していきます。

◆ 地域福祉を担う多様な担い手の育成
○ 地域福祉を担う多様な担い手を育成するため、社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、各
種福祉団体、福祉ボランティア団体等の活動支援を行います。

○ 町民の福祉意識の高揚と実践活動の促進、福祉ボランティアの発掘・育成に向け、社会福祉協議
会と連携し、啓発活動や情報提供、福祉教育を推進します。

◆ 分野を越えた横断的・総合的な取り組みの推進
○ 見守り体制の強化をはじめ、外出・買い物の支援、交流の場・居場所づくり、生活困窮やひきこも
り・孤立・孤独への対応、虐待の防止、災害時の支援等、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉等の
各分野に共通する課題等について、横断的・総合的な取り組みを推進します。

【主要施策】（前期基本計画より）

１－３ 保健・医療体制と支え合う地域福祉体制の充実
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第４部　第３期総合戦略
第３次那珂川町総合振興計画
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第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

1-3-5

1-3-6

1-3-7

ゲートキーパー養成事業

那珂よし健康ポイント事業

健康づくり推進事業

広域医療体制整備事業

重層的支援体制整備事業

地域福祉担い手育成事業

見守り等生活支援体制整備事業

【ＫＰＩ】

回

人

％

回

件

3

211

27.5

0

3

ゲートキーパー養成講座開催回数

「那珂よし健康ポイント事業」登録者数

集団検診受診率

食料支援実施回数

「日常生活自立支援事業」契約件数

5

500

35.0

20

10

【主な取り組み】

◆ 保健事業推進体制の充実
○ 地域ぐるみの健康づくり体制の強化に向け、地域における健康づくりの担い手である食生活改善
推進員やゲートキーパー等の育成・確保及び活動支援を行います。

◆ 町全体の健康づくり意識の高揚
○ 町全体の健康づくり意識を高めるため、健康に関心の薄い人を含む幅広い対象者に向け、健康に
関する広報・啓発活動や情報提供の推進、イベント・教室の開催、「那珂よし健康ポイント事業」の
充実を図ります。

◆ 「健康なかがわ21 プラン・２期計画」に基づく健康づくりの推進
○ 「健康なかがわ21 プラン・２期計画」に基づき、「乳幼児期」、「学童・思春期」、「青壮年期」、「高齢
期」の各年代別に設定した、あるべき姿や目標、指標の達成に向け、地域や町民の自主的な取り組
みを促進するとともに、行政としての具体的な取り組みを推進します。

◆ 地域医療の維持・充実
○ 身近な医療体制の維持・充実に向け、町内の医療機関との協力体制の一層の充実に努めます。
○ 広域的連携のもと、那須南病院の老朽化を踏まえた施設の整備を進めるとともに、休日等の医療
体制の維持・充実を図ります。

◆ 断らない包括的な相談支援体制の拡充
○ 分野別では対応しきれない複雑化・複合化する困りごとや悩みごとにも的確に対応できるよう、重
層的支援体制整備事業により、断らない包括的な相談支援体制を拡充していきます。

◆ 地域福祉を担う多様な担い手の育成
○ 地域福祉を担う多様な担い手を育成するため、社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、各
種福祉団体、福祉ボランティア団体等の活動支援を行います。

○ 町民の福祉意識の高揚と実践活動の促進、福祉ボランティアの発掘・育成に向け、社会福祉協議
会と連携し、啓発活動や情報提供、福祉教育を推進します。

◆ 分野を越えた横断的・総合的な取り組みの推進
○ 見守り体制の強化をはじめ、外出・買い物の支援、交流の場・居場所づくり、生活困窮やひきこも
り・孤立・孤独への対応、虐待の防止、災害時の支援等、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉等の
各分野に共通する課題等について、横断的・総合的な取り組みを推進します。

【主要施策】（前期基本計画より）

１－３ 保健・医療体制と支え合う地域福祉体制の充実
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事業NO. 事 業 名 担 当 課

【主要事業】 

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

2-1-5

2-1-6

2-1-7

2-1-8

2-1-9

新規就農者育成総合支援事業

土地改良事業

農産物生産性向上支援事業

農産物加工推進事業

森林環境整備事業

木質資源出荷促進地域活性化事業

木材需要拡大事業

アユ放流事業

ホンモロコ等養殖支援事業

【ＫＰＩ】

回

回

回

件

5

3

0

8

農作業体験会開催回数

就農相談会参加回数

農産物加工に関する研修会開催回数

森林経営管理集積計画策定件数

6

5

1

10

　稼ぐ力の高い持続可能な産業と、若者や女性も働きたくなる職場づくりを進める
ため、前期基本計画の『重点プロジェクト②』に基づき、農林水産業の維持と新たな
展開、商工業の活性化、町民の地元雇用や事業所の「働き方改革」の促進に向けた取
り組みを重点的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

２－１ 農林水産業の維持と新たな展開

◆ 農業の担い手の育成
○ 関係機関と連携し、支援体制の強化や農地の集積等を進め、本町の農業を支える認定農業者の育
成・確保、集落営農の促進を図ります。

○ 関係機関による支援制度の周知・活用促進、移住・定住促進施策との連動等により、新規就農者・後
継者の掘り起こしと着実な就農の促進を図ります。

○ 多様な担い手の育成に向け、企業の参入促進や定年退職後の就農の促進、農福連携の仕組みづくり
などについても検討していきます。

◆ 農産物生産体制の充実促進
○ 関係機関と連携し、農地や農道、用排水施設などの農業生産基盤の整備・改修、整備された農業生
産基盤を保全する地域ぐるみの共同活動への支援を行います。

○ 関係機関と連携し、効率的な生産技術や関連施設、スマート農業の導入を支援し、米をはじめ野菜、
果樹、畜産物等の生産性・品質の向上を促進します。

○ 中山間地域などの狭隘な農地での営農を支援するため、中山間地域等直接支払交付金制度を活用
するほか、関係機関と連携し、農産物の高付加価値化に取り組み、農業者の所得向上を図ります。

◆ 農業の６次産業化の促進
○ 既存の農産物加工品の安定生産・販路拡大を促進するほか、各地域における農産物加工施設（小さ
な拠点）の整備を支援し、新たな農産物加工品の開発・販売を促進します。

◆ 計画的な森林管理・整備の促進
○ 林道の整備をはじめ、森林施業の共同化やスマート林業の導入の支援など、合理的かつ省力・低コス
トで森林施業が行える体制づくりを進めます。

○ 森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、森林環境譲与税や森林経営管理制度を適宜
活用しながら、森林整備計画に示す森林の機能区分に沿った適正な管理・整備を促進します。

稼げる産業と魅力ある職場づくり2 ◆ 「木の駅プロジェクト」の推進
○ 地域の森林資源を有効に活用し、持続可能な林業の展開と地域経済の活性化を図るため、「木の駅
プロジェクト」を推進します。

◆ 地元産材の利用促進
○ 地元産材の利用拡大に向け、公共建築物の建設に地元産材の利用を推進するほか、木材需要の拡
大に関する補助制度の周知と活用を促進し、一般住宅の建設への地元産材の利用を促進します。

◆ 水産業の振興
○ 那珂川の漁業資源の維持・拡大のため、アユの放流事業を実施します。
○ ホンモロコの養殖について、県水産試験場等と連携し、安定的な生産を促進するとともに、飲食店
や宿泊施設等への働きかけなど、販路の維持・拡大を支援していきます。
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第４部　第３期総合戦略

事業NO. 事 業 名 担 当 課

【主要事業】 

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

2-1-5

2-1-6

2-1-7

2-1-8

2-1-9

新規就農者育成総合支援事業

土地改良事業

農産物生産性向上支援事業

農産物加工推進事業

森林環境整備事業

木質資源出荷促進地域活性化事業

木材需要拡大事業

アユ放流事業

ホンモロコ等養殖支援事業

【ＫＰＩ】

回

回

回

件

5

3

0

8

農作業体験会開催回数

就農相談会参加回数

農産物加工に関する研修会開催回数

森林経営管理集積計画策定件数

6

5

1

10

　稼ぐ力の高い持続可能な産業と、若者や女性も働きたくなる職場づくりを進める
ため、前期基本計画の『重点プロジェクト②』に基づき、農林水産業の維持と新たな
展開、商工業の活性化、町民の地元雇用や事業所の「働き方改革」の促進に向けた取
り組みを重点的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

２－１ 農林水産業の維持と新たな展開

◆ 農業の担い手の育成
○ 関係機関と連携し、支援体制の強化や農地の集積等を進め、本町の農業を支える認定農業者の育
成・確保、集落営農の促進を図ります。

○ 関係機関による支援制度の周知・活用促進、移住・定住促進施策との連動等により、新規就農者・後
継者の掘り起こしと着実な就農の促進を図ります。

○ 多様な担い手の育成に向け、企業の参入促進や定年退職後の就農の促進、農福連携の仕組みづくり
などについても検討していきます。

◆ 農産物生産体制の充実促進
○ 関係機関と連携し、農地や農道、用排水施設などの農業生産基盤の整備・改修、整備された農業生
産基盤を保全する地域ぐるみの共同活動への支援を行います。

○ 関係機関と連携し、効率的な生産技術や関連施設、スマート農業の導入を支援し、米をはじめ野菜、
果樹、畜産物等の生産性・品質の向上を促進します。

○ 中山間地域などの狭隘な農地での営農を支援するため、中山間地域等直接支払交付金制度を活用
するほか、関係機関と連携し、農産物の高付加価値化に取り組み、農業者の所得向上を図ります。

◆ 農業の６次産業化の促進
○ 既存の農産物加工品の安定生産・販路拡大を促進するほか、各地域における農産物加工施設（小さ
な拠点）の整備を支援し、新たな農産物加工品の開発・販売を促進します。

◆ 計画的な森林管理・整備の促進
○ 林道の整備をはじめ、森林施業の共同化やスマート林業の導入の支援など、合理的かつ省力・低コス
トで森林施業が行える体制づくりを進めます。

○ 森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、森林環境譲与税や森林経営管理制度を適宜
活用しながら、森林整備計画に示す森林の機能区分に沿った適正な管理・整備を促進します。

稼げる産業と魅力ある職場づくり2 ◆ 「木の駅プロジェクト」の推進
○ 地域の森林資源を有効に活用し、持続可能な林業の展開と地域経済の活性化を図るため、「木の駅
プロジェクト」を推進します。

◆ 地元産材の利用促進
○ 地元産材の利用拡大に向け、公共建築物の建設に地元産材の利用を推進するほか、木材需要の拡
大に関する補助制度の周知と活用を促進し、一般住宅の建設への地元産材の利用を促進します。

◆ 水産業の振興
○ 那珂川の漁業資源の維持・拡大のため、アユの放流事業を実施します。
○ ホンモロコの養殖について、県水産試験場等と連携し、安定的な生産を促進するとともに、飲食店
や宿泊施設等への働きかけなど、販路の維持・拡大を支援していきます。
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【ＫＰＩ】
令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

回

回

回

0

0

0

3

12

3合同就職説明会・面接会の開催回数

新規出店に関する補助金等説明会
開催回数

広報紙等への地域ブランド認定商品
ＰＲ掲載回数

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

地域企業経営安定化支援事業

起業・創業支援事業

企業誘致事業

地域ブランド展開支援事業

地域雇用創出事業

働き方改革促進事業

【主な取り組み】

◆ 商工会の運営支援
○ 商工業の振興に向けた各種活動の活発化に向け、商工会の運営支援を行います。
◆ 商工業事業所の継続・安定化の支援
○ 商工業事業所の事業の継続と経営の安定化に向け、町の中小企業振興資金融資（運転資金・設備
資金）や県等関係機関による各種融資制度の周知と活用を促進します。

○ 事業承継、維持・存続に向けた町の新たな支援制度の創設について検討・推進します。
○ 商工業事業所の活性化に向け、宇都宮大学等と連携し、商品パッケージや店内リニューアル等に
取り組む産学官連携事業を実施します。

◆ 創業の支援
○ 町内での起業・創業を促進するため、町の中小企業振興資金融資（創業支援資金）や新規出店支
援補助金、空き店舗等活用促進事業費補助金、県等関係機関による各種融資制度の周知と活用
を促進します。

◆ 企業誘致に向けた情報発信の強化
○ 新たな活力の創造と雇用の場の拡充に向け、企業立地に向けた情報発信の強化を図るとともに、
県と連携して効果的な企業誘致活動を展開し、優良企業の立地を促進します。

◆ 特産品の振興
○ 県立馬頭高等学校や事業者等と連携し、新たな特産品の掘り起こしを進めます。
○ 「那珂川町地域ブランド認定商品」をはじめとする特産品の販路の維持・拡大に向け、様々な情報
媒体を活用した情報発信の強化をはじめ、商業施設や宿泊施設との連携、ふるさと納税返礼品へ
の活用などを促進します。

◆ 町民の地元雇用の促進
○ 若者をはじめ、町民が就職しやすい環境づくりに向け、栃木労働局やハローワーク那須烏山、町内
事業所等と連携し、就職に関する情報提供の推進や合同説明会・相談会の開催、職業能力の開発
に関する支援を行います。

○ 町内事業所における町民雇用の促進に向け、立地企業が町民を雇用した場合に交付する雇用促
進奨励金の周知と活用を促進します。

◆ 魅力ある職場環境づくりの促進
○ 働きやすく魅力ある職場環境づくりに向け、町内事業所に対し、多様で柔軟な働き方の実現をは
じめとする「働き方改革」についての啓発活動・情報提供を行います。

◆ 男女共同参画・女性活躍のまちづくりの推進
○ 働きやすく健全な職場・家庭環境づくりに向け、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた事業所へ
の働きかけ、ＤＶやハラスメントの防止に向けた啓発・相談等を進めます。

【主要施策】（前期基本計画より）

２－２ 商工業の活性化と雇用対策の推進
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【ＫＰＩ】
令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

回

回

回

0

0

0

3

12

3合同就職説明会・面接会の開催回数

新規出店に関する補助金等説明会
開催回数

広報紙等への地域ブランド認定商品
ＰＲ掲載回数

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

地域企業経営安定化支援事業

起業・創業支援事業

企業誘致事業

地域ブランド展開支援事業

地域雇用創出事業

働き方改革促進事業

【主な取り組み】

◆ 商工会の運営支援
○ 商工業の振興に向けた各種活動の活発化に向け、商工会の運営支援を行います。
◆ 商工業事業所の継続・安定化の支援
○ 商工業事業所の事業の継続と経営の安定化に向け、町の中小企業振興資金融資（運転資金・設備
資金）や県等関係機関による各種融資制度の周知と活用を促進します。

○ 事業承継、維持・存続に向けた町の新たな支援制度の創設について検討・推進します。
○ 商工業事業所の活性化に向け、宇都宮大学等と連携し、商品パッケージや店内リニューアル等に
取り組む産学官連携事業を実施します。

◆ 創業の支援
○ 町内での起業・創業を促進するため、町の中小企業振興資金融資（創業支援資金）や新規出店支
援補助金、空き店舗等活用促進事業費補助金、県等関係機関による各種融資制度の周知と活用
を促進します。

◆ 企業誘致に向けた情報発信の強化
○ 新たな活力の創造と雇用の場の拡充に向け、企業立地に向けた情報発信の強化を図るとともに、
県と連携して効果的な企業誘致活動を展開し、優良企業の立地を促進します。

◆ 特産品の振興
○ 県立馬頭高等学校や事業者等と連携し、新たな特産品の掘り起こしを進めます。
○ 「那珂川町地域ブランド認定商品」をはじめとする特産品の販路の維持・拡大に向け、様々な情報
媒体を活用した情報発信の強化をはじめ、商業施設や宿泊施設との連携、ふるさと納税返礼品へ
の活用などを促進します。

◆ 町民の地元雇用の促進
○ 若者をはじめ、町民が就職しやすい環境づくりに向け、栃木労働局やハローワーク那須烏山、町内
事業所等と連携し、就職に関する情報提供の推進や合同説明会・相談会の開催、職業能力の開発
に関する支援を行います。

○ 町内事業所における町民雇用の促進に向け、立地企業が町民を雇用した場合に交付する雇用促
進奨励金の周知と活用を促進します。

◆ 魅力ある職場環境づくりの促進
○ 働きやすく魅力ある職場環境づくりに向け、町内事業所に対し、多様で柔軟な働き方の実現をは
じめとする「働き方改革」についての啓発活動・情報提供を行います。

◆ 男女共同参画・女性活躍のまちづくりの推進
○ 働きやすく健全な職場・家庭環境づくりに向け、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた事業所へ
の働きかけ、ＤＶやハラスメントの防止に向けた啓発・相談等を進めます。

【主要施策】（前期基本計画より）

２－２ 商工業の活性化と雇用対策の推進
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第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
４
部
　
第
３
期
総
合
戦
略

第
３
章
　
戦
略
の
柱
ご
と
の
取
り
組
み

第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

生涯学習課

生涯学習課

3-1-1

3-1-2

3-1-3

3-1-4

3-1-5

3-1-6

観光資源魅力化推進事業

観光施設整備事業

新観光資源創出事業

観光プロモーション強化事業

馬頭広重美術館管理運営事業

なす風土記の丘資料館・郷土資料館管理運営事業

【ＫＰＩ】
令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

回

回

回

30

9

47

35

12

50

町外観光イベント参加回数

「馬頭広重美術館」イベント・芸術講
座等の開催回数

「なす風土記の丘資料館」及び「郷土資
料館」歴史文化講座・教室等の開催回数

◆ 「馬頭広重美術館」の充実・活用
○ 地域の振興につなげるとともに、文化財等を保存・継承していくため、計画的な施設・設備
の更新と併せて、企画展や特別展、公募展（町に関する作品の募集・展示）などの魅力ある
展覧会の開催を図り、集客の増加に努めます。

◆ 「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」の充実・活用
○ 「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」について、施設・設備の更新を計画的に進めると
ともに、魅力ある企画展や講座・教室・出前講座の開催、史跡めぐりをはじめ、文化財等の
保存や収蔵・展示、普及・啓発等に向けた取り組みの一層の充実、情報発信の強化を図ります。

◆ ふるさと納税の有効活用
○ ふるさと納税や企業版ふるさと納税について、まちづくりの財源としての有効活用、関係人
口の拡大に向け、寄附件数、寄附額の増加に向けた取り組みを進めます。

◆ 観光協会の運営支援
○ 観光の振興に向けた各種活動の一層の活発化に向け、必要に応じＤＭＯの設立も含め、観
光協会の組織強化を目指した運営支援を行います。

◆ 既存観光資源の充実・活用
○ 「道の駅ばとう」をはじめ、「ゆりがねの湯」や「まほろばの湯湯親館」、「青少年旅行村」、「ま
ほろばキャンプ場」などの町営施設について、集客力の向上を見据えた一層の魅力化、利用
ニーズや老朽化への対応に向け、運営の工夫や施設・設備の整備・改修等を計画的に進めます。

○ 「馬頭温泉郷」の温泉旅館やオートキャンプ場をはじめとする民間施設についても、一層の
魅力化や経営の安定化に向け、必要に応じて側面からの支援を行います。

○ 町を周遊できるレンタサイクル事業及びサイクリングコースの充実に向け、観光協会との連
携を図ります。

○ 町民や町民団体と連携し、「夢まつり」をはじめとする祭り・イベントの内容充実・有効活用
を図ります。

◆ 新たな観光資源の掘り起こし
○ 観光協会をはじめ町民や事業者等と連携し、「里山景観」、「歴史文化」、「食」、「農」などの
本町の特性を活かした魅力ある着地型観光ツアーの開発、新たな旅のスタイルといわれる
ワーケーション＆ブレジャーの導入検討など、新たな観光資源・仕組みの掘り起こしを進めます。

◆ 観光に関する情報発信の強化
○ 観光・交流・関係人口の拡大に向け、様々な情報媒体を活用し、町及び町の観光資源につい
て、多言語にも対応した情報発信の強化を図ります。

◆ 広域観光体制の充実
○ 広域的連携のもと、圏域一体となった集客活動の展開やグリーン・ツーリズムの推進をは
じめ、広域観光体制の充実を図ります。

　本町を訪れる人、本町を応援してくれる人、本町に移り住む人を増やすと
ともに、町内外へ町の魅力をさらに発信するため、前期基本計画の『重点プ
ロジェクト③』に基づき、観光機能の強化や関係人口の拡大、移住の促進、
情報発信力の強化に向けた取り組みを重点的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

３－１ 観光機能の強化と関係人口の拡大

那珂川町ファンの拡大と情報発信力の強化3
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第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

生涯学習課

生涯学習課

3-1-1

3-1-2

3-1-3

3-1-4

3-1-5

3-1-6

観光資源魅力化推進事業

観光施設整備事業

新観光資源創出事業

観光プロモーション強化事業

馬頭広重美術館管理運営事業

なす風土記の丘資料館・郷土資料館管理運営事業

【ＫＰＩ】
令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

回

回

回

30

9

47

35

12

50

町外観光イベント参加回数

「馬頭広重美術館」イベント・芸術講
座等の開催回数

「なす風土記の丘資料館」及び「郷土資
料館」歴史文化講座・教室等の開催回数

◆ 「馬頭広重美術館」の充実・活用
○ 地域の振興につなげるとともに、文化財等を保存・継承していくため、計画的な施設・設備
の更新と併せて、企画展や特別展、公募展（町に関する作品の募集・展示）などの魅力ある
展覧会の開催を図り、集客の増加に努めます。

◆ 「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」の充実・活用
○ 「なす風土記の丘資料館」・「郷土資料館」について、施設・設備の更新を計画的に進めると
ともに、魅力ある企画展や講座・教室・出前講座の開催、史跡めぐりをはじめ、文化財等の
保存や収蔵・展示、普及・啓発等に向けた取り組みの一層の充実、情報発信の強化を図ります。

◆ ふるさと納税の有効活用
○ ふるさと納税や企業版ふるさと納税について、まちづくりの財源としての有効活用、関係人
口の拡大に向け、寄附件数、寄附額の増加に向けた取り組みを進めます。

◆ 観光協会の運営支援
○ 観光の振興に向けた各種活動の一層の活発化に向け、必要に応じＤＭＯの設立も含め、観
光協会の組織強化を目指した運営支援を行います。

◆ 既存観光資源の充実・活用
○ 「道の駅ばとう」をはじめ、「ゆりがねの湯」や「まほろばの湯湯親館」、「青少年旅行村」、「ま
ほろばキャンプ場」などの町営施設について、集客力の向上を見据えた一層の魅力化、利用
ニーズや老朽化への対応に向け、運営の工夫や施設・設備の整備・改修等を計画的に進めます。

○ 「馬頭温泉郷」の温泉旅館やオートキャンプ場をはじめとする民間施設についても、一層の
魅力化や経営の安定化に向け、必要に応じて側面からの支援を行います。

○ 町を周遊できるレンタサイクル事業及びサイクリングコースの充実に向け、観光協会との連
携を図ります。

○ 町民や町民団体と連携し、「夢まつり」をはじめとする祭り・イベントの内容充実・有効活用
を図ります。

◆ 新たな観光資源の掘り起こし
○ 観光協会をはじめ町民や事業者等と連携し、「里山景観」、「歴史文化」、「食」、「農」などの
本町の特性を活かした魅力ある着地型観光ツアーの開発、新たな旅のスタイルといわれる
ワーケーション＆ブレジャーの導入検討など、新たな観光資源・仕組みの掘り起こしを進めます。

◆ 観光に関する情報発信の強化
○ 観光・交流・関係人口の拡大に向け、様々な情報媒体を活用し、町及び町の観光資源につい
て、多言語にも対応した情報発信の強化を図ります。

◆ 広域観光体制の充実
○ 広域的連携のもと、圏域一体となった集客活動の展開やグリーン・ツーリズムの推進をは
じめ、広域観光体制の充実を図ります。

　本町を訪れる人、本町を応援してくれる人、本町に移り住む人を増やすと
ともに、町内外へ町の魅力をさらに発信するため、前期基本計画の『重点プ
ロジェクト③』に基づき、観光機能の強化や関係人口の拡大、移住の促進、
情報発信力の強化に向けた取り組みを重点的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

３－１ 観光機能の強化と関係人口の拡大

那珂川町ファンの拡大と情報発信力の強化3
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第４部　第３期総合戦略

【ＫＰＩ】

【主要事業】 

件

件

件

2

12

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

移住・定住相談件数（累計） 

地域資源情報バンク物件登録件数（累計）

町公式LINE新規コンテンツ提供
件数（累計） 

750

90

0 10

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

3-2-6

事業NO. 事 業 名 担 当 課

分譲宅地整備事業

移住・定住相談体制整備事業

地域資源情報バンク運営事業

空き家購入・改修支援事業

広報事業

情報発信・プロモーション強化事業

【主な取り組み】

◆ 分譲宅地の整備・情報発信の強化
○ 実情に即した分譲宅地計画の見直しを行い、子育て世帯をはじめ、幅広い層を対象とした分譲宅
地の整備を計画的に進めていくとともに、早期分譲及び住宅建設の促進に努めます。

○ 分譲宅地及び「農ある田舎暮らし高手の里」の情報について、様々な情報媒体を活用し、情報発信
の強化を図ります。

◆ 移住・定住に関する情報発信の強化
○ 町の知名度やイメージを向上させ、移住希望者や関係人口を掘り起こすため、那珂川町地域資源
情報バンク検索サイト「なかがわぐらし」をはじめ、様々な情報媒体・機会を活用し、移住・定住に
関する情報発信の強化を図ります。

◆ 移住・定住に関する相談体制の充実
○ 移住・定住に関する相談に効果的に対応するため、都内のふるさと回帰支援センターや県内に設
置されている移住相談員などと連携し、相談体制の充実を図ります。

◆ 地域資源情報バンクの充実
○ 空き家・空き店舗等の活用による移住・定住の促進に向け、地域資源情報バンクの充実を図ると
ともに、登録された住宅の購入費・改修費の支援を行います。

◆ 移住・定住支援事業の推進
○ 町民の町外への転出抑制と町外からの移住者の増加を図るとともに、定住を促進するため、移住・
定住者への支援制度について検討していきます。

○ 東京圏からの移住者に移住支援金を支給する国・県の移住支援事業の周知と活用を促進します。
◆ 高校生の子どもがいる世帯への支援
○ 進学を機に転出する世帯が、いつまでも本町に住み続けることができるよう、支援制度について検
討していきます。

◆ 広報活動の充実
○ わかりやすく「伝える」から「伝わる」を意識した広報紙づくりをはじめ、ホームページやＳＮＳ等を
活用した広報活動の充実に努めるほか、デジタル技術を活用した新たな広報機能の導入について
検討・推進します。

○ ケーブルテレビの自主放送番組の充実を図り、行政情報をはじめ地域に根差したきめ細やかな情
報の提供を行います。

◆ 戦略的な情報発信・プロモーション活動の推進
○ 情報発信・プロモーション活動を戦略的・効果的に行うため、専門的な知識と技術を有する人材等
の活用を含め、ターゲットに合わせた情報の選定、発信方法の選択など体制の強化を図ります。

○ 町の知名度やイメージを向上させ、移住者や観光・交流・関係人口の拡大、特産品の振興など、産
業・経済の活性化等を進めるため、“町を売り込む”・“受け手側に響く”という視点を重視した、戦略
的な情報発信・プロモーション活動を積極的に推進します。

【主要施策】（前期基本計画より）

３－２ 移住・定住の促進と町全体の情報発信力の強化
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【ＫＰＩ】

【主要事業】 

件

件

件

2

12

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

移住・定住相談件数（累計） 

地域資源情報バンク物件登録件数（累計）

町公式LINE新規コンテンツ提供
件数（累計） 

750

90

0 10

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

3-2-6

事業NO. 事 業 名 担 当 課

分譲宅地整備事業

移住・定住相談体制整備事業

地域資源情報バンク運営事業

空き家購入・改修支援事業

広報事業

情報発信・プロモーション強化事業

【主な取り組み】

◆ 分譲宅地の整備・情報発信の強化
○ 実情に即した分譲宅地計画の見直しを行い、子育て世帯をはじめ、幅広い層を対象とした分譲宅
地の整備を計画的に進めていくとともに、早期分譲及び住宅建設の促進に努めます。

○ 分譲宅地及び「農ある田舎暮らし高手の里」の情報について、様々な情報媒体を活用し、情報発信
の強化を図ります。

◆ 移住・定住に関する情報発信の強化
○ 町の知名度やイメージを向上させ、移住希望者や関係人口を掘り起こすため、那珂川町地域資源
情報バンク検索サイト「なかがわぐらし」をはじめ、様々な情報媒体・機会を活用し、移住・定住に
関する情報発信の強化を図ります。

◆ 移住・定住に関する相談体制の充実
○ 移住・定住に関する相談に効果的に対応するため、都内のふるさと回帰支援センターや県内に設
置されている移住相談員などと連携し、相談体制の充実を図ります。

◆ 地域資源情報バンクの充実
○ 空き家・空き店舗等の活用による移住・定住の促進に向け、地域資源情報バンクの充実を図ると
ともに、登録された住宅の購入費・改修費の支援を行います。

◆ 移住・定住支援事業の推進
○ 町民の町外への転出抑制と町外からの移住者の増加を図るとともに、定住を促進するため、移住・
定住者への支援制度について検討していきます。

○ 東京圏からの移住者に移住支援金を支給する国・県の移住支援事業の周知と活用を促進します。
◆ 高校生の子どもがいる世帯への支援
○ 進学を機に転出する世帯が、いつまでも本町に住み続けることができるよう、支援制度について検
討していきます。

◆ 広報活動の充実
○ わかりやすく「伝える」から「伝わる」を意識した広報紙づくりをはじめ、ホームページやＳＮＳ等を
活用した広報活動の充実に努めるほか、デジタル技術を活用した新たな広報機能の導入について
検討・推進します。

○ ケーブルテレビの自主放送番組の充実を図り、行政情報をはじめ地域に根差したきめ細やかな情
報の提供を行います。

◆ 戦略的な情報発信・プロモーション活動の推進
○ 情報発信・プロモーション活動を戦略的・効果的に行うため、専門的な知識と技術を有する人材等
の活用を含め、ターゲットに合わせた情報の選定、発信方法の選択など体制の強化を図ります。

○ 町の知名度やイメージを向上させ、移住者や観光・交流・関係人口の拡大、特産品の振興など、産
業・経済の活性化等を進めるため、“町を売り込む”・“受け手側に響く”という視点を重視した、戦略
的な情報発信・プロモーション活動を積極的に推進します。

【主要施策】（前期基本計画より）

３－２ 移住・定住の促進と町全体の情報発信力の強化
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第３次那珂川町総合振興計画
なかがわ『わくわく』プラン2035

第
４
部
　
第
３
期
総
合
戦
略

第
３
章
　
戦
略
の
柱
ご
と
の
取
り
組
み

第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

企画財政課
企画財政課
建設課
建設課
建設課
建設課

生活環境課
健康福祉課
生涯学習課
生涯学習課
上下水道課
上下水道課
上下水道課

4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7
4-1-8
4-1-9
4-1-10
4-1-11
4-1-12
4-1-13

ケーブルテレビ施設管理運営事業
ＤＸ推進事業
町道改良・舗装事業
町道維持補修事業
道路長寿命化修繕事業
橋梁長寿命化修繕事業
公共交通確保対策事業
総合福祉センター施設整備事業
社会教育施設整備事業
社会体育施設整備事業
水道総合地震対策事業
下水道総合地震対策事業
下水道ストックマネジメント事業

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

【ＫＰＩ】

施策
km
人

回 1 2

0
0.8

2,757

ケーブルテレビ網を活用した施策数
町道整備事業による整備済延長（２路線）
デマンドタクシー利用登録者数
未利用公共施設の売却または貸付の
公募回数

1
1.7

3,000

◆ 町道の整備・管理
○ 町民の利便性や安全性の確保に向け、地域間を結ぶ町道の整備や既設道路の維持管理を計画的・
効率的に推進します。

◆ 橋梁・道路施設の長寿命化
○ 橋梁長寿命化修繕計画や舗装の個別計画に基づき、橋梁及び道路施設の定期的な点検と予防保全
的な修繕を行い、長寿命化を図ります。

◆ 公共交通の維持・充実
○ アンケート調査などを定期的に実施し、公共交通に関する町民ニーズの把握に努めるとともに、人
口減少などの社会情勢を踏まえ、地域公共交通計画の見直しを行います。

○ 持続可能な公共交通の構築を見据え、路線バスの維持をはじめ、コミュニティバス及びデマンドタク
シーの運行の充実を図るとともに、安心して日常生活を送るため、交通手段の利便性向上に努めます。

○ 隣接市町の移動サービスとの連携による広域的な公共交通網の形成について検討していきます。
◆ 公共施設の適正管理
○ 公共施設等総合管理計画や未利用公共施設等利活用基本方針等に基づく施設の統廃合や有効活
用、民間活力の導入による効率的な管理など、公共施設の適正な管理・運営を図ります。

◆ 地域の情報通信基盤の充実
○ 整備されたケーブルテレビ網を有効活用するため、放送センターを含めた施設管理計画を策定し、
適正かつ計画的に維持管理を進めます。

○ ケーブルテレビ網について、福祉分野での活用など、新たな活用方法の検討を進めるとともに、加入
促進を図ります。

◆ 行政のデジタル変革の推進
○ 町民の利便性の向上に向け、支払いのキャッシュレス化や行政手続のオンライン化、書かせない・待
たせない窓口の整備を進めます。

○ 行政機能の高度化・効率化に向け、ＡＩやＲＰＡ等の導入、基幹系システムの標準化・共通化を進めます。
○ いつでも、どこでも働けるよう、テレワークやオンライン会議を推進します。
○ サイバー攻撃等による問題の発生を防ぐため、セキュリティ対策の強化を図ります。
◆ 地域社会のデジタル変革の推進
○ 地域活性化と町民生活の向上に向け、産業分野や教育分野、福祉分野をはじめ、幅広い分野におけ
るさらなるデジタル変革を進めます。

○ すべての町民がデジタル化のメリットを享受することができるよう、学習機会の提供など、デジタル
デバイド対策を推進します。

○ 町民や事業者がデータを容易に利活用できるよう、データのオープン化を進めます。
○ 便利で公平・公正な社会づくりに向け、マイナンバーカードの普及促進に努めます。
◆ 那珂川を渡河する新たな道路の整備促進
○ 主要な幹線道路と周辺都市間のアクセスの向上や町民の利便性・安全性の確保に向け、那珂川を渡
河する新たな道路整備の早期事業化を関係機関に要望していきます。

◆ 国・県道の整備促進
○ 町の主要な幹線道路である、一般国道293号をはじめとする国道の現道拡幅やバイパス整備、歩道
の設置を関係機関に要望していきます。

○ 広域圏の連携を図る、一般県道矢又大内線をはじめとする県道の未整備区間における整備を関係
機関に要望していきます。

◆ 高規格道路の整備促進
○ 将来的な八溝地域の発展に向け、関係自治体と協調し、国の構想路線として位置づけられた「（仮）
北関東北部横断道路」及び「（仮）つくば・八溝縦貫・白河道路」の早期事業化を関係機関に要望して
いきます。

　未来を見据えた基盤を整備するとともに、町民や町民団体、民間企業、教育機関、周辺自治体等と協
力して地方創生を進めるため、前期基本計画の『重点プロジェクト④』に基づき、ＤＸの推進や道路・公
共交通の充実、公共施設の適正管理、多様な主体との連携・協働体制の強化に向けた取り組みを重点
的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

４－１ ＤＸの推進と道路・公共交通の充実、公共施設の適正管理

4 未来への基盤整備と連携・
協働体制の強化
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組
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第４部　第３期総合戦略
第３次那珂川町総合振興計画

なかがわ『わくわく』プラン2035

第
４
部
　
第
３
期
総
合
戦
略

第
３
章
　
戦
略
の
柱
ご
と
の
取
り
組
み

第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 
事業NO. 事 業 名 担 当 課

企画財政課
企画財政課
建設課
建設課
建設課
建設課

生活環境課
健康福祉課
生涯学習課
生涯学習課
上下水道課
上下水道課
上下水道課

4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7
4-1-8
4-1-9
4-1-10
4-1-11
4-1-12
4-1-13

ケーブルテレビ施設管理運営事業
ＤＸ推進事業
町道改良・舗装事業
町道維持補修事業
道路長寿命化修繕事業
橋梁長寿命化修繕事業
公共交通確保対策事業
総合福祉センター施設整備事業
社会教育施設整備事業
社会体育施設整備事業
水道総合地震対策事業
下水道総合地震対策事業
下水道ストックマネジメント事業

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

【ＫＰＩ】

施策
km
人

回 1 2

0
0.8

2,757

ケーブルテレビ網を活用した施策数
町道整備事業による整備済延長（２路線）
デマンドタクシー利用登録者数
未利用公共施設の売却または貸付の
公募回数

1
1.7

3,000

◆ 町道の整備・管理
○ 町民の利便性や安全性の確保に向け、地域間を結ぶ町道の整備や既設道路の維持管理を計画的・
効率的に推進します。

◆ 橋梁・道路施設の長寿命化
○ 橋梁長寿命化修繕計画や舗装の個別計画に基づき、橋梁及び道路施設の定期的な点検と予防保全
的な修繕を行い、長寿命化を図ります。

◆ 公共交通の維持・充実
○ アンケート調査などを定期的に実施し、公共交通に関する町民ニーズの把握に努めるとともに、人
口減少などの社会情勢を踏まえ、地域公共交通計画の見直しを行います。

○ 持続可能な公共交通の構築を見据え、路線バスの維持をはじめ、コミュニティバス及びデマンドタク
シーの運行の充実を図るとともに、安心して日常生活を送るため、交通手段の利便性向上に努めます。

○ 隣接市町の移動サービスとの連携による広域的な公共交通網の形成について検討していきます。
◆ 公共施設の適正管理
○ 公共施設等総合管理計画や未利用公共施設等利活用基本方針等に基づく施設の統廃合や有効活
用、民間活力の導入による効率的な管理など、公共施設の適正な管理・運営を図ります。

◆ 地域の情報通信基盤の充実
○ 整備されたケーブルテレビ網を有効活用するため、放送センターを含めた施設管理計画を策定し、
適正かつ計画的に維持管理を進めます。

○ ケーブルテレビ網について、福祉分野での活用など、新たな活用方法の検討を進めるとともに、加入
促進を図ります。

◆ 行政のデジタル変革の推進
○ 町民の利便性の向上に向け、支払いのキャッシュレス化や行政手続のオンライン化、書かせない・待
たせない窓口の整備を進めます。

○ 行政機能の高度化・効率化に向け、ＡＩやＲＰＡ等の導入、基幹系システムの標準化・共通化を進めます。
○ いつでも、どこでも働けるよう、テレワークやオンライン会議を推進します。
○ サイバー攻撃等による問題の発生を防ぐため、セキュリティ対策の強化を図ります。
◆ 地域社会のデジタル変革の推進
○ 地域活性化と町民生活の向上に向け、産業分野や教育分野、福祉分野をはじめ、幅広い分野におけ
るさらなるデジタル変革を進めます。

○ すべての町民がデジタル化のメリットを享受することができるよう、学習機会の提供など、デジタル
デバイド対策を推進します。

○ 町民や事業者がデータを容易に利活用できるよう、データのオープン化を進めます。
○ 便利で公平・公正な社会づくりに向け、マイナンバーカードの普及促進に努めます。
◆ 那珂川を渡河する新たな道路の整備促進
○ 主要な幹線道路と周辺都市間のアクセスの向上や町民の利便性・安全性の確保に向け、那珂川を渡
河する新たな道路整備の早期事業化を関係機関に要望していきます。

◆ 国・県道の整備促進
○ 町の主要な幹線道路である、一般国道293号をはじめとする国道の現道拡幅やバイパス整備、歩道
の設置を関係機関に要望していきます。

○ 広域圏の連携を図る、一般県道矢又大内線をはじめとする県道の未整備区間における整備を関係
機関に要望していきます。

◆ 高規格道路の整備促進
○ 将来的な八溝地域の発展に向け、関係自治体と協調し、国の構想路線として位置づけられた「（仮）
北関東北部横断道路」及び「（仮）つくば・八溝縦貫・白河道路」の早期事業化を関係機関に要望して
いきます。

　未来を見据えた基盤を整備するとともに、町民や町民団体、民間企業、教育機関、周辺自治体等と協
力して地方創生を進めるため、前期基本計画の『重点プロジェクト④』に基づき、ＤＸの推進や道路・公
共交通の充実、公共施設の適正管理、多様な主体との連携・協働体制の強化に向けた取り組みを重点
的に進めます。

【基本方向】

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

４－１ ＤＸの推進と道路・公共交通の充実、公共施設の適正管理

4 未来への基盤整備と連携・
協働体制の強化
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第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 

【ＫＰＩ】

回 1 2

事業NO. 事 業 名 担 当 課

総務課

総務課

生涯学習課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

4-2-5

4-2-6

まちづくり支援提案型補助金交付事業

国内交流事業

国際交流事業

産学官連携事業

地域おこし協力隊事業

定住自立圏連携事業

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

回

件

件

0

5

4

まちづくり講演会開催回数（累計）

国内交流事業件数（累計）

国際交流事業件数（累計）

10

8

6

回 4 8地域おこし協力隊員採用説明会等
開催回数

◆ 多様な分野における町民参画・協働の促進
○ 町の各種計画の策定や検証、見直しにあたって、審議会・委員会やアンケート調査、トーク
カフェ、パブリックコメント等を実施し、町民の参画・協働を促進します。

○ 文化行事や祭り・イベントの企画・運営への町民の参画・協働を促進します。
○ 公共施設の整備や管理・運営、公共サービスの提供への町民及び民間の参画・協働を促進
します。

◆ まちづくり団体の活動支援
○ 町民主体のまちづくり、町民と行政との協働のまちづくりの担い手として、自主的な活動を
行うまちづくり団体の活動支援を行うとともに、活動を支援する提案型補助金の周知と活
用を促進します。

◆ 国内交流の充実
○ 滋賀県愛荘町や秋田県美郷町、東京都豊島区、栃木県野木町との交流を継続していくとと
もに、町民や町民団体主体の交流、相互の地域振興に向けた効果的な交流となるよう、体
制や内容の充実を図ります。

◆ 国際交流の充実
○ 国際性豊かな人材の育成に向け、アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村との交流
を継続していくとともに、交流を効果的かつ円滑に進めるため、ホームステイを受け入れる
ホストファミリーの開拓など、体制の充実を図ります。

○ 国際交流員等を活用し、幼児、児童生徒の国際理解教育、町民の語学学習などの教育活動
のさらなる充実を図ります。

◆ 教育機関との連携事業の推進
○ 人材の育成や交流人口・関係人口の拡大、地域活性化に向け、県立馬頭高等学校をはじめ
宇都宮メディア・アーツ専門学校や宇都宮大学との連携事業を推進します。

◆ 企業との包括連携の活用
○ 連携企業の協力のもと、地域の活性化や町民サービスの向上を図るため、資材や人材の有
効活用を図ります。

◆ 地域おこし協力隊による地域課題の解決
○ 地域外の多様な人材が行う様々な地域協力活動により、地域活性化や地域課題の解決を
図るとともに、本町への定住・定着につなげるため、地域おこし協力隊を定期的に採用しま
す。

◆ 広域連携の推進
○ 質の高い町民サービスの提供と効率的な事務処理の推進に向け、南那須地区広域行政事
務組合による共同処理を推進します。

○ 大田原市や那須塩原市の都市機能を有効に活用して本町及び圏域全体の活性化を図るため、
八溝山周辺地域定住自立圏・那須地域定住自立圏における各種連携事業を推進します。

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

４－２ 多様な主体との連携・協働体制の強化
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第４部　第３期総合戦略

【主要事業】 

【ＫＰＩ】

回 1 2

事業NO. 事 業 名 担 当 課

総務課

総務課

生涯学習課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

4-2-5

4-2-6

まちづくり支援提案型補助金交付事業

国内交流事業

国際交流事業

産学官連携事業

地域おこし協力隊事業

定住自立圏連携事業

令和６年度
（実績）

令和12年度
（目標）単 位指 標 名

回

件

件

0

5

4

まちづくり講演会開催回数（累計）

国内交流事業件数（累計）

国際交流事業件数（累計）

10

8

6

回 4 8地域おこし協力隊員採用説明会等
開催回数

◆ 多様な分野における町民参画・協働の促進
○ 町の各種計画の策定や検証、見直しにあたって、審議会・委員会やアンケート調査、トーク
カフェ、パブリックコメント等を実施し、町民の参画・協働を促進します。

○ 文化行事や祭り・イベントの企画・運営への町民の参画・協働を促進します。
○ 公共施設の整備や管理・運営、公共サービスの提供への町民及び民間の参画・協働を促進
します。

◆ まちづくり団体の活動支援
○ 町民主体のまちづくり、町民と行政との協働のまちづくりの担い手として、自主的な活動を
行うまちづくり団体の活動支援を行うとともに、活動を支援する提案型補助金の周知と活
用を促進します。

◆ 国内交流の充実
○ 滋賀県愛荘町や秋田県美郷町、東京都豊島区、栃木県野木町との交流を継続していくとと
もに、町民や町民団体主体の交流、相互の地域振興に向けた効果的な交流となるよう、体
制や内容の充実を図ります。

◆ 国際交流の充実
○ 国際性豊かな人材の育成に向け、アメリカ合衆国ニューヨーク州ホースヘッズ村との交流
を継続していくとともに、交流を効果的かつ円滑に進めるため、ホームステイを受け入れる
ホストファミリーの開拓など、体制の充実を図ります。

○ 国際交流員等を活用し、幼児、児童生徒の国際理解教育、町民の語学学習などの教育活動
のさらなる充実を図ります。

◆ 教育機関との連携事業の推進
○ 人材の育成や交流人口・関係人口の拡大、地域活性化に向け、県立馬頭高等学校をはじめ
宇都宮メディア・アーツ専門学校や宇都宮大学との連携事業を推進します。

◆ 企業との包括連携の活用
○ 連携企業の協力のもと、地域の活性化や町民サービスの向上を図るため、資材や人材の有
効活用を図ります。

◆ 地域おこし協力隊による地域課題の解決
○ 地域外の多様な人材が行う様々な地域協力活動により、地域活性化や地域課題の解決を
図るとともに、本町への定住・定着につなげるため、地域おこし協力隊を定期的に採用しま
す。

◆ 広域連携の推進
○ 質の高い町民サービスの提供と効率的な事務処理の推進に向け、南那須地区広域行政事
務組合による共同処理を推進します。

○ 大田原市や那須塩原市の都市機能を有効に活用して本町及び圏域全体の活性化を図るため、
八溝山周辺地域定住自立圏・那須地域定住自立圏における各種連携事業を推進します。

【主な取り組み】

【主要施策】（前期基本計画より）

４－２ 多様な主体との連携・協働体制の強化
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◇第３次那珂川町総合振興計画策定経緯
年月日 事項 備考
令和６年
　５月24日

町民アンケート・中高生アンケート・小学生アンケート調査

６月21日

８月６日
令和６年度 第１回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画の策定について」諮問
「第３次那珂川町総合振興計画策定基本方針」提示 

第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査 

町政まちづくり懇談会
（町内２箇所 計４回）
なかがわまちづくりトークカフェ開催
（８グループ 37名参加）

10月31日
令和６年度 第６回調整担当者会議
「第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査」結果報告
「なかがわまちづくりトークカフェ」結果報告
「町民アンケート調査」結果報告

12月19日
令和６年度 第２回那珂川町まちづくり審議会
「第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査」結果報告
「なかがわまちづくりトークカフェ」結果報告
「町民アンケート調査」結果報告

令和７年
　２月20日

令和６年度 第10回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「那珂川町人口ビジョン（素案）」協議

３月10日
令和６年度 第３回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「那珂川町人口ビジョン（素案）」協議

３月24日

令和６年度 第13回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」審議
「那珂川町人口ビジョン（素案）」審議
「第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査」結果報告
「なかがわまちづくりトークカフェ」結果報告
「町民アンケート調査」結果報告

４月14日 令和７年度 第１回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」審議

５月23日
那珂川町議会 合同常任委員会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」説明
「那珂川町人口ビジョン（素案）」説明

６月18日 令和７年度 第３回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議

７月31日 令和７年度 第５回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議

８月21日 令和７年度 第６回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議

令和６年度 第２回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画策定基本方針（案）」協議

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

－

馬頭・小川
総合福祉センター

小川総合福祉
センター

すこやか共生館

那珂川町役場
議会会議室

６月19日
～７月３日

８月27日
～８月29日

令和６年度 第３回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画策定基本方針（案）」審議・決定 

９月26日
～10月８日
10月16日
～10月18日

年月日 事項 備考
８月22日

９月10日

９月18日

９月24日

10月24日

11月19日

11月19日

12月10日

12月15日
～令和８年
１月９日

12月25日

令和８年
　１月22日

２月４日

２月12日

２月24日

３月３日

令和７年度 第３回課長会議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
令和７年度 第１回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
令和７年度 第７回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議 
令和７年度 第４回課長会議
「第３次那珂川町総合振興計画前期基本計画（素案）」に係る指標協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議 
那珂川町議会 合同常任委員会
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」説明
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」説明
令和７年度 第９回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議 
令和７年度 第６回課長会議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議
令和７年度 第９回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」審議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」審議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」審議
パブリックコメント実施
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」
令和７年度 第２回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」協議 
令和７年度 第10回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」協議 
令和７年度 第３回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画の策定について」答申
令和７年度 第11回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」決定
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」決定
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」決定
那珂川町議会 全員協議会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略」協議
那珂川町議会 ３月定例会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想」議決
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画」議決
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略」議決

那珂川町役場
議会会議室
那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
議会会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

意見：２件

那珂川町役場
議場

那珂川町役場
議場
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◇第３次那珂川町総合振興計画策定経緯
年月日 事項 備考
令和６年
　５月24日

町民アンケート・中高生アンケート・小学生アンケート調査

６月21日

８月６日
令和６年度 第１回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画の策定について」諮問
「第３次那珂川町総合振興計画策定基本方針」提示 

第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査 

町政まちづくり懇談会
（町内２箇所 計４回）
なかがわまちづくりトークカフェ開催
（８グループ 37名参加）

10月31日
令和６年度 第６回調整担当者会議
「第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査」結果報告
「なかがわまちづくりトークカフェ」結果報告
「町民アンケート調査」結果報告

12月19日
令和６年度 第２回那珂川町まちづくり審議会
「第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査」結果報告
「なかがわまちづくりトークカフェ」結果報告
「町民アンケート調査」結果報告

令和７年
　２月20日

令和６年度 第10回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「那珂川町人口ビジョン（素案）」協議

３月10日
令和６年度 第３回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「那珂川町人口ビジョン（素案）」協議

３月24日

令和６年度 第13回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」審議
「那珂川町人口ビジョン（素案）」審議
「第２次那珂川町総合振興計画達成状況調査」結果報告
「なかがわまちづくりトークカフェ」結果報告
「町民アンケート調査」結果報告

４月14日 令和７年度 第１回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」審議

５月23日
那珂川町議会 合同常任委員会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」説明
「那珂川町人口ビジョン（素案）」説明

６月18日 令和７年度 第３回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議

７月31日 令和７年度 第５回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議

８月21日 令和７年度 第６回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議

令和６年度 第２回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画策定基本方針（案）」協議

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

－

馬頭・小川
総合福祉センター

小川総合福祉
センター

すこやか共生館

那珂川町役場
議会会議室

６月19日
～７月３日

８月27日
～８月29日

令和６年度 第３回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画策定基本方針（案）」審議・決定 

９月26日
～10月８日
10月16日
～10月18日

年月日 事項 備考
８月22日

９月10日

９月18日

９月24日

10月24日

11月19日

11月19日

12月10日

12月15日
～令和８年
１月９日

12月25日

令和８年
　１月22日

２月４日

２月12日

２月24日

３月３日

令和７年度 第３回課長会議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
令和７年度 第１回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
令和７年度 第７回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議 
令和７年度 第４回課長会議
「第３次那珂川町総合振興計画前期基本計画（素案）」に係る指標協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議 
那珂川町議会 合同常任委員会
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」説明
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」説明
令和７年度 第９回調整担当者会議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議 
令和７年度 第６回課長会議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（素案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（素案）」協議
令和７年度 第９回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」審議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」審議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」審議
パブリックコメント実施
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」
令和７年度 第２回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」協議 
令和７年度 第10回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」協議 
令和７年度 第３回那珂川町まちづくり審議会
「第３次那珂川町総合振興計画の策定について」答申
令和７年度 第11回庁議
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想（案）」決定
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画（案）」決定
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略（案）」決定
那珂川町議会 全員協議会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画」協議
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略」協議
那珂川町議会 ３月定例会
「第３次那珂川町総合振興計画 総論・基本構想」議決
「第３次那珂川町総合振興計画 前期基本計画」議決
「第３次那珂川町総合振興計画 第３期総合戦略」議決

那珂川町役場
議会会議室
那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
議会会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

那珂川町役場
会議室

意見：２件

那珂川町役場
議場

那珂川町役場
議場
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◇那珂川町まちづくり審議会条例 ◇那珂川町まちづくり審議会委員名簿
平成１８年３月１７日

条例第２号
　 （設置）
第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ
き、地域の均衡ある発展及び住民の連携の強化を図り、住民協働のまちづくりを推進
するため、那珂川町まちづくり審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

　 （所掌事務）
第２条　審議会は、まちづくりの計画の策定及び推進に関する事項について、町長の諮
問に応じて審議し、又は意見を述べることができる。

　 （組織）
第３条　審議会は、委員２０人以内をもって組織する。
　 （委員）
第４条　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
　 （１）　 地域を代表する者 
　 （２）　 町民活動団体を代表する者
　 （３）　 識見を有する者
　 （４）　 公募による者
２　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者
の残任期間とする。

３　委員の再任は妨げないものとする。
４　委員がその要件を欠くに至ったときは、その職を失う。
　　　　（令６条例２７・一部改正）
　 （会長及び副会長）
第５条　審議会に会長及び副会長１名を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選による。
３　会長は会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。

　 （会議）
第６条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員委
嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

２　会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。
３　会長は、会議の議長となる。
４　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

　（意見の聴取等）
第７条　審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対して会議への出
席を求めて意見及び説明を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。

　 （庶務）
第８条　審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
　 （補則）
第９条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に
諮り定める。

　　　附 則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例による最初の委員の任期は、第４条第２項の規定にかかわらず、平成２０
年３月３１日までとする。

　　　附 則（令和６年６月６日条例第２７号）
　この条例は、公布の日から施行する。

氏名 所属等 備考

（敬称略） 

副会長 

会長 

那珂川町行政区長連絡協議会 

那珂川町行政区長連絡協議会 

那珂川町行政区長連絡協議会 

那珂川町ＰＴＡ連絡協議会 

那珂川町民生委員・児童委員協議会 

那珂川町青少年育成協会 

那珂川町農村生活研究グループ協議会 

那珂川町家庭教育オピニオンリーダーこうまの会 

那珂川町文化協会 

那珂川町体育協会 

那珂川町結婚相談所 

宇都宮大学 

那珂川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 

那須南農業協同組合 

那珂川町商工会 

那珂川町社会福祉協議会 

那須南森林組合 

那珂川町観光協会 

公募委員 

公募委員 

関根  了

大金  浩

橋本 民夫
髙瀬  弘

（令和７年４月まで）
関根 沙織

（令和７年５月から）

稲澤 正広

渡邉 芳枝

菊池 文子

篠江 智恵子

郡司 正幸

石山 秀明

鈴木 雅仁

中村 祐司

中村 郁夫

屋代 俊一

斎藤 健一 

佐藤 佳正

藤田 悦男
小髙　可守

（令和７年４月まで）
磯  康成

（令和７年５月から）

久保 裕史 

小林 千歩 
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◇那珂川町まちづくり審議会条例 ◇那珂川町まちづくり審議会委員名簿
平成１８年３月１７日

条例第２号
　 （設置）
第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ
き、地域の均衡ある発展及び住民の連携の強化を図り、住民協働のまちづくりを推進
するため、那珂川町まちづくり審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

　 （所掌事務）
第２条　審議会は、まちづくりの計画の策定及び推進に関する事項について、町長の諮
問に応じて審議し、又は意見を述べることができる。

　 （組織）
第３条　審議会は、委員２０人以内をもって組織する。
　 （委員）
第４条　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
　 （１）　 地域を代表する者 
　 （２）　 町民活動団体を代表する者
　 （３）　 識見を有する者
　 （４）　 公募による者
２　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者
の残任期間とする。

３　委員の再任は妨げないものとする。
４　委員がその要件を欠くに至ったときは、その職を失う。
　　　　（令６条例２７・一部改正）
　 （会長及び副会長）
第５条　審議会に会長及び副会長１名を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選による。
３　会長は会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。

　 （会議）
第６条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員委
嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

２　会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。
３　会長は、会議の議長となる。
４　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

　（意見の聴取等）
第７条　審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対して会議への出
席を求めて意見及び説明を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。

　 （庶務）
第８条　審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
　 （補則）
第９条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に
諮り定める。

　　　附 則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例による最初の委員の任期は、第４条第２項の規定にかかわらず、平成２０
年３月３１日までとする。

　　　附 則（令和６年６月６日条例第２７号）
　この条例は、公布の日から施行する。

氏名 所属等 備考

（敬称略） 

副会長 

会長 

那珂川町行政区長連絡協議会 

那珂川町行政区長連絡協議会 

那珂川町行政区長連絡協議会 

那珂川町ＰＴＡ連絡協議会 

那珂川町民生委員・児童委員協議会 

那珂川町青少年育成協会 

那珂川町農村生活研究グループ協議会 

那珂川町家庭教育オピニオンリーダーこうまの会 

那珂川町文化協会 

那珂川町体育協会 

那珂川町結婚相談所 

宇都宮大学 

那珂川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 

那須南農業協同組合 

那珂川町商工会 

那珂川町社会福祉協議会 

那須南森林組合 

那珂川町観光協会 

公募委員 

公募委員 

関根  了

大金  浩

橋本 民夫
髙瀬  弘

（令和７年４月まで）
関根 沙織

（令和７年５月から）

稲澤 正広

渡邉 芳枝

菊池 文子

篠江 智恵子

郡司 正幸

石山 秀明

鈴木 雅仁

中村 祐司

中村 郁夫

屋代 俊一

斎藤 健一 

佐藤 佳正

藤田 悦男
小髙　可守

（令和７年４月まで）
磯  康成

（令和７年５月から）

久保 裕史 

小林 千歩 
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那珂企第１８５号

令和６年８月６日

那珂川町まちづくり審議会長 様

那珂川町長 福 島 泰 夫

第３次那珂川町総合振興計画の策定について(諮問)

　このことについて、那珂川町まちづくり審議会条例第２条の規定に基づき、第

３次那珂川町総合振興計画の策定について貴審議会に諮問します。

◇第３次那珂川町総合振興計画の策定について（諮問）

令和８年２月４日

那珂川町長　益　子　純　恵　様 

那珂川町まちづくり審議会

会　長　　中　村　祐　司

第３次那珂川町総合振興計画の策定について ( 答申 )

　令和６年８月６日付け那珂企第１８５号により諮問を受けた「第３次那珂川町総合

振興計画の策定」について、慎重に審議を重ねた結果、別添「第３次那珂川町総合振

興計画（案）」のとおり答申いたします。

　なお、審議において主要な論点となった事項について、下記のとおり意見として付

しますので、計画の推進にあたっては、十分に配慮くださるようお願いいたします。

記

　１　総合振興計画おいて、最重要目標に掲げた「人口減少の抑制」を達成するた

め、行政、町民、事業者等の様々な主体が連携し、本計画に基づき持続可能

なまちづくりを目指した実効性のある施策を着実に実施されたい。

　２　計画期間においては、「オールなかがわ」による計画の推進体制を確立し、

社会情勢及び町民のニーズを的確に捉え、町民目線の柔軟かつ効果的な行

政運営に努められたい。

　３　美しい自然・景観、貴重な歴史文化、豊富な特産品、魅力的な観光地、充実

した子育て環境、特色ある学校教育や生涯学習、豊かな郷土愛など、今まで

築き上げてきた、町が持つさまざまな地域資源を活かす施策を推進された

い。さらに、SNS 等を最大限活用した情報発信により、関係人口の創出を図

るとともに、町民が町の魅力を再認識し、誇りや親しみを持つための取り

組みの充実を図られたい。

　４　未来を担う子どもたちが、夢と希望を持ち安心して暮らし、いずれは町に

戻ってきたいと思えるよう、子育て支援や郷土愛の醸成に努められたい。

　５　将来像である「なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくする

まち」の実現に向け、那珂川町で暮らす人々が、常に「わくわく」する期待

感を持ち続け、町民の未来が豊かであるよう、目的意識を持ち計画を着実

に推進するよう努められたい。

◇第３次那珂川町総合振興計画の策定について（答申）
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那珂企第１８５号

令和６年８月６日

那珂川町まちづくり審議会長 様

那珂川町長 福 島 泰 夫

第３次那珂川町総合振興計画の策定について(諮問)

　このことについて、那珂川町まちづくり審議会条例第２条の規定に基づき、第

３次那珂川町総合振興計画の策定について貴審議会に諮問します。

◇第３次那珂川町総合振興計画の策定について（諮問）

令和８年２月４日

那珂川町長　益　子　純　恵　様 

那珂川町まちづくり審議会

会　長　　中　村　祐　司

第３次那珂川町総合振興計画の策定について ( 答申 )

　令和６年８月６日付け那珂企第１８５号により諮問を受けた「第３次那珂川町総合

振興計画の策定」について、慎重に審議を重ねた結果、別添「第３次那珂川町総合振

興計画（案）」のとおり答申いたします。

　なお、審議において主要な論点となった事項について、下記のとおり意見として付

しますので、計画の推進にあたっては、十分に配慮くださるようお願いいたします。

記

　１　総合振興計画おいて、最重要目標に掲げた「人口減少の抑制」を達成するた

め、行政、町民、事業者等の様々な主体が連携し、本計画に基づき持続可能

なまちづくりを目指した実効性のある施策を着実に実施されたい。

　２　計画期間においては、「オールなかがわ」による計画の推進体制を確立し、

社会情勢及び町民のニーズを的確に捉え、町民目線の柔軟かつ効果的な行

政運営に努められたい。

　３　美しい自然・景観、貴重な歴史文化、豊富な特産品、魅力的な観光地、充実

した子育て環境、特色ある学校教育や生涯学習、豊かな郷土愛など、今まで

築き上げてきた、町が持つさまざまな地域資源を活かす施策を推進された

い。さらに、SNS 等を最大限活用した情報発信により、関係人口の創出を図

るとともに、町民が町の魅力を再認識し、誇りや親しみを持つための取り

組みの充実を図られたい。

　４　未来を担う子どもたちが、夢と希望を持ち安心して暮らし、いずれは町に

戻ってきたいと思えるよう、子育て支援や郷土愛の醸成に努められたい。

　５　将来像である「なかがわの 輝きとうるおいにみちあふれた わくわくする

まち」の実現に向け、那珂川町で暮らす人々が、常に「わくわく」する期待

感を持ち続け、町民の未来が豊かであるよう、目的意識を持ち計画を着実

に推進するよう努められたい。

◇第３次那珂川町総合振興計画の策定について（答申）
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